
目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

第１章 みんなで共に進めるしくみをつくろう P87

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

1-①
市民主体のまちづく
りの推進

地域まちづくり協議会が主体
となる協働事業数

件 53
６２

（H30)
100

まちづくり協議会の事業数は年々微増となっているが、目標値の
達成は難しい。

地域創生推進課

1-②
すべての人の人権尊
重の推進

参加者アンケートで「大変良
かった」、「良かった」と回
答する人の割合の合計

％
80

（Ｈ22～26の平
均）

83 90
市民に関心を持ってもらえるようなテーマや講師を把握し、内容
や広報の仕方、他の部署との連携の仕方を工夫すれば達成できる
見込み。

人権擁護課

1-③ 男女共同参画の推進
委員会などへの女性委員の登
用の増加

％ 29 34 40
市民参加にかかる抜本的な取組が必要であり、目標値の達成は難
しい見込み。

人権擁護課

1-④
特色あるふるさとづ
くり

転入超過数 人/年 1 129 100 平成30年人口動態転入2,890人転出2,761人 地域創生推進課

1-⑤
多文化共生のまちづく
り

多文化共生に関わる研修会参
加人数

人 16 38 50
市民に関心を持ってもらえるようなテーマを設定し、広報の仕方
等を工夫すれば達成できる見込み。

人権擁護課

1-⑥
情報ネットワークの
構築

湖南タウンメール利用促進
（登録者数の増加）

件 8,700
12,187

（2018）
12,800

2019年11月末現在12,796件となっており、現在も微増の状態で
あり達成する見込みである。

秘書広報課

現況
平成26年度末
(2014年度末)

資料４－１
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目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

資料４－１

第２章 うるおいのあるまちをつくろう P105

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

2-① 環境の保全
環境ボランティアの宣言者人
数

人 23
8

（2018年度）
60

まちづくり協議会や環境関連団体を通じて市民が主体となった活
動は行われていますが人材を育成する機会がなかったため達成で
きない見込みである

生活環境課

2-② 循環型社会の形成 リサイクル率の向上 ％ 14
12.6

（2018年度）
19

広報「こなん」やＨＰで啓発を進めていますが、まだまだ市民の
環境意識の向上につながるまでの啓発が図れなかったため達成で
きない見込みである

生活環境課

2-③
エネルギー・経済の
循環による活性化の
推進

市民などの参加者数 人 930 1,887 1,500
目標達成
市民連続講座 参加者数   234名
イモエネルギー参画者数 1,653名

地域エネルギー室

2-④ 上下水道の整備 配水池耐震施設率 ％ 69 75 91
平成25年度に策定した上水道整備事業計画に基づき、平成29年
度に正福寺配水池の耐震補強を完了し、令和元年度には美松配水
池の更新工事が完了予定。

上下水道課

2-⑤ 上下水道の整備 下水道整備普及率の向上 ％ 97 97 100
快適な暮らしの実現と良好な住環境の整備を目指し、住宅地域を中心に整備を実
施した結果、平成30年度末で下水道整備普及率は97.4%となっている。今後は、
旧国道1号沿線の整備を進め、令和5年度に100%を目指す。

上下水道課

2-⑥
身近な公園・緑地の
整備

一人あたりの都市公園面積 ㎡ 9.27 9.27 10.00 新たな都市公園を開設していないので変化はない。 都市政策課

現況
平成26年度末
(2014年度末)
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目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

資料４－１

第３章 活気あるまちをつくろう P137

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

3-①
市街地・住環境の整
備

地籍調査推進率 ％ 17.50 17.6 20.00
平成27年度に地籍調査業務を再開している。地権者の権利関係が
あり、進捗が芳しくないが、引き続き推進していく。

都市政策課

3-② 道路網、河川の整備 市道の整備延長 ｍ 316.090
325,540
(H30)

319.176
目標達成 開発等により市道本数が増えたことにより達成するこ
とができた。

土木建設課

3-③ 道路網、河川の整備 老朽化橋梁の点検数 橋 14
197

(H30)
199

目標達成 目標設定時点では199橋だったが、2橋が2ｍ未満によ
り対象外となったため最終数値は197橋となる。

土木建設課

3-④ 公共交通の充実 コミュニティバス乗客数 人 317,000
306,003

(2018年度）
322,000

企業等の雇用の影響や、企業独自の送迎などにより
利用者が減少し、達成できない見込みである。

生活環境課

3-⑤ 農林業の振興
担い手への農地（水田）集積
率

％ 46 45 50
集落営農組織の法人化に伴い農地の権利設定が確実になっている
反面、個人の担い手農家の高齢化による経営規模の縮小等、目標
達成は困難な状況である。

産業立地企画室

3-⑥ 農林業の振興 森林経営計画などの施業面積 ha 77.13
96.84

(2018年度末)
100.00 目標達成見込み。 農林保全課

3-⑦ 工業の振興 製造品出荷額 億円 4,422
2016年度

5,042
5,000

・目標達成 鉄鋼業、プラスチック製品製造業の稼ぐ
 力が強いため達成することができた。

商工観光労政課

3-⑧
雇用の促進と勤労者
福祉の充実

有効求人倍率（甲賀圏域） _ 1.05
2018年度

1.33
1.08 商工観光労政課

3-⑨ 商業の振興 卸売業・小売業の年間販売数 億円 541
2016年度

764
700

・目標達成 卸売業、小売業ともに事業所数、年間商
 品販売額は増加したため達成することができた。

商工観光労政課

3-⑩ 観光の振興 観光入込客数の増加 人 414,800
2018年
595,000

450,000
・十二坊温泉ゆららの入館者数増加、湖南三山入山者数の増加、
H28年湖南市市民産業交流促進施設ここぴあのOPENなどにより
目標値を大きくクリアすることができた。

商工観光労政課

現況
平成26年度末
(2014年度末)
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目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

資料４－１

第４章 ほっとする暮らしをつくろう P171

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

4-① 健康づくりの推進 健康寿命の延伸 歳
男76．94歳
女80．33歳

男78．34歳
女81．15歳

男79．60歳
女84．40歳

現時点で目標値は達成できていないが、達成にむけて、介護予防
と保健事業の一体化等の施策を進めていく。

健康政策課

4-② 医療の充実
市内の病院・一般診療所数の
維持

施設 33 36 35
平成２９年度までに新たに3診療所が開設し数値目標を達成し
た。

地域医療推進課

4-③ 子育て支援の充実
子育て支援センター・つどい
の広場など子育て支援施設で
の利用者数

人 24,292
22,317

（2018年度）
28,000

未就園児の親子対象事業を主に実施しているため、保育園の就園
率が増加に伴い利用者は年々減少傾向になっている。

子ども政策課

4-④
障がい者の自立支援
の充実

障がい福祉サービス利用者の
増加

人 347 402 410
必要なサービスが利用できるように、関係機関との調整や協議に
努めサービス量を確保していく。

社会福祉課

4-⑤
高齢者の自立支援の
充実

認知症サポーター数 人 2,303 4,599 3,300
既に目標は達成できている。高校生や小学生への養成講座が出来
てきたことが、サポーター数の増加につながっている。

高齢福祉課

4-⑥ 地域福祉の推進
湖南市ボランティアセンター
に登録しているボランティア
人数

人 885 892 1,000
こなん市民大学を活用し、ボランティアきっかけづくり講座など
を通じて、ボランティア活動に興味を持ってもらい活動の場を増
やす。

社会福祉課

4-⑦ 危機管理体制の整備
各区の防災計画（避難計画）
の策定状況

地区 2 3 43
令和元年度、２地区が内閣府の支援を受け作成中です。また、地
域の特性に応じた作成支援を進めています。

危機管理・防災課

4-⑧
安全な地域づくりの
推進

交通事故発生件数 件 220 205 200
 継続的な交通安全啓発や危険個所の改良により、交通事故発生
件数は、毎年減少傾向にあるため、令和２年度には目標達成の見
込み。

生活環境課

現況
平成26年度末
(2014年度末)
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目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

資料４－１

第５章 いきいきとした暮らしをつくろう P198

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

５-① 人権教育の推進
人権について話しあい、学ぶ
活動に参加する市民の増加

人 820 1,648 1,100
各区での人権まちづくり懇談会の開催が定着し、目標を達成でき
た。

人権擁護課

５-②
就学前教育・学校教
育

「授業の内容がわかりやすい
と答える児童・生徒の割合」

％ 76.9 74 80.0
2018年(H30)実績値は2014(H26)年と比較し、2.9ポイント減少してい
る。H26～H30(H26:70.1 H27:76.6 H28:69.1 H29:71.4 )では全国平均
80.0を超えている年がないことを理由に目標値を設定した。

教育総務課

５-③ 若者の社会参画 成人式実行委員会委員数 人 8 17 12
毎年対象者が変わるため目標達成は不確実。運営にあたり４中学校区か
ら各２～３人程度の実行委員数が理想的として目標設定しているが人数
確保に苦慮する年（2019年度は当初６人）もある。

生涯学習課

５-④ 社会教育の推進
まちづくりセンターの講座の
参加者数

人 2,428 3,543 2,500
目標達成見込であるが、講座内容により大きく変動する可能性は
ある。

地域創生推進課

５-⑤ スポーツの振興
スポーツイベント、教室に参
画する人数

人 14,400 18,041 15,000 目標達成見込み。スポーツイベント増加により。 生涯学習課

５-⑥
歴史文化の継承と活
用

歴史・文化財教室、講座など
への参加人数

人 178 231 200
目標達成見込み。関心が高いと思われる人が来る場所に会場変更
することで新たな受講者が増加した。

生涯学習課

５-⑦ 文化芸術活動の振興
文化ホールなどでの市民企画
事業の増加

回 7 7 10
目標達成は困難。指定管理者と連携して進める予定であったが、
計画通りに進めることができなかった。

生涯学習課

現況
平成26年度末
(2014年度末)
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目標指標の評価

：達成 ：未達成 実績値が赤字：達成見込み

資料４－１

第６章 明日を拓くしくみをつくろう P206

施 策 指 標 名 単位
2018年実績値

(年度)

目標値
令和２年度末
(2020年度末)

目標達成見込みとその理由 担当課

６-①
効率的な行財政運営
の推進

行政改革大綱実施計画の進捗
管理（評価）

％ 70 96.0 100
実施計画策定時にあげていた事業の方向性の変化などにより、や
むを得ない計画の変更をしたものもあり、2020年度末に100％の
達成は見込めない。

行政・公共施設
適正化室

６-②
効率的な行財政運営
の推進

経常収支比率の抑制 ％ 94.1 88.3 90.7
・平成30年度決算においては、目標値を上回っているが、引き続
き経常経費の抑制に努め、経常収支比率の動向に注視していく必
要がある。

財政課

６-③ 広域連携の推進
自治体クラウド方式による基
幹システムの業務数

件 0
35

（2019年度）
35 2019年８月にクラウド基幹システムが稼働 100% 総務課

現況
平成26年度末
(2014年度末)
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A 計画の目標を超える成果を得た。　　B　計画どおりに目標達成した。　　C　やや変更はあったが概ね目標達成した。　　D　大幅な変更や遅れがあり目標達成できなかった。

目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名

第１章 - みんなで共に進めるしく
みをつくろう

第１章 Ⅰ-① 市民主体のまちづくりの
推進

2.8

第１章 Ⅰ-① １　市民協働制度の充
実

B

・地域まちづくり協議会がすべての小学校区で設置すること
ができ、一つの区・自治会では取り組めない広域的な課題を
協議会が担うなど、地域での協議会の役割が認知されてき
た。

・地域まちづくり協議会交付金
・地域活性化先進モデル事業
　（子ども食堂、ちょこっと手伝等）

拡充 ○一つの区や自治会で地域課題を解決することがで
きない場合や、未加入住民も含めた広域的な取り組み
を進めるため、まちづくり協議会を中心としたまちづくり
を進め、コミュニティビジネスの創出などの地域特性を
生かしたまちづくりの仕組みを構築する。

第１章 Ⅰ-① ２　地域コミュニティの支
援

B

・市内８つ全てのまちづくりｾﾝﾀｰにおいて指定管理者制度を
導入し、地域まちづくり協議会が主体的に管理運営ができる
体制を構築することができた。
・地域ごとの特性を生かした第２期地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝを策定す
ることで、協議会の活動をさらに活性化できた。
・各まちづくり協議会内に「子ども育成部会」や「安心安全部
会」等が組織化され、地域活動の取り組みを推進した。

・まちづくりｾﾝﾀｰ指定管理業務
・ｾﾝﾀｰ管理運営における市民講座等の自主事業
・地域まちづくり協議会ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝの策定（６協議
会：R１～R５）（1協議会：H29～R４）
・地域担当職員の設置（ﾘｰﾀﾞｰ部長級・ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
次長級）
・まちづくりｾﾝﾀｰまつりの実施

継続 ○引き続き地域コミュニティプランの実現に向け、地域
担当職員や各担当課における地域支援を継続し、持
続可能な地域づくりを推進する。

第１章 Ⅰ-① ３　まちづくり活動団体
相互の連携の促進

B

・まちづくりﾌｫｰﾗﾑや会長会議、ｲﾍﾞﾝﾄでの連携など様々な場
面で、まちづくり協議会を主体とした地域づくりを進めてき
た。
・各地域内で活動する団体の把握や連携、協議会を中心とし
た地域づくりに取り組める仕組みの構築を進めた。
・ｲﾍﾞﾝﾄ等において中学生の参画や各種ｻｰｸﾙなども参加し
ている。

・地域まちづくりﾌｫｰﾗﾑの実施（対象：まちづくり協
議会、区・自治会、地域内活動団体）
・まちづくり協議会会長会議の実施
・地域運営組織のあり方検討部会（区長会内に発
足）
・まちづくりｾﾝﾀｰ長連絡会議の実施

継続 ○関係団体が相互に交流できる機会を創出し、まちづ
くりに関する活動団体の把握や相互連携を促進する。

第１章 Ⅰ-① ４　市民、企業、行政の
協働事業の推進

Ｃ

・ｴﾘｱ内の各種団体や企業との連携が図れてきており、それ
ぞれの課題に対応した研修や視察なども支援しながら取り
組まれている。
・各地域まちづくり協議会において、個別には協働事業が実
施されているが、全体としての取り組みはできていない。

・まちづくり協議会県外視察研修 継続 ○地域内連携の向上を確立し、関係団体との連携を
深化させ、コミュニティビジネス等の推進により、持続
可能な地域づくりを進める。

第１章 Ⅰ-① ５　市民参画の促進

B

・タウンミーティングやパブリックコメント以外の市民参加型の
新たな広聴の仕組みを作り、市民への周知を行った。
・「広報こなん」やホームページへの委員募集の掲載により、
市政への市民参画の促進を図ってきた。

継続
拡充

②継続
○市民からの市政に対する意見・提案機会を確保する
ため、タウンミーテイングやパブリックコメントなど広聴
事業の充実を図り、市民の参加を促進する。
①拡充
○各種行政計画策定などのための各委員会、審議会
委員の公募制度拡充により、市政への市民参画を促
進する。

第１章 Ⅰ-① ６　行政情報の公開

B

・行政施策の計画やその評価結果、会議録や資料など、積
極的に市ホームページ等で公開することにより、公正で開か
れた市政を推進することができた。
・情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、情報公開
を実施することにより、個人情報に留意しながら市政の公平
性や透明性を確保することができた。
・ホームページのリニューアルに合わせて、障がい者や高齢
者などに配慮したウェブアクセシビリティを導入した。広報紙
について、行間や余白の活用などにより、読みやすい紙面づ
くりを行った。

・情報公開審議会
・個人情報保護審議会
・情報公開室設置
・ホームページリニューアル事業

継続 ○公正で開かれた市政推進をめざし、個人情報保護
に留意しながら、行政情報の発信や公開を継続する。
○広報紙やホームページ、フェイスブック、アプリ、
Vtuver、タウンメールなどについて一層充実を図るとと
もに、これらの広報手段についてより効果的な活用方
法を検討し、市民の暮らしにつながる行政情報の拡充
と住民の目線で、わかりやすい広報に努める。
○パブリシティに対する意識を全庁的に高めるととも
に、活用しながらイベントなどさまざまな情報の迅速な
公開を積極的に進める。

今後の方向性と内容

◆施策の評価一覧 資料４－２

1



目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第１章 Ⅰ-② すべての人の人権尊重
の推進

3

第１章 Ⅰ-② １　人権尊重意識の醸
成

B

・人権まちづくり懇談会を毎年各区で実施し、平成30年度は
延べ人数1648名の参加があった。アンケートで「大変よい」
「よい」と答えた人の割合が83%と、平成22年度～26年度の
平均80%を上回っている。
・毎年20校園で人権・同和教育授業（保育）研究会を実施す
るとともに、各中学校区の人権主任等連絡会議で、施策の
実施状況の集約を行い、次年度に活かせている。
・毎年、市主催や人権まちづくり会議との共催の人権啓発講
座を、平均７回開催している。
・出会い、気づき、発見講座と保護者講座を合同開催するこ
とで、若年層の参加者が増えてきた。

・人権まちづくり懇談会
・人権まちづくり会議
・出合い・気づき・発見講座(保護者講座との共催)
・人権・同和教育授業（保育）研究会を全小中学
校で実施
・各中学校区の人権主任等連絡会議を年9回実
施
・豊かなつながり創造講座

継続 ○積み上げられるようなシステムづくり。
○人権教育を核にした教育・保育を展開する。
○初級研修の受講者や一定の人権的な知見を持って
いる人たちが学べる「豊かなつながり創造講座」の内
容の充実。

第１章 Ⅰ-② ２　人権・同和施策の推
進

B

・各人権課題別部会の活動や、全員研修等を、市民参加に
より継続して開催し、人権・同和問題の解決に向けて啓発活
動を進めることができた。
・各地域総合センターにおける地域福祉促進協議会の運営
および事業実施することにより、各地域に密着する活動や支
援が行えている。
・自立支援施策として福祉施策、就労支援等を通して推進し
てきた。
・地域総合センターで、老朽化の著しい建築物や耐震性の低
い建築物を、地域住民の活動拠点となるよう、施設の改修等
を計画して実施している。

・５つの人権課題別部会活動や全員研修の開催
・啓発資料の作成
・地域や市民団体の啓発活動への助成
・各地域総合センターにおける地域福祉促進協議
会の運営事業
・各福祉施策、就労支援等
・夏見会館建替え事業
・松籟会館建替え事業

継続 ○人権まちつづくり会議は、市民が主体的に人権・同
和問題解決に向けて取り組むことのできる組織である
ため、継続していく。

第１章 Ⅰ-② ３　相談体制の充実

B

・市役所及び各地域総合センターなど、身近な場所での相談
が可能である。また関係部署による情報共有会議を開催し
ている。
・研修にできる限り参加し、担当職員の知識やスキルの向上
につながった。
・人権相談ネットワーク協議会等へ参加し、ネットワークを活
用することで、相談者に寄り添いつつ、多様な解決方法の検
討が可能になった。

・地域総合センター支援方策検討会
・女性の悩み相談、人権なんでも相談
・滋賀県人権センター、びわこ南部地域研究集会
等団体主催の研修等への参加
・全国隣保館連絡協議会等の研修への参加
・人権相談ネットワーク協議会協議会への参加

継続 ○相談の内容が多様化しているため、担当職員や相
談員のさらなる資質向上に努める。

第１章 Ⅰ-② ４　「非核平和都市宣
言」の啓発

B

・戦没者の冥福を祈ることができた。講演会等において、湖
南市に所縁のある人の証言を聞くことができた。
甲賀・湖南国民平和行進実行委員会および護憲・原水爆禁
止滋賀県民会議の依頼を受け、受入れや協議を行ってい
る。

・平和祈念のつどい
・平和首長会議
・原水爆禁止国民平和大行進受入れおよび激励
・護憲・原水爆禁止滋賀県民会議との協議

継続 ○平和やエネルギー問題について市民一人ひとりが
意識する必要があることから、方法を改善しながら継
続する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第１章 Ⅰ-③ 男女共同参画の推進
3

第１章 Ⅰ-③ １　男女共同参画の啓
発

B

・平成29年３月に男女共同参画計画を策定し、成果指標及
び関連数値の推移について把握しながら施策を展開してい
る。
・女性の社会進出や職域の拡大を図り、女性活躍推進交付
金等を活用した資格取得講座を開催した。
・毎年企業訪問の機会を捉えて行っている企業アンケート結
果では、男性の育休取得率の改善がみられる。性別に関わ
らず働き続けることができる職場環境づくりへの意識づくりが
進んだ。
・国の交付金を活用し、講座のテーマや回数を増やすこと
で、学習機会の充実を図った。また他課と連携して講座を実
施することで、参加者層の拡充に努めた。

・男女共同参画アクション2017計画策定及び進捗
管理
・事例集「JOKATSU」発行
・企業アンケート実施
・女性活躍推進セミナー開催
・男女共同参画講座、女性活躍推進セミナー開催
・啓発紙発行

継続 ②継続
○すべての人が性別に関わらず、その能力を生かして
活躍するために、働く場だけでなく、家庭・地域・教育な
ど生活のあらゆる場面での男女共同参画社会の推進
を図る。
○引き続き、女性の社会進出と就労機会の創出、職域
の拡大を目指した資格取得講座等を開催する。

第１章 Ⅰ-③ ２　女性の社会参加の
促進

B

・セミナー開催にあたっては、子育て世代のニーズに応じた
テーマ、時間帯の選定に配慮した。また、託児サービスを設
けるなど、子育て世代の女性が参加しやすい環境整備に努
めた。
・乳幼児健診、各種教室、訪問事業を通して相談対応や産
後ケア事業の提供、必要と考えられるサービスの情報提供
を行った。
・職員の採用あたっては、従来通り性差によらず実施してい
る。
・市役所の委員会などの女性委員の割合が増加している。
・自治会の会長等への女性の就任は少ないが、組織内の役
員などについては、一定の女性の参画がある。
・43区のうち女性区長または副区長がいる区の割合が改善
している（R１：16.28％）。

・女性活躍推進セミナー開催
・職員採用試験
・男女共同参画出前講座
・区（自治会）における役員の就任状況調査

継続
拡充

②継続
○すべての人が性別に関わらず、その能力を生かして
活躍するために、働く場だけでなく、家庭・地域・教育な
ど生活のあらゆる場面での男女共同参画社会の推進
を図る。
○妊娠期から子育て期まで母子保健サービスと子育
て支援サービスを充実し、安心して子育てができるよう
切れ目のない支援を行う。
○関係部局と連携し、地域への女性参画を促す。
①拡充
○LGBTをはじめとする多様性について、市の方向性
を示し、それに沿った施策を行うことで各部署における
取り組みの統一を図る。

第１章 Ⅰ-③ ３　相談および支援体制
の充実

B

・就労相談について、毎月の広報誌で広く周知した。また、相
談者数の少ない地域ではチラシを作成・配布し、周知に努め
た。
・相談窓口を周知し、窓口とつながりやすくすることで、悩み
ごと・困りごとを一人で抱え込まない、心身ともに健康な生活
を提供できている。
・就労相談員や就労情報コーディネーターを対象とした研修
を行い、資質向上に努めた。
・人権相談ネットワーク協議会等へ参加し、県内関係機関と
の連携を行っている。ネットワークを活用することで、相談者
に寄り添いつつ、多様な解決方法の検討が可能になった。

・就労相談
・啓発物品配布
・事例集「JOKATSU」作成
・チラシ配布
・ホームページ掲載
・就労相談員研修
・勉強会
・人権相談ネットワーク協議会協議会への参加
・滋賀県女性等を犯罪等から守るネットワーク甲
賀警察署管内担当者会議への参加
・女性の悩み相談

継続 ②継続
○引き続き、相談業務に関する広報に努めるととも
に、市内施設での就労相談を開催する。
○相談の内容が多様化しているため、担当職員や相
談員のさらなる資質向上に努める。
○今後も研修を行い、更なる資質向上を図る。また、
月例会議で報告することにより、情報共有を行う。月例
会議で報告することにより、情報共有を行う。

第１章 Ⅰ-③ ４　女性に対する暴力と
人権侵害の根絶

B

・平成27年度に行った市民意識調査において、DVに関する
啓発を行うとともに、調査を行った。また、週間などに合わせ
て広報やホームページを通じた相談窓口の周知ができた。
・企業に対し、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員
が、様々な人権問題についての啓発を行った。また、湖南市
企業・事業所人権啓発推進協議会で、人権問題に関する企
業向け研修会を開催した。
・関係機関と情報共有等に関する連携を行い、適宜広報が
できた。

・広報等による啓発
・湖南市男女共同参画社会づくりに向けての市民
意識調査
・研修用DVD貸し出し
・人権相談ネットワーク協議会協議会への参加
・滋賀県女性等を犯罪等から守るネットワーク甲
賀警察署管内担当者会議への参加
・男女共同参画出前講座

継続 ②継続
○男女がともに安心して暮らせる環境を整えるため、
DVなど被害者への支援・救済体制の充実を進める。
また、男女の自立と生き方の多様性を確保するために
は、生涯を通じた学習が必要であることから、その機
会の提供や啓発に努める。
○今後も、企業内での差別や人権侵害をなくすべく、
研修会の開催や研修用DVDの貸し出しを行う。

3



目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第１章 Ⅰ-④ ４．特色あるふるさとづく
り推進

3

第１章 Ⅰ-④ １　移住・定住の推進

B

・本市に移住を検討してもらうためには、市の魅力を発信す
ることが必要であり、実際の移住者のインタビューや市の概
要を集約したガイドブックやチラシを制作し、東京圏や関西
圏の都市部の情報発信センターに配架した。
・市のHP更新時に移住定住サイトを構築し移住者向けの情
報を一元化し発信した。
・東京圏からの移住者に向けた移住支援金制度を創設した。
・平成29年度から従来型の地域おこし協力隊事業ではなく、
起業にｳｪｲﾄを置きネットワークのあるﾛｰｶﾙﾍﾞﾝﾁｬｰ事業を開
始した。個別のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うﾗﾎﾞﾒﾝﾊﾞｰも８人となり、東海道
石部宿を中心に、地域まちづくり協議会や住民との連携した
取り組みが進んできている。

・移住定住促進事業
・移住支援金事業
・HPリニューアル事業
・ﾛｰｶﾙﾍﾞﾝﾁｬｰ事業

継続 ○市の魅力ある情報を継続的に発信することで移住
定住を促進する。
○今後新たな取り組みを移住定住サイトに反映しサイ
トの充実を図る。
○さらに地域おこし協力隊の活動を市民に周知すると
ともに、地域まちづくり協議会や地域住民が隊員と連
携し取り組みが進められるような仕組みを創る。

第１章 Ⅰ-④ ２　ふるさとへの愛着づ
くり

B

・平成27年度から「心のｲﾝﾌﾗ事業」として吉本興業とﾊﾟｰﾄﾅｰ
連携協定を結び、小中学校での「だじゃれ授業」やだじゃれｸﾞ
ﾗﾝﾌﾟﾘを実施し、笑いを通した地域の活性化に取り組んだ。
・市の一般財源確保に貢献できた。また、本制度を通じて地
域の掘り起こしができ、市内業者の販路が開拓され湖南市
の知名度の向上に寄与するとともに、本制度をきっかけに商
品の認知度が高まり、寄付以外での申し込みにつなげること
ができた。

・心のインフラづくり事業
・ふるさときらめき湖南づくり応援事業

継続 ○吉本興業との笑いを通した心のインフラづくり事業
は一定の成果を出したことで、今後は、官と民が連携
して新しい取り組みを行うことで、地域づくり、ふるさと
づくりを行うことで、郷土愛の醸成を図る。
○ふるさと納税制度については財源確保と湖南市の
知名度アップ、産業振興に効果的な手法であるため継
続する。

第１章 Ⅰ-④ ３　地域間交流の推進

B

・２つのまち共に互いのｲﾍﾞﾝﾄ等での交流が継続的に進めら
れている。

・北栄町→すいかながいもﾏﾗｿﾝ、湖南市夏祭り、
東海道石部宿祭り、子ども育成交流事業、収穫祭
・比布町→下田商工夏まつり、比布天国まつり、
収穫祭

継続 ○友好交流がさらに発展するよう定期的に協議し、効
果的な施策を検討する。

4



目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第１章 Ⅰ-⑤ 多文化共生のまちづくり
2.7

第１章 Ⅰ-⑤ １　啓発と交流機会の充
実

B

・湖南市国際協会では、生活オリエンテーションや講座を実
施した。人権擁護課では、不定期にメール配信事業により、
日本語教室や交流イベント等の情報を提供した。
・一部の区では外国人住民の保護者に日本食の作り方等を
教える取り組みも行っている。
・ブラジルやフィリピン、中国などの住民が市や地域のイベン
トなどの計画段階から参画し、日本人市民と交流を深め、地
域社会に溶け込む機会とすることができた。

・生活オリエンテーション
・文化の通訳メール事業
・各区実施事業
・各まち協実施事業
・宮の森区交流会
・湖南市夏まつり
・ワールドフェスタ

継続 ○啓発と、交流の機会の充実は、多文化共生推進に
は欠かせないものなので、継続して取り組む。
○各まち協事業においては、外国人住民の参加も想
定した事業案内等の作成を推進する。

第１章 Ⅰ-⑤ ２　コミュニケーション環
境と生活支援の充実

B

・広報紙はポルトガル語版とやさしい日本語版を作成してお
り、2019年7月にリニューアルした市のホームページには自
動翻訳機能を搭載し、情報の多言語化を図った。
・地域まちづくり協議会においても外国人住民が参画できる
取り組みなども進めている。
・人権擁護課多文化共生推進係と市国際協会が、地域の
人々からの相談に応じて助言や支援を行った。
・新しく採用された職員には、通訳マニュアルの内容につい
て説明し、多文化共生推進係の通訳職員が随時サポートし
ている。
・広報主任だけでなく、平成29年度より３年かけて、全職員を
対象に「やさしい日本語研修」を開催した。

・広報こなんポルトガル語版、「やさしい日本語」
版
・ホームページリニューアル事業
・通訳業務、翻訳業務
・人権まちづくり懇談会（人権擁護課）
・地域まちづくり協議会会長会議
・相談業務
・通訳マニュアルによる説明
・広報主任研修、職員研修(階級別)

継続 ○多言語対応等情報提供について、多文化共生の方
針に基づき、広報紙やホームページ等の作成に努め
る。
○多文化共生社会の実現には、社会状況の変化に応
じた、コミュニケーション環境と生活支援を充実させる
ことが必要であるため、今後も継続して取り組む。
○全ての地域において、まちづくり協議会と区・自治会
が一体となって多文化共生社会の実現に取り組めるよ
う支援を行う。

第１章 Ⅰ-⑤ ３　国際交流の推進

Ｃ

・セント・ジョンズ市・湖南市児童生徒絵画展に係る絵画コン
クールを平成17年度から30年度まで実施した。令和元年度
からはコンクール形式を変更した。
・毎年2～3回の異文化を体験できる事業を開催している。
・外国人市民のコミュニケーション支援や生活支援などの施
策を優先的に行ったため、自然、歴史、文化の多言語での情
報発信はあまり進められなかった。

・セント・ジョンズ市・湖南市児童生徒絵画展
・ワールドおしゃべりクッキング
・外国文化の体験事業
・広報こなんポルトガル語版の発行

継続 ○国際交流は異文化への理解を深め、多文化共生の
取り組みにもつながるため、継続して取り組む。
○商工観光労政課と翻訳業務・啓発物の作成につい
て議論する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第１章 Ⅰ-⑥ 情報ネットワークの構築
2.3

第１章 Ⅰ-⑥ １　電子行政サービスの
充実

Ｃ

・ﾀｳﾝﾒｰﾙのｵｰﾌﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟに「市からのお知らせ」を追加し、情
報提供の幅を広げた。また、ﾀｳﾝﾒｰﾙと市公式アプリを連携
し、ﾀｳﾝﾒｰﾙで発信した情報をアプリに自動配信できるように
した。
・2018年４月の市公式アプリの作成や、2019年７月のホーム
ページのリニューアルにより、情報アクセスの利便性を高め
ることができた。
・啓発は定期的に行っていたが、コンビニでの証明書の交付
率に十分に反映されていない。

・コンビニ交付サービス導入事業
・タウンメール配信事業
・市公式アプリ配信事業
・ホームページリニューアル事業
・Vtuber事業
・個人番号カードの交付時に証明書コンビニ交付
を案内。
・広報こなんに証明書コンビニ交付の案内を定期
的に掲載。

拡充
・

継続

②継続
○マイナンバーカードを活用した行政サービスは今後
も発展しいく事業でもあることから市の独自サービスを
含め、電子申請をはじめとする電子行政サービスの導
入とマイナンバーカードの普及に取り組む。

①拡充
○情報発信方法が「湖南タウンメール」以外にもあるこ
とから情報通信技術全般とし、発信する情報について
も、効果的な方法を用いて情報サービスの提供に努め
る。
○市民の利便性の向上。
○窓口人員不足。

②継続
○デジタル情報をはじめとする情報通信技術は拡充し
ており常に検討、調査を行い対応する。

第１章 Ⅰ-⑥ ２　地域情報化の推進

Ｃ

・2018年４月の市公式アプリの作成や、2019年３月に
Vtuber、7月のホームページのリニューアルにより、情報アク
セスの利便性を高めることができた。
・庁内で利用している利便性の高い地図情報をインターネッ
トの介して公開しており、平成31年度（11月まで）7,703件のア
クセスがある。
・地域情報ネットワークについて調査検討したが、ネットワー
クへの参加はできていない。

・ホームページリニューアル事業
・市公式アプリ配信事業
・Vtuber事業
・ホームページに「KONANMAP」の掲載。市公式
アプリ内の地図に「KONANMAP」をリンク
・公開型ＧＩＳシステムの導入

継続 ○庁内保有の地図システムから災害情報などを視覚
的にわかりやすい公開型ＧＩＳとして発信することを検
討する。
○公開型ＧＩＳへのアクセス数は年々増加しているが、
一定のサイトのみの利用に留まっている傾向がある。
イベントへチラシへのQRコードを印字した位置情報の
提供や災害時における視覚的にわかりやすい情報発
信のツールとして広く利用できるよう継続する。

○淡海ネットワークセンター等の活用を検討する。

第１章 Ⅰ-⑥ ３　安全で利用しやすい
情報環境の整備

Ｂ

・マイナンバー取扱端末においては、利用者ごとに操作記録
が残るよう環境整備を実施した。また、端末への利用につい
て生体認証を含めた二要素認証方式を取入れ特定の利用
者のみが利用できる環境を整えている。また、マイナンバー
利用環境においては情報持出し、漏えい防止対策としてデー
タの取出しについて規制している。

・マイナンバー取扱端末の認証方式の強化
・マイナンバー利用環境におけるデータの取扱い
規制
・インターネットからの分離

継続 ○セキュリティを担保しつつ、市民サービスの向上を目
的にマイナンバーカードを利用した電子申請サービス
の導入を実施する。また、利便性の高い行政手続きに
ついては、積極的に取り組み研究を進める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第2章 - うるおいのあるまちをつ
くろう

第2章 Ⅱ-① 環境の保全
2.3

第2章 Ⅱ-① １　生物多様性の尊重

Ｃ

・大規模な公共事業については直接県が対応している
・水産多面的発揮対策事業を受けた野洲川漁業組合による
環境体験学習の実施や、地元生産森林組合と学校の共同
による学校林づくりなど環境学習に取り組んでいる。
・地域の環境団体と滋賀県甲賀環境事務所の協力を得て水
質検査の学習会を実施。他リサイクルのＰＲとして石鹸づくり
体験を実施。

・みどりのバトンタッチ事業
・小中学校環境学習会
・子ども会環境学習

継続 ②継続
○自然環境の保全や自然とのふれあいを大切にし、
生物多様性の保全に対する関心が高まる反面、自然
との共存意識が希薄化している。利便性が高まる中で
自然と共に生きる、多くの生態系と調和して環境を守っ
ていくことが必要である。

○地域組織や環境問題団体の活動がさらに充実する
よう活動の場の提供や周知などの支援を進め、県など
と連携して環境保全活動を担う人材の育成を図る。

第2章 Ⅱ-① ２　森林の保全

Ｄ

・各地域それぞれの実態に即した里山保全活動を計画され、
地域活動として実践している。
・新たな届出に対しては、法令に従い、無秩序な伐採や開発
に繋がらないよう、厳しく注視している。また県と情報交換等
を実施している。
・生育した苗をウツクシマツ自生地に戻し、ウツクシマツ自世
地の環境保全に努めてきたが、松枯れが毎年発生し、ウツク
シマツが減少している。2018年からは「ウツクシマツ自生地
保全活用計画」策定に着手し、天然記念物ウツクシマツ自生
地の本質的価値やウツクシマツが自生する環境づくり等につ
いて専門家を交えて議論を進めている。

・里山保全基盤整備事業補助金交付事業
・ウツクシマツ保護事業（～2018年）
・ウツクシマツ若木育成事業（～2018年）

継続 ○里山をはじめとする自然環境を守っていく施策とし
て、今後も取り組む。
○ウツクシマツ自生地は国の天然記念物であり、管理
団体として保全活用を進める必要がある。

第2章 Ⅱ-① ３　河川の環境保全

B

・湖南市環境保全協議会が年３回程度の清掃活動を実施し
ており、この他に各会員団体で清掃活動を実施している。
・平成30年度末で下水道整備普及率は97.4%となっている。
・市内における主要河川の採水による水質調査を行い、もっ
て環境状況の把握を行っている。また、同調査結果を市の
ホームページに掲載することで、河川状況の周知を行ってい
る。

・野洲川親水公園魅力向上プロジェクトクリーン
アップおもてない活動
・「甲賀流域河川の日」一斉清掃
・県下一斉清掃運動
・河川水質調査業務委託

継続 ②継続
○河川の環境保全を持続するための活動を今後も実
施する。

第2章 Ⅱ-① ４　環境にやさしいまち
づくりの推進体制づくり Ｃ

・施策の推進にあたっては関連各課が連絡調整を図り計画
の進捗状況について定期的に取りまとめ湖南市環境審議会
に報告をし審議会において内容を点検しいる。

・湖南市環境審議会 継続 ○計画に記載された施策や具体的な取り組みを進め、
先導的に進める機関として環境審議会を位置づけ着
実な推進を図る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第2章 Ⅱ-① ５　環境の美化・不法投
棄の防止

B

・毎月1回程度林道の巡視を委託している。
・不法投棄パトロール業務を委託し、市内にある散在性ごみ
の回収を行っている。また、市民、行政が協働し、不法投棄
禁止の啓発活動を定期的に実施している。
・全国毎年７月の河川愛護月間等に合わせ各自治会で河川
周辺の清掃など河川愛護運動が行われており、また、活動
に対する補助も行っているため広く市民に周知できている。
年々活動範囲（清掃範囲）も広がっている。

・森林管理巡視業務委託
・不法投棄パトロール業務
・啓発看板の配布
・啓発活動
・河川愛護活動事業

継続 ○林道等の巡視は最低限で実施しているため継続す
る。
○今後も、不法投棄をさせない取り組みを実施する。
○市民が主体的に環境美化活動にかかわれるよう支
援を行う。

第2章 Ⅱ-① ６　自然と歴史にふれあ
うネットワークの形成

B

・保護者も含め緑の少年団員と自然に触れあう機会を創造
し、自然の大切さを学ぶ場を開催した。
・市内小中学校、区、自治会等の依頼に基づき環境問題、ご
みの分別、ごみや油の再生等についての講座を環境学習や
こにゃん元気市場等で実施。
・湖南市観光協会により、「花の寺と摩崖仏めぐり」、「湖南三
山青もみじ」などのキャンペーンの実施により、市内の自然
や歴史にふれあう機会を創出した。また、年間約10回のJR
ハイキングは観光ボランティアガイドが協力している。
・2019年4月に第1回十二坊トレイルラン＆ウォークを開催す
るにあたって、岩根山のコース整備等を実施。十二坊温泉ゆ
ららを中心とし、利用者が自由に散策できるようになってい
る。

・緑の少年団活動
・市民や事業者が環境に対して理解を深めるため
の啓発、講座
・地域資源を生かした観光交流事業

縮小
・

継続

③縮小
○緑の少年団活動としては、自然と触れ合う機会の提
供は行政でなく、各種団体から需要があれば支援す
る。
②継続
○環境学習を通して野洲川や身の回りの環境に関す
る啓発を推進する。
②継続
○より多くの市民を巻き込み、市内の自然や歴史の良
さを再発見していただく仕組みづくりを進め、ふれあい
ネットワークの形成とガイドの人材確保・育成に努め
る。
②継続
○適切な利活用と維持管理により、利用者がより使い
やすく、自然に親しめるよう利便性の向上や事業の充
実を図る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第2章 Ⅱ-② 循環型社会の形成
2.3

第2章 Ⅱ-② １　省資源・リサイクル
の推進

B

・家庭系ごみの排出量はゆるやかに減少し改善されている
が、リサイクル率も減少傾向にあり悪化している。
・生ごみ処理機購入者に対して補助金を交付し、ごみの排出
量削減に努めた。
・資源ごみ回収率を向上させるため、地域団体が自主回収し
た資源ごみに対して補助金を交付するリサイクル推進活動
奨励金も実施している。

・３Ｒに関する啓発
・生ごみ減量化推進補助金
・リサイクル推進活動奨励金

継続 ○今後も湖南市におけるごみのリサイクル率向上につ
ながる事業を進める。

第2章 Ⅱ-② ２　ごみ処理体制の整
備

B

・令和２年から基幹的設備改良工事が始まり、15年間の延命
措置となる。
・産業廃棄物処理施設については県と連携を密にし適切に
対応している。

継続 ②継続
○延命措置後の施設の在り方について検討する。
②継続
○産業廃棄物処理施設については今まで以上に県と
連携を密にし適切に対応する。

第2章 Ⅱ-② ３　環境にやさしい暮ら
しの実践

Ｄ

・数値目標を達成していないが、まちづくり協議会や環境関
連団体を通じて市民が主体となった活動は行われている。
・地域の環境団体と滋賀県甲賀環境事務所の協力を得て水
質検査の学習会、他リサイクルのＰＲとして石鹸づくり体験を
実施。
・学校などで環境に関する学習会、また、出前講座に講師と
して出向き、環境問題への理解を地域へ広げている。

・小中学校環境学習会
・子ども会環境学習

継続 ②継続
○今後も環境保全活動を担う人材の育成を図る。
②継続
○環境基本計画の重点プロジェクトを中心となって取
り組んでくださる方の活動を支援する。

第2章 Ⅱ-② ４　地球温暖化対策の
推進

Ｃ

・平成28年５月に官民連携により設立した地域新電力会社に
よる小売電力事業等実施している。同事業の利益を活用し、
次の事業展開として再エネ導入、省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業等により
自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用、省ｴﾈﾙｷﾞｰの推進に取り組んでいる。
・公共施設での緑のカーテン、雨水タンクの設置を行い、
ゴーヤカーテン取り組み率（Ｈ30年度59.0％）が上がるよう普
及を進めている。

・こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰによるｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞを活用した太
陽光発電事業
・こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰによる省ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ事業

拡充
・

継続

①拡充
○ＳＤＧｓの理念による地域循環共生圏の創造に向け
た、地域新電力事業を核とした地域経済循環事業によ
る持続可能なまちづくりを進める。
①拡充
○グリーン購入やエネルギー効率の良い設備などへ
の更新を行うことで、市の公共施設などから排出され
る温室効果ガスの抑制を図る。
②継続
○湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画に基づ
き、市の公共施設などから排出される温室効果ガスの
抑制を図る。
②継続
○近距離を移動するときは、マイカーを控えなるべく徒
歩や自転車を利用し、公共交通機関の利用を促進す
る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第2章 Ⅱ-③ エネルギー・経済の循
環による活性化の推進

3

第2章 Ⅱ-③ １　地域の自然エネル
ギーを活用した地域活
性化の推進

B

・市民出資の太陽光発電の設置や、こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰによる
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入事業を推進している。
・市民出資の地域商品券配当型太陽光発電が４基稼働し、
地域の自然ｴﾈﾙｷﾞｰを活用した地域経済循環の一助の取り
組みとなっている。
・市民共同発電所の太陽光発電は、こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰが買取
をし、ｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消に取り組んでいる。また、避難所と
なる公共施設へ太陽光発電と合わせて蓄電池を設置してい
る。
・ｻﾂﾏｲﾓの空中栽培による植付が、地球温暖化防止の一助
になる取り組みとなっている。

・市民共同発電事業
・公共施設における太陽光発電導入事業
・こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰによる太陽光発電導入事業
・一般社団法人ｺﾅﾝ市民共同発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発足
・こなんｲﾓ夢づくり協議会発足
・こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰ株式会社設立
・こなんｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰを核とした公共施設の脱炭素
化検討
・ｻﾂﾏｲﾓ空中栽培によるいもｴﾈﾙｷﾞｰ事業
・林福連携による木質ﾊﾞｲｵﾏｽ資源燃料化の検討

拡充 ○ＳＤＧｓの理念による地域循環共生圏の創造に向け
た地域新電力事業を核とした地域経済循環事業によ
る持続可能なまちづくりを目指す。

第2章 Ⅱ-④ 上下水道の整備
3

第2章 Ⅱ-④ １　上水道施設の整備と
管理

B

・2018年度に「湖南市水道事業施設更新計画」を策定し、本
計画に基づき事業を進めている。
・24時間365日の管理体制（監視カメラ装置）の構築した。
・３年毎に事業者選定を行っており、2018年度には委託内容
の精査・見直し等を行い、事業者を選定したことにより、施設
の運転管理から設備の保守点検・診断、修繕、水質検査、料
金収納,窓口受付業務に至るまで、ひとつの窓口「ワンストッ
プ」でサービスの提供を行っている。

・施設更新計画
・管路水圧測定解析
・包括業務委託
・妙感寺浄水場他警備保障業務委託
・上下水道業務包括委託

継続 ○水道事業施設更新計画に基づき、計画的に事業を
実施する。包括的な業務委託については、今後も引き
続き民間事業者の持つ創意工夫・ノウハウを活用し、
更なる経費の削減に努めるため継続する。

第2章 Ⅱ-④ ２　下水道施設の整備と
管理

B

・住宅地域を中心に整備を実施した結果、平成30年度末で
下水道整備普及率は97.4%となっている。
・平成29年度に『下水道ストックマネジメント計画』を策定し、
施設の安全性や良好な状態を維持しつつ、施設全体のライ
フサイクルコストの低減、事業費の削減や平準化を図ってい
る。
・平成23年度から管工事業協同組合と連携し、未接続の一
般家庭及び事業所の戸別訪問を延べ2500件実施し、水洗化
率が91.8％（平成30年度）に上昇した。
・３年毎に事業者選定を行っており、2018年度には委託内容
の精査・見直し等を行い、事業者を選定したことにより、各ポ
ンプ施設の点検・保守から宅内検査、窓口受付業務、料金
徴収に至るまで、ひとつの窓口「ワンストップ」でサービスの
提供を行っている。

・未普及解消事業（整備計画名：湖南市における
良好な水環境の形成・総合的な浸水対策の推
進）
・下水道ストックマネジメント計画策定事業
・ストックマネジメント計画に伴う施設点検調査事
業
・水洗化普及促進事業
・上下水道業務包括委託

継続 ○下水道整備計画及び下水道ストックマネジメント計
画に基づき、計画的に事業を実施する。包括的な業務
委託については、今後も引き続き民間事業者の持つ
創意工夫・ノウハウを活用し、更なる経費の節減に努
めるために継続する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第2章 Ⅱ-⑤ 身近な公園・緑地の整
備

1.3

第2章 Ⅱ-⑤ １　身近な公園と緑地の
整備

D

・指定管理者制度の導入や遊具の点検及び施設の修繕対
応については対応ができているが、公園施設の長寿命計画
の策定の取り組みができていない。
・森北公園他の都市公園の一角を利用して、毎年春と秋に
地元区において花植えを行ってもらっている。

・公園遊具点検業務委託
・公園遊具施設補修工事
・野洲川親水公園指定管理委託
・森北公園他植栽業務委託や地元区などにおけ
る公園管理

継続 ②継続
○遊具施設の更新については、今後、計画的に修繕
や更新を行う。又、遊具施設の全てを更新することは
非現実的に困難であるため、優先順位をつけて補修
等を行う。

第2章 Ⅱ-⑤ ２　レクリエーションの場
の充実

C

・水産多面的発揮対策事業を受けた野洲川漁業組合におい
て、環境体験学習や河川清掃、水質モニタリングを実施いた
だいている。
・野洲川親水公園については、公園サポーター制度の登録
はないが、年２回指定管理者主催で公園の魅力向上を目的
としたプロジェクトを実施している。
・森北公園等の一角を利用して、年２回地元区の方々の協
力のもと花植えを通じて地域の憩いの場となるよう実施して
いる。
・遊歩道や散策道の草刈り実施や、枯損木の伐倒処理によ
る最低限の管理を行っている。

・カワウ被害防除対策事業
・市民参加による魅力向上プロジェクトの実施（花
植え、除草、伐採等）
・市民参画、主導によるかがやき空間形成事業を
実施（花植えなど）
・保全松林保護事業

継続 ③継続
○最小限の施策を実施しているため継続する。
○野洲川親水公園については、年間8万人の方が利
用する湖南市を代表する公園のひとつであり、今後も
魅力向上プロジェクトを実施する。

第2章 Ⅱ-⑤ ３　災害時のオープンス
ペースとしての活用

D

・ほとんどの公園にはトイレがないため、汚水桝は設置して
いない。
・公園・緑地整備時にあわせて、一次避難場所としての機能
整備を図ることとしているが、Ｈ26年以降、対象となる公園・
緑地の整備がなかった。

・既設トイレの修繕工事を実施している。
・消防水利設置事業

継続 ②継続
○一次避難場所にするために汚水桝が必要であれ
ば、上下水道課と協議して計画的に設置を行う。

②継続
○地域特性に応じた計画的な消防水利設置を検討す
る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 - 活気あるまちをつくろう

第3章 Ⅲ-① 市街地・住環境の整備
3

第3章 Ⅲ-① １　都市計画の推進と市
街地の整備

Ａ

・都市のコンパクト化を図るための施策として、居住機能や
福祉・医療・商業などの都市機能の立地など包括的な計画と
して、平成29年３月湖南市立地適正化計画を策定。
・湖南市企業ガイドでは、地域経済を牽引する事業者のオリ
ジナリティや強みを発信することができた。
・地域未来投資促進法の基本計画を策定し、域内調達や域
内外への波及効果の大きい産業分野に挑戦する研究・開発
等の新たな事業化を支援する基盤を構築した。
・湖南市独自の支援策である企業立地促進奨励制度を創設
し、企業誘致・企業立地支援制度を整備した。
・ユニバーサルデザインに配慮した三雲駅北口駅前広場、南
口駅前広場を令和元年に整備した。

・平成29年３月湖南市立地適正化計画策定
・Ｈ28：湖南市企業ガイドの作成
・Ｈ29：地域未来投資促進法の基本計画の策定
・企業立地促進奨励制度の創設
・JR三雲駅北口駅前広場、南口駅前広場事業

継続 ②継続
○人口減少社会のなかで、居住誘導区域内の人口密
度の維持、コミュニティーバスの乗降客の増加など、定
量的目標値に限らず、様々な視点から都市像を見据
える。

②継続
○事業環境の整備や新たな事業創出のための設備投
資支援等を通して、特色ある産業を生かした本市なら
ではの企業誘致・企業立地支援を進める。

第3章 Ⅲ-① ２　良好な景観の形成

B

・屋外広告物については一定の周知が図れた。
・景観づくりについても、旧東海道沿道においては地域住民
の理解が高まっている。
・三雲地域旧東海道沿道地区および石部地域旧東海道沿道
地区を重点地区として指定し、景観形成基準を策定。

・野洲川親水公園魅力向上プロジェクト
・景観計画区域内においての届出の徹底
・三雲地域旧東海道沿道地区の景観づくりのガイ
ドライン作成
・石部地域旧東海道沿道地区の景観づくりのガイ
ドライン作成

継続 ②継続
○今ある景観資源を最大限に生かし、市民と事業者と
市が互いに協力し合い地域の魅力を高める景観づくり
のために、三者が一体となって推進していく体制づくり
を進める。

第3章 Ⅲ-① ３　住環境の整備・地籍
調査の実施

B

・懸案事項となっていた地区計画エリア及び大規模開発によ
る地区計画エリアを含めて都市計画決定を行うことができ
た。
・Ｈ28年１月に改定された湖南市住居表示整備事業推進計
画で示された区域の完了が難しい。
・平成28年４月に公共施設のガイドラインを策定したことによ
り、景観誘導の基準を明確にでき、適正な景観誘導を図るこ
とができた。
・景観に配慮すべき事項を定めた重点地区を設けたことによ
り、適切な開発誘導に努めることができた。
・地元区と調整しながら調査を実施しており、自治会と連携を
取りながら事業を推進している。

・菩提寺イワタニランド南地区地区計画
・石部緑台地区地区計画
・湖南市住居表示整備事業推進計画の改定（Ｈ
28.１月）
・柑子袋地域住居表示整備事業第１期（Ｈ30.11.５
実施）
・柑子袋地域住居表示整備事業第２期（Ｒ２.11月
実施予定）
・湖南市公共施設整備のガイドライン策定
・三雲地域旧東海道沿道地区指定
・石部地域旧東海道沿道地区指定
・岩根花園地区地籍事業業務委託

継続 ②継続
○良好なまちづくりを行うために、今後も地区計画制
度を活用したまちづくりを行う必要がある。地籍調査事
業については、令和2年度以降も継続的に実施する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-① ４　住宅環境改善の支
援

B

・滋賀県建築住宅センターに耐震診断業務を委託し、H29年
度に湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱を制
定。
・来庁や電話等で相談があれば随時対応できる体制はとっ
ているが、住環境に起因するアレルギー疾患等に特化した
情報提供は行っていない。
・H27年度に区単位のアンケート調査を実施し、その結果を
基にH28年度の実態調査を経て、同年に湖南市空家等対策
推進協議会を発足し、湖南市空家等対策計画を策定した。
・平成30年６月に湖南市空き家サポートセンターあきやナク
スを開所し、相談窓口の一元化、空き家発生予防の啓発、
管理サポート業者の紹介をはじめ、９月には空き家バンクの
運営を開始した。また関係機関と迅速に連携が図れるよう湖
南市空家等対策関係課会議設置要綱を策定した。

・建築物耐震事業
・こころと身体の健康相談
・地方創生推進移住定住促進事業
・空き家対策推進事業

継続 ③継続
○地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生
命、身体及び財産を保護するため、引き続き建築物の
耐震改修を促進し建築物の地震に対する安全性の向
上を図る。
空家対策についても、引き続き、湖南市空き家サポー
トセンターあきやナクスを拠点に空き家の発生予防を
始め適正管理に係るサポート業者の紹介、空き家バン
クを通じた所有者と利用者とのマッチングの促進に併
せ、特定空家の認定や危険空家等の減少に向けた適
正指導を行う。
○引き続き相談体制は整える。

第3章 Ⅲ-① ５ 公営住宅環境の整備

Ｃ

・H29年度に湖南市民間借上型市営住宅制度要綱を策定し
民間活用による住宅供給制度を定めた。また、H30年度に長
寿命化の指針改定に伴う新たな検討を加え、湖南市市営住
宅整備計画を見直し、宮の森団地については個別改善を完
了した。

・市営住宅整備事業 継続 ○引き続き、湖南市市営住宅整備計画に基づき住宅
確保要配慮者の多様化に対応した公営住宅の長寿命
化や居住性向上を目的とした民間活用、市営住宅の
建替え事業、戸別改善事業を実施する。

第3章 Ⅲ-① ６ 火葬場の整備、霊
園・墓地の適正管理

B

・笹ヶ谷霊園の指定管理を実施。
・新たな霊園・墓地の整備を行っていない。
・火葬場の指定管理の実施。

・笹ヶ谷霊園指定管理委託
・火葬場指定管理委託

継続 ②継続
○湖南市浄苑、笹ヶ谷霊園の指定管理により管理運
営の効率化とサービス向上を目指す。
②継続
○石部地域の市有墓地について市墓地の境界画定、
墓所整理や墓地台帳の整備を行う。
②継続
○旧２火葬場の解体を行う。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-② 道路網、河川の整備
2.8

第3章 Ⅲ-② １ 幹線道路の整備と管
理

Ｃ

・道路アクションプログラム（2013及び2018）で掲載している
市道については整備済か着手することができている。
・南部中央線と既設道路との連結は完了。
・スマートインターについては、野洲市との調整が進んでいな
い。
・交通結節点である駅を中心とした道路整備に取り組んでい
る。
国県の上位計画を見据えた中で、本市では道路整備計画に
基づく整備を進めてきた。
・橋梁については平成26～30年度において湖南市の管理橋
梁197の点検を終え、その結果に基づき橋梁長寿命化計画
の策定を行っている。
・舗装については平成29年度に舗装修繕計画を策定してお
り、遅延なく修繕を行うことができている。

・市道吉永山手線道路新設工事
・市道甲西駅美松線道路新設工事
・市道狐谷線歩道整備委託
・市道桐山1号線歩道整備委託
・市道三雲畑線歩道設置委託
・湖南市道路整備計画策定業務委託
・石部駅周辺道路整備における都市計画決定
・湖南市橋梁長寿命化計画策定業務委託
・舗装修繕計画策定業務委託
・橋梁定期点検業務委託
・一の瀬大橋他橋梁補修設計業務委託
・甲西中央橋補修設計業務委託
・一の瀬大橋修繕工事
・長谷橋修繕工事

継続 ○湖南市では道路整備計画を策定しており、滋賀県の
道路整備アクションプログラムとの整合性を図りつつ
道路整備の優先順位を確定している。その中でも短期
計画に上がっているものをアクションプログラムに掲載
しており、今後も滋賀県と連携をとりながら道路整備を
進める。
○今後も当初施策の内容を実施していくよう粘り強く
国・県に要望する。
○橋梁長寿命化計画は令和元年度に策定予定であ
り、その修繕及び更新計画に基づき事業を進める。橋
梁の法定点検は５年に１度行うこととなっているため、
５ヶ年で湖南市全体の定期点検を行い、５年毎に橋梁
長寿命化計画の策定を行い事業執行する。
舗装修繕計画は平成29年度に策定した計画に基づき
順次舗装修繕、更新を行っている。これについても５年
に１度、路面性状調査を実施し、それに基づき舗装修
繕計画を策定して事業執行する。
②継続
○令和６年度末の完成に向けて石部駅周辺整備事業
を実施。国や県に対し主要幹線の早期実現化と市によ
る道路整備計画に基づく執行。

第3章 Ⅲ-② ２ 生活道路の整備と管
理

B

・道路整備計画の策定・更新を進め、策定委員会において現
地調査、協議を重ねて道路の優先順位を決定し、事業を執
行している。

・市道吉永山手線道路新設工事
・市道甲西駅美松線道路新設工事
・市道狐谷線歩道整備委託
・市道桐山1号線歩道整備委託
・市道三雲畑線歩道設置委託
・湖南市道路整備計画策定業務委託

継続 ○今後も道路整備計画を基に整備を行っていくが、平
成27年２月に立ち上げた交通安全プログラム推進協
議会において上がってくる歩道整備と連携しながら、道
路の拡幅、歩道の整備等の新設工事を行っていく予定
である。

第3章 Ⅲ-② ３ 法定外公共物の管理

B

・常時相談等の対応を行い、市民と協力し里道、水路の日常
管理及び構造物管理を行っている。

・住居環境改善事業補助金 継続 ○市と地域が連携しながら、里道、水路の日常管理及
び構造物管理を行い、今後も引き続き適正な維持管理
が行えるように協働体制の継続を図る。

第3章 Ⅲ-② ４ ユニバーサルデザイ
ンの推進

B

・道路整備計画において、第二次湖南市総合計画の基本計
画にもあるユニバーサルデザイン化を推進しており、歩道設
置工事及び道路新設工事について実施できている。
・道路新設工事及び歩道設置工事について、歩行者に安全
で安心な道づくりを意識して整備を行うことができている。

・市道吉永山手線道路新設工事
・市道桐山1号線歩道設置工事
・市道甲西駅美松線道路新設工事

継続 ○新設工事については引き続き歩車道切下げブロック
の段差対策、歩道については透水性舗装、グレーチン
グについては細目滑り止めタイプを採用する。
維持管理工事（交通安全対策工事、道路側溝補修及
び舗装修繕工事）についても同様に施工していき、ユ
ニバーサルデザイン化を達成する。
○通学路交通安全プログラムで、通学路と未就学児が
日常的に団体で移動する経路において危険箇所、対
策要望等を広く受け入れる制度であり特に歩行者に
とって危険な箇所があがってくるので、社会資本整備
総合交付金を活用しながら、整備する。

第3章 Ⅲ-② ５　河川の整備

B

・一級河川野洲川については、国・県へそれぞれ要望を実
施。
・危険箇所の把握、精査の実施。

・県事業
・石部西地区（村井川）雨水対策工事（市事業）

継続 ○一級河川の改修整備について計画に遅れが生じな
いよう県へ要望していく。また野洲川の直轄区間の延
伸についても国・県へ粘り強く要望する。
○スピード感をもった実施対応。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-③ 公共交通の充実
2.7

第3章 Ⅲ-③ １　ＪＲ草津線の複線化
の促進

B

・甲西駅の行き違い設備を滋賀県草津線複線化促進期成同
盟会の最重点要望として要望活動を年1回実施している。草
津線利用客は平成10年のピークから横ばいであり、利用客
の増加がなければ、草津線複線化は見込めない。

・同盟会の会長である県知事とともに沿線首長に
よる要望活動を年１回西日本旅客鉄道株式会社
に対して実施
・三雲駅南線の道路整備
・駅舎のバリアフリー化および南北自由通路の整
備
・南北駅前広場整備および都市施設設置

継続 ②継続
○西日本旅客鉄道株式会社に要望活動を実施すると
ともに、沿線市において、駅からの二次交通の利便性
向上による観光客の入込客の増加、駅を中心としたコ
ンパクトシティの構想や企業、学校等の誘致を促進す
る必要がある。

第3章 Ⅲ-③ ２　駅周辺環境の向上

B

・新たな駅前広場の整備により、交通結節点を核とした公共
交通の利便性が確保されたことで、自動車等での移動抑制
が図れた。
・駅を中心とした交通用施設のバリアフリー化を進め、高齢
者や障がい者が安全で円滑な移動が可能となる駅空間の整
備が図れた。

・三雲駅南北駅前広場整備
・三雲駅橋上化整備
・南北自由通路整備
･南北駅前広場整備

継続 ②継続
○JR石部駅において、駅のバリアフリー化および南北
駅前広場整備を西日本旅客鉄道株式会社と協議をし
ながら実施する。

第3章 Ⅲ-③ ３　住民の身近な移動
手段の確保

Ｃ

・アンケート調査の結果を分析し、課題の把握ができた。
・利用促進の記事を掲載しているが、乗客数の増加にはつな
がっていない。
・令和２年度ノンステップバス１台導入予定。小型バス導入
は、検討したが使用できる路線がなかった。
・コミュニティバスでは対応が困難な方を対象に地域でのささ
えあい活動としての移動支援を開始することができた。

・公共交通に関するアンケート調査
・広報こなんにおいて、利用促進記事掲載
・コミュニティバス運行対策費補助金（施設整備
費）
・湖南市地域活性化先進モデル事業交付金を活
用したまちづくり協議会主体の調査研究事業

継続 ②継続
○継続してバスの利用促進と利便性の向上を図る。ま
た、高齢者や障がい者等が利用しやすい車両に、順次
計画的に更新する。まちづくり協議会の移動支援が今
後継続できるような体制づくり支援を行う。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-④ 農林業の振興
2

第3章 Ⅲ-④ １　農業環境の整備

B

・各地域の共同活動において農用地の保全管理を実施する
ことで、地域資源の魅力や関心を高めることで地域力の向上
に寄与している。

・多面的機能支払交付金事業 継続 ○地域力向上のため継続する。

第3章 Ⅲ-④ ２　集落ぐるみ農業の推
進

B

・集落営農組織の法人化を支援することで、集落内の農地を
有効活用し農地保全と農業生産力の向上が図れるととも
に、農業経営の安定と適正な営農が実施できた。また、地域
農業の在り方をまとめた人・農地プランを推進し、作成及び
見直しに努めた。
・農地中間管理事業を活用した集落営農法人の農地利用集
積が実施できた。
・経営所得安定対策を進め、産地交付金対象の地域特産品
等の作付面積が、水田フル活用ビジョンに掲げる目標値を
達成した。
・支援を行った中から県レベルや全国レベルのコンテストで
賞を受賞する商品を生み出すことができ、事業者の取り組み
の活性化を図ることができた。

・集落営農等法人化支援事業
・人・農地プラン推進事業
・農地中間管理事業
・経営所得安定対策事業
・特産品等マーケティング支援事業

継続 ○集落営農法人がいる集落でも組合員の高齢化や後
継者がいないため将来において組織の存続が困難な
状況にある。次世代継承の取り組み等、関係機関と連
携しながら組織強化に努める。
○農地中間管理機構の積極的な活用を推進し、農地
の利用集積を進める。
○引き続き新たな付加価値を生み出す６次産業化に
取り組み、地域において歴史的価値がある農産物等
の保存、活用を図る。
○経営所得安定対策事業として継続する。

第3章 Ⅲ-④ ３　市民産業交流促進
施設（物産館）整備

Ｄ

・現在、道の駅の登録はなされていない。みらい公園湖南に
おける核施設として、市民産業交流促進施設はＨ28の11月
に開設、魅力発信拠点施設はＨ31の４月に開設済。
・市民産業交流促進施設は避難所に指定済。
・みらい公園湖南の西側には体験農園を併設し、両施設と連
携しながら収穫体験や栽培実習を実施済。
・市民産業交流促進施設には伝統工芸品コーナーを設置
済。

＜市民産業交流促進施設＞
・地域再生計画策定：Ｈ27
・事業実施年度：Ｈ27～Ｈ28
・工事名：（仮称）市民産業交流促進施設・JAこう
か湖南地区統括支所建設工事
・事業費：374,058,000円
＜魅力発信拠点施設＞
・地域活性化計画認定：Ｈ28
・事業実施年度：Ｈ29～Ｈ30
・工事名：（仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施
設建設工事
・事業費：258,520,000円

・市民農業塾事業
・みらい公園湖南チャレンジ農園実践事業

縮小 ○道の駅の認定は、市民産業交流促進施設及び魅力
発信拠点施設の管理運営状況や今後の事業展開を
みながら、時間をかけて取り組む。
　また、避難所に指定されている市民産業交流促進施
設については、管理運営において、復旧支援活動や救
援物資供給の具体的な内容等を明確にする。
　なお、魅力発信拠点施設については、デジタルサイ
ネージ等の情報発信機能を活用し、各種情報提供を
通じて被災地等の支援に役立てる。
　みらい公園湖南全体を通じては、施設の適正な管理
運営により、地元農産物の生産・需要拡大、工場や研
究農場とも連携した六次産業化、農産品の販路拡大
や工業製品・技術等の域外波及（１次産業・２次産業・
３次産業の融合と未来の創造）を創出する。

第3章 Ⅲ-④ ４　林業の振興

B

・定期的な林道パトロールの実施と、早期の修繕対応を実施
することで被害の拡大を抑制している。
・生産森林組合、森林所有者が主体的になり主に森林組合
に森林整備を委託している。
・改築工事において県産材を使用した。石部小学校改築工
事では廊下等にある腰板で県産材を使用、甲西中学校改築
工事では図書館の机と椅子、書籍棚で県産材を使用した。
・保育園、幼稚園に地域材を使用した木材玩具の配布事業
などの案内をしているものの需要拡大に至っていない。
・滋賀県と連携し、地元の民間企業等と森林所有者が共同
で森林づくりを実施する機会づくりを行う等林業振興施策を
実施している。

・森林管理巡視事業
・林道維持補修工事
・森林経営計画
・環境林整備事業
・石部小学校改築工事
・甲西中学校改築工事
・ウッドスタート支援事業
・琵琶湖森林づくりパートナー協定

継続 ○森林環境譲与税を財源とし、同様の方向性で進め
る。
○今後も改築工事等の大規模工事を実施する際に
は、地域材を積極的に使用するようにし、木材の良さ
をPR、需要拡大に努める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-④ ５　森林レクリエーション
の振興

Ｄ

・各地域それぞれの実態に即した里山保全活動を計画され、
地域活動として実践されている。
・遊歩道の今後の利活用等についての検討はしていない。

・里山保全基盤整備事業補助金交付事業 継続 ②継続
○里山や自然環境保全に資する地域力向上のため継
続する。
②継続
○遊歩道の現状を把握し、必要に応じて適切な対応を
行う。

第3章 Ⅲ-④ ６　森林ボランティアの
育成 Ｄ

・森林ボランティアの活動は、各地域において活発に活動さ
れているが、情報ネットワークの構築ができておらず、横の
連携が図れていない。

・里山保全基盤整備事業補助金交付事業 継続 ○里山や自然環境保全に資する地域力向上のため継
続する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑤ 工業の振興
2.5

第3章 Ⅲ-⑤ １　魅力ある工業の推
進

B

・工業会、団地協会、商工会等各種関係機関と連携し、それ
ぞれの役員会等に参加。また、また、こにゃん元気市場など
共催で事業を行い、協力体制の強化を図っている。
・Ｈ29に地域未来投資促進法の基本計画を策定済。Ｈ29から
新産業団地開発プロジェクトチームを全８回開催済。
・民間活力を活用した新産業団地の開発や地域の強みを生
かした産業振興施策の基盤となる計画の策定等の一定の成
果が得られたが、公共による物流ターミナルの整備は複数
の課題があり、事業実施の目途が立っていない。
・企業立地、企業間連携やリクルート等を含め、企業のニー
ズと大学のシーズのマッチング等、様々な場面で活用できる
湖南市企業ガイドを作成した。

・商工団体等育成事業
・産業経済懇話会
・産官交流委員会
・商工会ランチミーティング
・こにゃん元気市場
・Ｈ28：ターミナル事業手法等検討調査
・Ｈ28：企業立地促進法の基本計画策定
・Ｈ29：コンテナラウンドユース準備会
・Ｈ29：地域未来投資促進法の基本計画策定
・Ｈ29：新産業団地開発プロジェクトチーム設置
・Ｈ28：湖南市企業ガイドの作成
・Ｈ28：企業立地促進法の基本計画策定
・Ｈ29：地域未来投資促進法の基本計画策定
・Ｈ30：生産性向上特別措置法の税制支援実施
・Ｒ１：企業立地促進奨励制度の創設
・甲賀市湖南市合同ＪＯＢフェア
・人材育成支援事業
・人材育成支援セミナー
・Ｈ28：湖南市企業ガイドの作成

継続 ○今後も継続して各関係機関との連携、人材育成支
援、雇用確保支援に努める。
＜内陸型国際総合物流ターミナル＞
○ヒト、モノ、カネ、情報を創造する流通全体の結節点
として、産業団地へのマルチ流通拠点施設の誘致な
ど、立地促進制度や事業環境の整備も併せ、総合的
な企業誘致支援を行う。
○立地企業においては、地域の強みを活かした多様
なものづくり産業と、デジタル技術分野との融合に寄与
する「物流効率化事業」等、地域経済を牽引し公益に
資する取り組みを促進し、連携支援を行う。
＜企業誘致＞
○事業環境の整備や新たな事業創出のための設備投
資支援等を通して、特色ある産業を生かした本市なら
ではの企業誘致・企業立地支援を進める。
＜産業連携＞
○地域経済を牽引する事業者のオリジナリティや強み
を発信し、事業者間・産学官連携および雇用拡大、人
材育成を促進する。

第3章 Ⅲ-⑤ ２　新規産業の誘致と産
学官の連携

B

・滋賀県産業立地推進協議会において、企業誘致施策全体
に関する情報共有・提供・意見交換を行った。
・湖南市産業経済懇話会（湖南工業団地協会・湖南市工業
会・湖南市商工会）と連携した、産業経済に関する情報交換
や研修を通じ、地域経済の発展と事業の円滑な運営を図っ
ている。
・産業振興施策の基盤となる計画を順次策定し、各種制度を
活用した支援措置を行うと共に、独自の支援策となる企業立
地促進奨励制度を創設した。
・庁内にて新産業団地開発プロジェクトチームを立ち上げ、
民間活力の活用及び物流拠点をテーマに課題整理や部局
間調整を行い、新たな事業用地の確保を行った。

・滋賀県産業立地推進協議会に参画
・事業（近江金石会・びわこ立地フォーラム・全体
交流会等）
・商工団体等育成事業
・Ｈ28：湖南市企業ガイドの作成
・Ｈ28：企業立地促進法の基本計画策定
・Ｈ29：地域未来投資促進法の基本計画策定
・Ｈ30：生産性向上特別措置法の税制支援実施
・Ｒ１：企業立地促進奨励制度の創設
・Ｈ29：新産業団地開発プロジェクトチーム設置

継続
・

拡充

②継続
○事業環境の整備や新たな事業創出のための設備投
資支援等を通して、特色ある産業を生かした本市なら
ではの企業誘致・企業立地支援を進める。
①拡充
○スマートコミュニティ構想実現に向けた具体的な取り
組みを展開していく。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑤ ３　地場産業の振興

B

・支援を行った中から県レベルや全国レベルのコンテストで
賞を受賞する商品を生み出すことができ、事業者の取り組み
の活性化を図ることができている。
・2016年に開業した市民産業交流促進施設や十二坊温泉ゆ
ららにおいて、近江下田焼や近江一閑張などの伝統工芸品
を展示販売している。
果樹の産地化を目指すため、県及び市の補助制度を活用
し、ハウス等初期投資を支援することで、直売所で人気の高
い果樹の生産を増加できた。

・特産品等マーケティング支援事業
・地方創生拠点整備交付金を活用した十二坊温
泉ゆらら増改築
・情報発信拠点の整備
・野菜等園芸作物生産拡大事業

継続
・

拡充

②継続
○引き続き新たな付加価値を生み出す6次産業化に取
り組み、地域において歴史的価値がある農産物の保
存、活用を図る。
また、直売所や市場で高単価で取引される果樹に取り
組むことにより、出荷者の経営安定や市民産業交流促
進施設の直売所の活性化に取り組む。
①拡充
○製造業者の海外展開の進展、海外からの製品輸入
の増加等による「空洞化の影響」や、既存市場の成熟
化、消費者の購買意識・ニーズの変化等の「国内市場
の構造的変化」により、既存の地域の産業集積や地場
産業に大きな影響が生じている。中小企業が厳しい経
済環境を克服し、新たな活路を見出していくためには、
新技術・新商品の開発や、販路開拓、人材育成あるい
は新しい事業分野に進出し事業を展開して行くことが
非常に重要である。厳しい経営環境に陥った中小企業
が、新しい事業分野に進出していくためには、資金面、
技術・情報面、人材面での様々な困難が伴っている。
　各団体とこれまで以上に連携をとるとともに、個別企
業からの情報提供を集約する必要がある。地場産業
を育成し、地域内における循環を目指す。

第3章 Ⅲ-⑤ ４　周辺環境に調和した
工場整備

Ｄ

・平成24年４月１日から、工場立地法の事務が滋賀県から市
へ権限移譲され、変更申請等の受付時には法令に則り、指
導を行っている。
・情報提供や取得支援が不十分であった。環境マネジメント
システムの認証取得企業数の把握ができていない。
・（公社）湖南工業団地協会との連携は行ってはいるものの、
環境調和型産業育成に向けた情報共有は不十分であった。

・Ｈ29：地域未来投資促進法の基本計画を策定。
・工場立地法届出受理および審査
・商工団体等育成事業

継続
・

拡充

②継続
○規制緩和のニーズは高く、特に、本市は県内最大の
湖南工業団地をはじめとする立地企業群の移転・更新
時期に直面している。
　特例制度の創設を検討する場合は、工場立地法等
の目的（周辺環境との調和・公害の発生をしにくくする
体制）が損なわれないよう配慮する必要がある。
①拡充
○地球環境問題に対応し、持続可能な発展をしていく
ためには、経済社会活動のあらゆる局面で環境への
負荷を減らしていかなければならず、幅広い組織や事
業者が、規制に従うだけでなく、その活動全体にわ
たって、自主的かつ積極的に環境保全の取り組みを進
めていくことが求められている。環境マネジメントは、そ
のための有効なツールである。
　市がその必要性を十分に認識したうえで、国・県・関
係機関からの情報を企業に提供し、認証取得の必要
性を伝え、自主的に環境保全の取り組みを進めていけ
るような支援策を講じる必要がある。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑥ 雇用の促進と勤労者福
祉の充実

3

第3章 Ⅲ-⑥ １　就労支援の推進

B

・平成30年度からチャンスワークこなんの利用者が拡大さ
れ、市の就労相談利用者も対象になったため、相談件数・就
職件数とも増加した。
・大学等の卒業者や若年求職者、障がい者を対象とした就
職面接会を開催した他、市内施設を会場とした就労相談を
開催。就職に結びついている。

・就労相談事業
・合同JOBフェア
・障がい者合同就職面接会

継続 ②継続
○今後も、就労相談員、就労情報コーディネーター、
チャンスワークこなんや関係機関が連携し、就労支援
に努める。

第3章 Ⅲ-⑥ ２　勤労者福祉の充実

B

・甲賀市とともに甲賀広域勤労者互助会（H31年4月から法人
化し「甲賀湖南中小企業福利サービスセンター」と名称変更）
を支援している。
・主に勤労女性を対象としたリフレッシュ講座として、ヨガなど
の講座を開催した。

・ヨガ講座、コーヒー講座など（H27)
・ボールペン字講座、ヨガ講座など（H28)
・ヨガ講座（H29、30）

継続 ②継続
○引き続き、甲賀湖南中小企業福利サービスセンター
を支援する。
また、勤労者の福祉増進のため、心身のケア等につな
がるような事業を行う。

第3章 Ⅲ-⑥ ３　企業内人権啓発の
推進

B

・200社以上の企業を訪問し、啓発に努めた。
・企業の社会的責任（CSR)としての公正な採用選考の実施
や、あらゆる人権問題についての研修を実施するなどし、企
業自らが主体的に人権尊重の取り組みを推進するよう、啓
発を行った。

・企業訪問 継続 ②継続
○今後も、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班
員による啓発を行う。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑦ 商業の振興
1.5

第3章 Ⅲ-⑦ １　魅力ある商業の推
進

Ｄ

・湖南市の重要な観光資源である旧東海道の歴史歴環境を
活用した各イベントを開催。石部宿関連施設を管理する指定
管理者や、地元まちづくり協議会もその資源活用に積極的で
あり、活発な市民交流・情報意見交換が行われている。
・国や県で開催される商店街活性化に関するセミナーや研究
会に参加し、他自治体との取り組み事例情報交換を行って
いる。また、商工会等と情報共有を行っている。
・「湖南市地域産業振興基本条例」を制定。この条例に基づ
き産業振興戦略推進会議を設置し、湖南市産業振興ビジョ
ン作成に向けた協議を行っている。
・駅周辺の魅力ある都市空間の形成に向けて、適切な土地
利用の誘導や都市施設の推進を図るなど、地域特性に応じ
た計画が進められた。
・交流拠点地域は農業振興地域であり、20年後を見据えた
土地利用構想を湖南市都市計画マスタープランで見直しを
行っている。

・大規模小売店舗立地法
・地方創生地域活性化事業
　（麺街道・商店街モデル事業）
・東海道石部宿まつり
・みちくさコンパス
・酒蔵ウォーク
・指定管理（東海道石部宿関連施設）
・商工団体等育成事業
・湖南市産業振興戦略推進会議
・湖南市産業振興ビジョン
・三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル
・湖南市魅力発信拠点施設「HAT」を開設

拡充
・

継続

①拡充
○近年の商店街を取り巻く環境は厳しく、少子化によ
る人口減少や後継者不足による空き店舗の増加、
amazonの利用等消費スタイルの多様化や郊外立地型
大型店との競争など様々な課題を抱えており、その状
況は地域によって異なり、また時間の経過とともに変
化している。商工会等と連携し、後継者・担い手不足等
を補完し、地域住民のニーズに対応した取り組みを行
うためには、商工会や行政機関など地域の各団体等と
の連携促進が重要。
　また、地域を巻き込み、当事者たちの意識醸成も実
用である。
②継続
○有効な土地利用を図れるよう駅を中心としたコンパ
クトシティのまちづくりに取り組む。
②継続
○湖南市都市計画マスタープランに沿った土地利用計
画を図る。

第3章 Ⅲ-⑦ ２　複合販売施設の整
備

Ｃ

・現在、道の駅の登録はなされていない。
・市民産業交流促進施設をＨ28の11月に開設、魅力発信拠
点施設をＨ31の４月に開設済。みらい公園湖南の西側には
体験農園を併設し、両施設と連携しながら収穫体験や栽培
実習を実施済。
・市民農業塾では園芸作物の栽培実習を通じて、市民が農
業に関心を持ち、農業の裾野を広げる取り組みを行った。ま
た、収穫祭を開催し、塾生が育てた野菜を市内外の人に収
穫体験してもらった。
・チャレンジ農園ではビニールハウスを活用した栽培を通年
体験することで就農への意欲を高める機会となった。また、
参加者自らが育てた野菜を市民産業交流促進施設の直売
所へ出荷した。

・特産品等マーケティング支援事業
・（仮称）市民産業交流促進施設・JAこうか湖南地
区統括支所建設工事
・（仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施設建設
工事
・市民農業塾事業
・みらい公園湖南チャレンジ農園実践事業

継続 ②継続
○道の駅の認定は、市民産業交流促進施設及び魅力
発信拠点施設の管理運営状況や今後の事業展開を
みながら、時間をかけて取り組む。
②継続
○６次産業化については、商工会や観光協会等との
連携による６次産業化を促進し、観光・飲食・商品化に
よる観光客の誘致や多角的な事業を展開することによ
り地域産業全体の発展させる。
②継続
○みらい公園湖南全体を通じては、施設の適正な管
理運営により、地元農産物の生産・需要拡大、工場や
研究農場とも連携した６次産業化、農産品の販路拡大
や工業製品・技術等の域外波及（１次産業・２次産業・
３次産業の融合と未来の創造）を創出する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑧ 観光の振興
2.3

第3章 Ⅲ-⑧ １　観光情報の発信

Ｃ

・2018年４月にリリースした市公式アプリ「こなんいろ」が
3,900インストールに達し、また、市公式Vtuber「minami」が誕
生するなど、市内外へ湖南市の情報と魅力を発信するチャ
ネルが増加した。
・2016年11月に英語版の湖南三山パンフレットを作成し、外
国人観光客が訪れそうなエリアに設置することで誘致、集客
の促進を行っている。
・2019年４月に猿飛佐助のキャラクター制作に関するクラウド
ファンディングに成功。オリジナルキャラクターおよびグッズ
の制作、テーマソングとダンスの制作などを実施した。
・道の駅の登録はなされていない。みらい公園湖南における
核施設として、市民産業交流促進施設はＨ28の11月に開
設、魅力発信拠点施設はＨ31の４月に開設済。

・観光情報の発信事業
・インバウンド観光情報発信事業
・地域資源を生かした観光交流事業
＜市民産業交流促進施設＞
・地域再生計画策定：Ｈ27
・事業実施年度：Ｈ27～Ｈ28
・工事名：（仮称）市民産業交流促進施設・JAこう
か湖南地区統括支所建設工事
・事業費：374,058,000円
＜魅力発信拠点施設＞
・地域活性化計画認定：Ｈ28
・事業実施年度：Ｈ29～Ｈ30
・工事名：（仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施
設建設工事
・事業費：258,520,000円

拡充 ①拡充
○みらい公園湖南全体を通じては、施設の適正な管
理運営により、地元農産物の生産・需要拡大、工場や
研究農場とも連携した六次産業化、農産品の販路拡
大や工業製品・技術等の域外波及（１次産業・２次産
業・３次産業の融合と未来の創造）を創出する。
①拡充
○情報を届けたい相手へ的確に情報提供できるよう、
チャネル別の目的を明確にし、必要に応じて市内の商
店等と連携する。
①拡充
○積極的かつ的確な情報発信により、市外および世
界における湖南市の交流人口の拡大を目指す。
①拡充
○地域の観光資源を効果的に発掘し、効率的に育て
られるよう、各種団体と市の将来イメージやそれぞれ
の進捗を共有し合い、一致団結して取り組む体制の構
築を目指す。

第3章 Ⅲ-⑧ ２　観光ルートの整備

Ｄ

・2014年12月に調印した「竜王町観光協会・信楽町観光協
会・湖南市観光協会戦略的広域パートナーシップ協定」によ
り誕生した「こにゃん街道」のPRを、2015年度以降毎年度、
観光事業者向け商談会やイベント等で実施した。
・観光業関係者を対象としたセミナーは実施していない。
・2017年３月に市内ハイキングマップを作成し、まち歩きや山
歩きをしたい人向けにコース提案をしたが、市内循環バスを
活用したネットワークなどによる観光アクセスの充実につい
ては十分な整備ができていない。
・観光調査は特に実施しておらず、看板等についてはリ
ニューアルしたものもあるが景観と調和しているかの検討は
していない。また、観光施設整備計画の立案については目処
が立っていない。

・観光ルート、ネットワーク整備事業
・地域資源を生かした観光交流事業
・観光情報の発信事業

継続 ②継続
○市外からの来訪者の増加を目指し、近隣市町も含
めたステークホルダーと良好な関係を築きスケールメ
リットを活かした観光施策を展開する。
②継続
○観光を生業としている事業者が少ないため、観光を
含め市外からの来訪者を対応する機会が多い市内の
人や観光協会などと連携し、必要に応じてセミナー等
を実施する。
②継続
○市内公共交通に限らず、MaaSの発展に応じてター
ゲットに合わせた提案を展開する。また、市内・県内で
はマイカー移動が主流のため、誰にとっても魅力的な
観光アクセスの充実に取り組む。
②継続
○各観光施設と積極的に連携し現状把握と要望を確
認のうえ、必要な案内看板や説明看板を観光協会と協
力し、整備する。

第3章 Ⅲ-⑧ ３　十二坊温泉ゆららの
活性化

B

・市民の健康増進施設として着実に利用客数が増加した。
・さまざまな情報発信を行い、市内観光のコースと位置づけ
ている。入込客数は順調に増加している。

・湖國十二坊の森指定管理委託
・観光推進対策事業

継続 ②継続
○施設整備と接客対応を充実させ、利用しやすい快適
な施設を目指す。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑧ ４　特産品・地場産品の
振興

Ｃ

・伝統野菜である弥平唐辛子の継承・普及に繋げるため、ブ
ランド化に取り組んでいる。また、ゆるキャラのこにゃんを活
用した商品の開発とここぴあ等市内小売店舗での販売を実
施している。
・道の駅の登録はなされていない。みらい公園湖南における
核施設として、市民産業交流促進施設はＨ28の11月に開
設、魅力発信拠点施設はＨ31の４月に開設済。

・湖南市ブランド化事業
＜市民産業交流促進施設＞
・地域再生計画策定：Ｈ27
・事業実施年度：Ｈ27～Ｈ28
・工事名：（仮称）市民産業交流促進施設・JAこう
か湖南地区統括支所建設工事
・事業費：374,058,000円
＜魅力発信拠点施設＞
・地域活性化計画認定：Ｈ28
・事業実施年度：Ｈ29～Ｈ30
・工事名：（仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施
設建設工事
・事業費：258,520,000円

継続 ②継続
○みらい公園湖南全体を通じては、施設の適正な管
理運営により、地元農産物の生産・需要拡大、工場や
研究農場とも連携した六次産業化、農産品の販路拡
大や工業製品・技術等の域外波及（１次産業・２次産
業・３次産業の融合と未来の創造）を創出する。

②継続
○市内における特産品や地場産品の理解を促し、愛
着に繋げ、関わる人を増やすことで継承に繋げる。ま
た、産品の魅力や強みから差別化を図り、市内外での
普及に繋げる。

第3章 Ⅲ-⑧ ５　伝統工芸の振興支
援

B

・地方創生拠点整備交付金を活用して十二坊温泉ゆららを
増改築。作陶などの体験が行える「体験の館」を増築したほ
か、観光情報発信拠点として「こにゃんプラザ」を設置した。

・十二坊温泉ゆらら改修工事
・観光推進対策事業

継続 ②継続
○市内外でのＰＲおよび販路開拓。また、伝統工芸を
後世に守り伝えていく施策も必要ではあるが、当事者
の想いを尊重した取り組みが必要である。

第3章 Ⅲ-⑧ ６　イベントの運営支援

B

・「滋賀湖南市十二坊トレイルラン&ウォーク」の実施にあた
り、ボランティア約80名が参加。うち市内在住者は約半数の
39名だった。
・ボランティアでの参加をきっかけに地域の観光資源活用や
おもてなしに関心を持ち、継続的に大会に関わってくださる
方が増加した。
・石部宿や湖南三山など以前から活用を進めている地域固
有の資源に加え、猿飛佐助など新たに開発した資源をテー
マとしたイベントも開催。内容を工夫し、幅広い年齢層の人
が参加できるイベントとなっている。

・市民交流イベント事業
・地域資源を生かした観光交流事業

継続 ②継続
○シニア世代と若い世代それぞれの強みを活かしたイ
ベント内容や運営方法を柔軟に検討し市民の参加を
募る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第3章 Ⅲ-⑧ ７　観光交流ネットワー
クの推進

Ｃ

・観光協会として市、市内農商工事業者が連携し事業を進め
ており、また、観光ボランティアガイドとして市民が関わってい
る。また、交流・体験できる施設として「湖南市市民産業交流
促進施設ここぴあ」と「市民農園」を併設した「みらい公園こな
ん」を整備した。
・2017年から「野洲川鮎フェア」を実施している。また、2014年
12月に調印した「竜王町観光協会・信楽町観光協会・湖南市
観光協会戦略的広域パートナーシップ協定」により誕生した
「こにゃん街道」を、3市町で連携しPRしている。
・地域資源の情報提供や学習機会の充実等については実施
できていない。
・2018年４月にリリースした市公式アプリ「こなんいろ」が
3,900インストールに達し、また、市公式Vtuber「minami」が誕
生するなど、市内外へ湖南市の情報と魅力を発信するチャ
ネルが増加した。

・市民とつくる体験農園・農業振興拠点事業
・農業観光地域活性化拠点ブランディングおよび
販路開拓事業
・観光ルート、ネットワーク整備事業
・湖南市ブランド化事業
・地域資源を生かした観光交流事業
・市民交流イベント事業
・地域文化芸術振興事業
・観光情報の発信事業

継続
・

拡充

②継続
○観光協会を中心とし、各団体との連携による観光
ネットワークの確立を図ります。また、みらい公園こな
んなどを活用し、交流人口増加を目指した取り組みを
進める。
②継続
○市民向けの体験交流型観光メニューは既存のもの
をブラッシュアップするとともに、継続性のある新たなメ
ニューをつくりたい人や団体を積極的に支援する。市
外の人向けの観光メニューづくりにおいては広域で連
携し、スケールメリットを活かした内容を検討・実施す
る。
②継続
○観光ボランティア体験など、若い世代が地域に興味
を抱く取り組みを推進する。また、時間的配慮や多様
な関わり方を検討し、若い世代が関わりやすい環境を
整備する。
①拡充
○前期では情報発信媒体の充実を推進しました。後期
は各媒体が持つ特性を活かし、情報の受け手とのコ
ミュニケーションを目指した情報交流ネットワークづくり
に努める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 - ほっとする暮らしをつく
ろう

第4章 Ⅳ-① 健康づくりの推進
2.3

第4章 Ⅳ-① １　市民の自主的健康
づくりの推進

Ｃ

・H30年３月に「健康こなん21計画(第２次)」を策定し、アン
ケートや各種調査結果等により、把握された小学校区ごとの
課題や各分野の課題に対し、学校や健康推進員、まちづくり
協議会等と連携しながら、取り組んできた。
・ロコモティブシンドロームに特化した啓発活動は行えていな
いが、健康こなんポイント事業等を実施し、ウォーキングや健
康イベントへの参加を促し、日常的に運動する人が増えるよ
う取り組んだ。
・食育教室の実施校は少しずつ増加し、各学校にて調理体
験、朝食摂取やバランスの良い食事についての啓発をおこ
なった。
・H30年度末に自殺対策計画を策定し、「”生命輝く”湖南市」
をめざし、心の健康増進を進めている。

・食育教室(小中学校)
・健康まつり
・健康こなんポイント事業
・成人・特定健診
・各種がん検診
・健康教育
・運動教室(スタイルアップ教室)
・健康こなんポイント事業
（紙媒体及びBIWA-TEKU(スマホアプリ)）
・食育教室（湖南市健康推進員協議会主催）
・ゲートキーパー研修（職員、民生委員、職域）
・こころと体の健康相談
・保健師の訪問
・検診や健康まつり等のイベントでの啓発物品の
活用

継続 ②継続
○朝食の摂取など、食育の啓発は今後も必要であり、
健康推進員と連携して継続する。
②継続
○保健師の地区活動を推進し、地域の各種団体との
つながりを強化する。職域(企業)団体や庁内各課との
連携強化。薬剤師会や医師会等との連携強化。
②継続
○要介護状態に陥らないため、高齢者に対してだけで
なく、若いうちから、日常的に運動する習慣をつけるこ
とができるよう啓発する。
②継続
○正しい知識の普及・啓発を行い、気づきや声掛けが
できる市民・関係者・支援者を増やす。

第4章 Ⅳ-① ２　健康に関する正しい
情報提供

Ｃ

・広報への健康レシピの掲載や、健康だよりコーナー、特集
記事によるがん啓発、検診日程の掲載等を通じて市民への
情報r提供を行ったが、ホームページによる情報提供は不十
分である。
・健康づくり湖南推進協議会や健康推進員協議会と協力し、
毎年健康まつりを実施。H29年度からはスポーツフェスティバ
ルと同日開催とした。
・各種感染症や食中毒注意報等の情報をすみやかにホーム
ページやタウンメールに掲載するとともに、注意事項や予防
法等についても情報提供した。

・保健センターだよりの発行
・広報（健康レシピ、健康だより）
・人間ドック助成等各種情報
・健康推進アプリ「BIWA-TEKU」の啓発
・健康まつり
・各まちづくりセンターのまつり等への協力
・ホームページへの掲載
・タウンメールへの掲載

継続
・

拡充

②継続
○ホームページや湖南タウンメール等の電子媒体によ
る情報提供の充実とともに、情報弱者に対する提供方
法を考えていく必要がある。
①拡充
○人生100年時代を迎え、介護予防など健康寿命延伸
に焦点を当ててイベント等を実施する。

②継続
○今後も、関係機関と連携し、すみやかな情報提供に
努める。

第4章 Ⅳ-① ３　保健事業による健康
づくりへの支援

B

・健・検診実施日の情報提供・通知、セット検診や託児、協会
けんぽとの協働、未受診者対策の実施等。
・乳幼児健診等での説明、接種状況の確認。
・大人の予防接種は広報等で推進、2019年～2021年度には
成人男性に風疹の追加対策を実施。
・対象者に合わせた保健指導・受診勧奨を実施。市の独自
基準を設けて保健指導を実施している。
・集団教室は参加者が年々減少傾向のため、終了した。地
域での健康料理教室等を活用し健康教育を実施。

・各種健・検診
・未受診者対策（通知・訪問）
・健康こなんポイント（健診受診必須のインセン
ティブ事業）
・定期予防接種の実施
・健診結果説明会（保健指導）及び事後フォロー
・集団教室（スタイルアップ教室、禁煙教室）
・健康教育

継続 ②継続
○市民が受診しやすい健・検診の実施体制を整える。
②継続
○対象者に合わせた未受診者対策を実施し、受診率
の向上に努める。
②継続
○対象者に合わせた保健指導・受診勧奨に努める。
②継続
○地域の各団体等に提案して健康教育を充実させる。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-② 医療の充実
3

第4章 Ⅳ-② １　地域医療体制の強
化

B

・公立甲賀病院は、経営基盤を安定させるため、地方独立行
政法人へと移行した。法人化により経営の自由度が高まり、
必要な事業を効率的・効果的に実施できるようになった。
・医療・介護サービスとの連携による急性期・回復期・在宅
サービスの提供。
・各施設間での相互連携・協力により効率的な運営を図り、
経営の改善に努めた。常勤医師、看護師の増員により診療
体制の強化と、サービスの質の向上が図れた。

・H31.４ 地方独立行政法人化
・構成２市財政・保健衛生主管課長会議
・24時間体制での夜間・休日緊急訪問

継続 ○甲賀病院や圏内の医療機関との連携を進めること
により、身近なところで安心して医療が受けられる環境
を整える。また、市立診療所については継続した経営
改善を図り、地域医療機関の適切な役割と湖南市訪
問看護ステーションとの連携により、在宅医療・在宅看
取りを進め、医療と介護の連携による地域包括ケアの
充実を図る。

第4章 Ⅳ-② ２　人権尊重の視点に
たった保健・医療の充
実

B

・連携を強化し役割分担を調整することにより、効果的かつ
効率的な医療を供給することができ、患者や家族の人権尊
重にもつながっている。
・検診時には委託先も含めて、個人情報の保護の徹底等、
受診者の人権に配慮して実施しており、健康相談や個別訪
問時にも、人権尊重を念頭に対応している。
・職員研修を実施し、人権意識の向上に努めた。

・各種健（検）診事業
・課内人権研修

継続 ○人権尊重を重視して、多様化するニーズに対応した
適切な医療が受けられるように推進する。

②継続
○研修や課内での情報共有を進め、人権に配慮しな
がら保健事業を実施する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-③ 子育て支援の充実
2.9

第4章 Ⅳ-③ １　子育てに関する相談
体制と情報提供の充実

B

・実施事業により、児童保護者が気軽に相談できる機会を提
供し、児童の学校生活の安定につながるよう体制整備を行う
ことができた。
・要保護対策協議会や発達支援システムにおいては連携体
制を整備することができた。また妊娠期から子育て期におけ
る切れ目ない支援を行う子育て応援サポートセンターを設置
した。その他子育て家庭のさまざまな悩みや不安を軽減する
などきめ細かな対応までは至らなかった。
・身近な地域で親子同士が交流できる場については一部の
地域においてまちづくり協議会を中心に取り組みができたと
ころもあった。
・保育園・こども園・での催しの充実。各園の参加人数の差は
あったが、各区の主任児童委員・民生委員の助けもあり、地
域の親子が交流や情報交換できる場を提供できた。
・子育て支援センターやつどいの広場、保健センター等で子
どもの発達過程に応じた適切な子育てができるよう講演会や
教室開催した。

・スクールカウンセラー等配置
・ふれあい教育相談室
・子育て応援サポートセンター
・にこにこ広場
・ベビー＆キッズスマイル
・子育てサロン
・つどいの広場（市内５箇所）
・親子プレイステーション
・保育園・こども園での子育てサロンの実施
・ママ・パパ教室
・ベビースマイル
・もぐもぐ教室
・ベビーマッサージ

継続 ②継続
○引き続き児童保護者の相談機会の充実に努め、児
童の学校での生活の安定につながるよう各機関と連
携し、事業を活用できる体制整備を行う。

①拡充
○公立保育園の再編計画に伴い各中学校区の公立
保育園・こども園内に（仮）子ども家庭総合センターを
開設し、保健センターと連携して「子育て応援サポート
センター」として、妊娠期から子育て期の切れ目ないあ
らゆる子育ての相談支援に応じる。それにより子育て
を担う親にとっては、子どもの成長段階に応じ変化す
る悩みを身近な地域で相談することができるようにな
る。
○2020年４月からの公立園6園の民営化に伴い、子育
てサロン運営の事業の見直しを検討する。

第4章 Ⅳ-③ ２　地域の支え合いによ
る子育て支援の充実

Ｃ

・ファミリーサポートセンターにおいて提供会員の登録と活動
調整を行ったが、ボランティアの活動支援は遂行できなかっ
た。
・地域コミュニティの中で子育て支援の担い手となる人の掘り
起こしができず地域の子育て支援の力を高める取り組みは
できなかった。
・子育てサークル活動等が自主的運営されているが、その活
動内容などの情報を集約している機関がない。

・子育て支援講座（ファミリーサポートセンター）
・子育て支援センターボランティア養成講座
・子育て支援員養成講座
・ファミリー・サポート・センター事業
・子育てサークル等の自主運営

拡充 ①拡充
○公立保育園再編計画における各中学校区毎に設置
する（仮）子ども家庭総合センターにおいて、地域の子
育て支援の担い手の掘り起こしと人材登録を行いうと
ともに活動への支援を行い、子どもや子育て家庭を見
守り支えあう地域社会づくりと地域との協働による子育
て支援に取り組む。

第4章 Ⅳ-③ ３　保育サービスの充実

B

・令和元年度時点で公立認定こども園３園、私立認定こども
園３園を開設。
・５・５交流を公立私立ともに積極的に実施し、家庭的保育事
業の連携園との交流も深めた。
・計画的な修繕、安全点検指摘箇所の改修等積極的に進め
た。

・認定こども園普及事業
・５・５交流事業
・保育園・こども園管理事業
・滋賀県家庭支援推進保育事業

継続 ②継続
○保育園を認定こども園化していくと同時に、未満児
の受け皿として小規模園についても新規開設していく
必要がある。また、私立園と違い公立園については施
設整備に対する補助が無いことから、開園後一定期間
経過した園から順番に計画的に建て替えについても検
討していく必要がある。

第4章 Ⅳ-③ ４　学童保育の充実

B

・目標となる受け入れ人数を大幅に超えるニーズがあり、そ
れに伴い学校施設などを活用しながら、受け入れを拡大し
た。そのため2019.4時点で679名の受け入れとなっており、最
終年度となる2020年度は760名程度となることが予想され
る。
・2016年度以降年平均10回以上の市主催の指導員を対象と
した研修を実施した。

・児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業
を実施
・発達に支援が必要な児童の受け入れの支援や
指導員の処遇改善の実施
・主な研修項目
障がい、人権、ケガ、安全対策、普通救命講習、
スキルアップ（専門）研修等

継続 ②継続
○発達に支援が必要な子どもも含め放課後の子ども
の安全な居場所となるよう、そのあり方、実施方法も含
めて検討するとともに、質の向上に向けた取り組みを
推進する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-③ ５　安心できる出産と子
どもの成長への支援

B

・乳幼児健診実施日程を月ごとに保育園等に掲示依頼する
ことで乳幼児健診受診率向上に努めた。また、ベビースマイ
ル（育児相談）では保健師、助産師、栄養士、保育士等のス
タッフが相談の対応をした。
・現在、妊婦健診、産婦健診１か月児健診の助成を行ってい
るが、近年新生児の聴覚検査の重要性が示されている。こ
のことから、令和２年度から新生児聴覚検査の費用助成も行
う予定。
・様々な機会・手法において相談の機会を設けることで育児
不安の軽減が図れた。

・乳幼児健診（月５回）
・妊娠・赤ちゃんホットライン
（子育て応援ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ専用回線）
・ﾍﾞﾋﾞｰｽﾏｲﾙ（育児相談・年６回）
・母子手帳交付
・妊婦健診助成事業
・産婦・1か月児検査費助成事業
・もぐもぐ教室（離乳食教室・年６回）
・地域の子育て相談（年20回）
・乳幼児健診（月５回）

継続 ○安心して子どもを産み育てられるよう、母子の健康
や子どもの発育、悩みに対応できる体制づくりを行うと
ともに、保育園や子育て支援センターと連携した、相談
や情報提供の充実を図る。

第4章 Ⅳ-③ ６　児童虐待防止への
取り組みの推進

B

・ケース会議や、啓発等で、関係機関と一緒に虐待支援を実
施している。
・必要な家庭には、訪問事業を紹介し、子育て支援体制の充
実につながっている。

・湖南市要保護児童対策地域協議会個別ケース
会議主催
・広報に掲載
・JR3駅にて啓発活動
・多胎児家庭育児支援事業
・育児支援家庭訪問時事業
・子育て支援ヘルプ事業

拡充 ○（仮）子ども家庭総合センターが子ども家庭支援全
般に係る業務を行い、家庭児童相談室が要支援児童
及び要保護児童への支援業務を担い、（仮）子ども家
庭総合センターと機能連携型で「湖南市子ども家庭総
合支援拠点」を設置。支援拠点が調整機関の主担当
を担うことで、支援も一体性、連続性を確保し、児童相
談所との円滑な連携・協働の体制の充実を図る。

第4章 Ⅳ-③ ７　経済的負担の軽減と
ひとり親家庭への支援

B

・小中学生においては、市単独で入院医療費自己負担額を
助成している。また、令和２年１月より小中学生の通院医療
費自己負担額の一部を助成するよう拡充を行った。
・それぞれの事情に応じたひとり親に対する相談対応や各種
施策の案内などによる情報提供を行うとともに、児童扶養手
当などの支給事業、自立に向けての就労への支援のため
チャンスワークなど関係機関への連携を行った。

・福祉医療費助成制度
・児童扶養手当の支給
・ひとり親家庭等の児童入学等支度金支給
・母子・父子及び寡婦福祉資金貸付
・母子・父子自立支援プログラム策定
・母子家庭等対策総合支援事業
・養育費の保証促進補助金事業

拡充 ①拡充
○通院医療費の助成を中学卒業までを対象とし段階
的に拡大することにより、子育て世代の医療費の負担
軽減につながり、　子育て支援対策の一端を担うこと
が可能となる。
①拡充
○ひとり親家庭の自立支援に向けて、本人の思いを十
分に聴き取り自立支援計画を立て継続した支援体制
の構築を図る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-④ 障がい者の自立支援の
充実

2.5

第4章 Ⅳ-④ １　障がいに対する理解
の促進

Ｃ

・毎年、必ず障がいへの理解や障がい者差別解消法をテー
マとした講座を開催し、啓発を推進した。人権まちづくり会議
の障がい者の人権部会でも講座を開催し、当事者や支援者
である市民の参加もあり、つながる機会を設けることができ
た。
・障がい者の人権を守る協議会において、課題や取り組みに
ついて共有しているが、内容を広く市民の方に理解を求める
いたっていない。
・障がいについての理解を深め、障がい者差別解消法につ
いて周知するために、毎年講座や研修会を実施しました。ま
た、市のホームページで広報するとともに、啓発ビデオの貸
出を行った。
・各当事者団体の活動へ補助することで、それぞれの活動の
充実を図ってもらう。圏域委託事業等の実施。
・市内公共スペース４か所にて作品を展示し、１年に２回交換
をしている。

・発達障がいについて理解を深める講座
・障がいを理解し知識を深める講座
・成年後見制度に関する講座
・「出合い・気づき・発見講座」
・「豊かなつながり創造講座」
・人権まちづくり会議「障がい者の人権部会」研修
・市広報誌での啓発活動
・障がい者の人権を守るための協議会による協議
・知的障がい者相談員、身体障がい者相談員の
委嘱
・障がいをテーマとした講座や研修の開催
・障がい者差別解消推進法の周知・広報
・人権まちづくり会議「障がい者の人権部会」の活
動
・各種団体への補助金助成
・地域活動支援センター事業、地域生活相談事業
等
・アール・ブリュットモデル事業
・ボランティアセンター活動補助金

継続 ②継続
○個性や違いを認めあいながら地域社会に参加でき
るように、障がいに対する誤解や差別をなくし、障がい
のある人の権利及び自立と社会参加について、広く市
民の理解と協力を呼び掛ける。また、認知症高齢者や
障がいのある人が自分の意思を尊重して暮らしていけ
るよう、権利擁護や成年後見制度について、出前講座
を行う。
②継続
○ボランティアセンターに登録し、一定以上の活動を行
う団体への活動補助を行う。

②継続
○障がいについての理解の促進は、障がい者が安心
して地域で自立して暮らすためには欠かせない施策で
あるため、継続する。

第4章 Ⅳ-④ ２　権利擁護の推進

B

・個々のケースの連携についても協働することができ、成年
後見の圏域での基本計画作成準備の構成員とし会議に入
り、計画および実際の相談体制についても見直すことができ
た。
・湖南市障がい者虐待防止センターとして、障がい者虐待対
応マニュアルを作成し、障がい者の権利擁護のひとつとし
て、共通した対応ができるように努めた。
・湖南市障がい者虐待防止センターについての啓発や、障
がい者虐待防止法に関する啓発を様々な方法で実施してき
た。虐待の通告は事業所などから数件あり、啓発の効果も見
られる。
・市民に対しては広報で、ケアマネジャーに対しては会議等
の機会を通して啓発に努めることができた。また、ケアマネ
ジャーからの通告も増加している。

・成年後見制度市長申し立て
・湖南市虐待防止対策推進協議会設置要綱の見
直し
・障がい者虐待対応マニュアルの作成（Ｈ３０．３）
・湖南市障がい者虐待防止研修会の実施（2016
～2018各年1回実施）
・広報こなんを活用し障がい者週間に市民等に啓
発を実施
・障がい者手帳交付時に、障がい者虐待に関する
啓発チラシを配布
・窓口にて、湖南市障がい者虐待防止センターに
ついての啓発ティッシュを配布
・広報への記事掲載
・ケアマネ会議での虐待防止啓発
・湖南市虐待防止対策推進協議会設置要綱の見
直し

継続 ②継続
○ぱんじーを中核に据えた計画の作成および、市での
虐待対応ネットワークの充実を図る。
②継続
○甲賀市・湖南市基幹相談支援センターが中心となっ
て、甲賀・湖南成年後見センター「ぱんじー」や社会福
祉協議会などの支援機関との連携をより一層高め、成
年後見制度を安心して利用できる体制づくりを進める
とともに、高齢者虐待防止ネットワークの整備などによ
り権利擁護支援システムを構築する。
②継続
○虐待の早期発見のために、市民や関係機関に対し
て感度をあげるような啓発を行うとともに情報提供など
を呼びかける啓発を行います。また、虐待を行っている
側に対しての支援も同時に実施する。

②継続
○引き続き虐待の早期発見のために市民や関係機関
への啓発を実施する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-④ ３　発達支援システムの
充実

B

・幼児期から義務教育就労までの支援体制は充実してきて
おり、園、学校での支援をはじめ関係機関につながっている
割合が年々増えている。システムの中で育ち就労期を迎え
た方に、学校卒業時の就労支援を行うことも増えてきてい
る。
・特別支援教育コーディネーターを核に保育士の研修を行
い、支援の充実を図ると共に、市内の支援体制の整備を
行った。ことばの教室の研修会や園訪問等で支援の具体策
や保育士の交流により共に学ぶ機会を作った。
・保育士不足により、十分な加配保育士の配置が難しかっ
た。
・ケース会議等で民生児童委員をはじめ地域の方々、関係
機関と情報共有をし役割分担しながら対応できた。
・特に園や学校を直接訪問し、個々のニーズに合わせて助
言ができたことは効果があった。全園小中学校に実施でき
た。
・発達支援システムハンドブックの小改訂、発達障害理解啓
発市民講座、学童保育所指導員向け、ホリデースクールボラ
ンティア向けなどの研修の講師を担当するなど、研修内容に
発達障害理解を取り入れる方々が増えてきた。

・ＩＴネットワークの活用
・発達支援センター会議
・ここあいパスポートの活用
・発達外来（石部診療所）
・甲賀地域障害児者サービス調整会議発達支援
部会
・ＫＩＤＳ研修会
・保幼こども園と小・中学校特別支援教育コーディ
ネーター会議
・保育士加配検討会議（就学前部会）
・ことばの教室研修会
・各園の巡回相談後の発達支援に関わる研修会
・ぞうさん教室等の療育の見学・研修会
・発達支援センター会議
・発達相談・教育相談
・就学前説明会（年１回）
・個別相談やケース会議
・巡回相談
・特別支援教育教職員研修会
・思春期相談会年(６回)
・発達障害理解啓発市民講座（２年に１回）
・発達支援システムハンドブックの作成

継続 ②継続
○保健・福祉・医療・教育・就労などの各分野が一体と
なって、支援が必要な人たちの自立を継続的に支援し
ていく「湖南市発達支援システム」の充実を図る。
②継続
○保育士の発達支援に関する研修として保健・福祉・
医療・教育とのネットワークによる研修会の開催など研
修機会の充実を図るとともに、きめ細やかな対応によ
る発達支援のため、障がい児加配保育士配置の充実
を図る。
②継続
○家庭と発達支援センター、地域子育て拠点や関係
機関との連携強化によって支援の充実を図る。
②継続
○巡回相談員が市内学校・園を巡回し、実地研修を含
め指導助言を行い、教職員・保育士の発達特性に関
する理解促進、専門性の向上を図る。
②継続
○広報やパンフレット、研修会などにより、発達障がい
に対する正しい理解や湖南市発達支援システムの一
層の周知を図る。

第4章 Ⅳ-④ ４　就労への支援

Ｂ

・卒業後に支援移行をする生徒の情報を共有でき、就労後に
必要な支援について知ることができた。
・現状においては福祉的就労の場の確保ができている。
・毎年「湖南市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」
の策定を行い、予算執行説明会や庁内掲示板を通して周知
と協力の呼びかけをしている。当初（平成25年）から比べると
実績は増加傾向にある。
・福祉事業所合同説明会の開催により、地域の各通所事業
所の特色などを知ったうえで自らの望む進路を選択すること
ができた。
・部会において、ハローワークから雇用の動向等や関係機関
と就労支援状況について共有し、継続的な支援について協
議した。
・障がい者就労情報センターのコーディネーターが、企業と
障がい者や支援者・支援施設をつなぐことで、企業の障がい
者雇用に関する理解促進が図れた。また、就労に向けた訓
練や実習の際には、はたらき暮らし応援センターなどと連携
して支援を行った。
・チャンスワークこなん開設当初は、「障がいのある方」「児扶
手需給のひとり親」「生保等受給者」「自立支援窓口利用者」
が対象であったが、平成30年度から「会館の就労相談員を
通じて求職活動をしている方」も対象となった。

・養護学校の自立支援会議への出席
・進路調整部会
・就労アセスメント事業に関する打ち合わせ会議
・障がい者就労施設等への物品・役務の優先調
達
・福祉的就労対策検討会
・雇用連絡会共催就労支援部会
・発達支援室と商工観光労政課との就労に関す
る連携
・個別支援会議
・就労相談
・チャンスワークこなんへのつなぎと連携
・自立支援方針会議

継続 ②継続
○就労の場や支援の場の充実。各事業ともに安心し
て就労・定着できるように支援を継続する。
○今後も、関係機関と連携しながら、障がい者の一般
就労に向けた支援を行う。
○就労相談員の配置が会館から本庁（商工観光労政
課）に移ったことで、相談者をチャンスワークこなんに
積極的に繋げられるようになった。ひとりでも多く就職
できるよう、今後もチャンスワークこなんを活用する。

30



目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-④ ５　生涯学習・文化芸
術・スポーツ活動の場
づくり

C

・ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡＹやスポーツフェスティバルにつ
いてはニュースポーツを含めて事業を展開し、障がいの有無
に関わらずスポーツに親しめるイベントにしている。
・ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡＹを継続するとともに、関係団体
との連携によりイベントを開催し、種類や回数の増加と定着
を図ることができている。
・講演会等イベントへの手話通訳等の派遣は浸透してきた
が、新たな民間事業者等の参画にはつながっていない。既
存のサービスの範囲での推進になっている。
・障がいを持つ人が参加できるスポーツイベントへ他課と連
携し毎年参加ができている。
・障がい福祉サービス（同行援護や行動援護）だけではまか
なえない細やかなニーズ（視覚障がい者のグループ移動支
援や集団送迎が困難である人の移動支援）に対応している。
・既存の組織や法人の活動に留まってはいるが、移動支援
サービスや福祉有償運送の支援を行った。

・市スポーツ協会障がい者スポーツ部事業支援
（こなん交流いきいき風船バレーボール大会、
ボッチャ大会、スポーツ吹き矢大会の開催）
・ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡＹ
・スポーツフェスティバル
・スペシャルオリンピックス開催支援
・地域活動支援センター事業
・手話通訳派遣事業
・移動支援事業
・ボランテイアセンター

継続 ○「第２期湖南市スポーツ推進計画」に基づき、今後も
継続して障がいのある人のスポーツイベントへの支援
を行う。
○余暇活動や外出の機会を保障するため、今後も継
続して移動支援事業を行う。

第4章 Ⅳ-④ ６　安心して移動ができ
るまちづくり

Ｄ

・事業の対象者や条件等検討はしているが、事業所の人員
体制や財源の確保などの課題から具体的な見直しが進んで
いない。現状サービスの維持に努めている。
・福祉有償運送サービス事業所の利用はあるが、安定的な
共有や新規拡充等は行えなった。
・ボランテイアやＮＰＯも含めて新たな障がい者の移動支援
や外出支援の方向が見いだせなかった。

・移動支援事業
・福祉有償運送

継続 ○安心して移動ができるように、各事業を継続する。

第4章 Ⅳ-④ ７　生活支援サービスの
充実

B

・計画相談事業所とサービス提供事業所など、各関係機関と
連携しながら、個別支援に努めている。
・出前講座や広報誌の活用により、障がいの正しいが深まる
ように努めた。
・市内で各１か所、共生型生活介護と共生型短期入所の施
設が指定された。甲賀圏域に重症心身障害者通所施設（か
がやき）が平成31年４月に開所した。
・平成28年～31年の間で新規登録事業が２事業所増えるな
ど、利用できる事業所の拡充を図ることができた。

・ケース会議（個別支援会議）
・モニタリング（計画相談事業所））
・グループホーム整備補助金
・障がいを理解し知識を深める講座
・発達支援講座
・市広報誌
・重心対策部会
・日中一時支援事業

継続 ○多様化するニーズに対応し、自立した生活が送れる
ように、障がいのある方のサービス提供の充実に努め
る。

第4章 Ⅳ-④ ８　情報提供・相談体制
の充実

B

・手帳を新規で取得した人には受けられるサービスの一覧表
を渡し、一つ一つ説明している。
・個別支援会やサービス調整会議だけでなく、日頃から関係
機関との連携に努めた。
・運営会議で方向性を決め、全体会や定例会で広く周知し、
各部会では内容を深めるなど、機能を分けながら、また共有
しながら取り組めている。
・サービス調整会議とは別に行政と基幹相談センターの定例
の会議を持つことで、連携して体制整備に取り組めた。

・手帳交付時の説明
・個別支援会議
・市広報誌、ＨＰ
・障がい福祉のしおり作成
・個別支援会議
・サービス調整会議各部会
・県自立支援協議会への参加
・基幹相談センターと両市の定例会議
・計画相談事業所への巡回訪問
・計画相談事業所向けの研修会の実施

継続 ○基幹相談センターの機能を強化するとともに、計画
相談員の充足に努める。また一般相談においても、相
談体制の充実に努める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-⑤ 高齢者の自立支援の充
実

2.3

第4章 Ⅳ-⑤ １　生きがい支援の充実

B

・新たに地域に参画するきっかけとして、60歳から参加できる
教室を実施。参加者が、教室終了後も自主的にグループを
創り活動をしている。また、音楽や農業を通じて世代間交流
を図っている。
・退職後のシニア世代を対象に、年40回の講座を開催。健康
や生きがい、これからの生き方について学んでいる。卒業後
は、自ら得意な分野や取り組んでみたいことを同級会やサー
クル活動で実施。

・元気高齢者地域参画事業「こなんTHEボイスプ
ロジェクト」
・地域創生交付金農福連携事業「シルバー農業
塾」
・元気高齢者地域参画事業「こなん市100歳大学」

継続 ②継続
○それぞれの地域で継続して実施できる多彩なつどい
の場（グループ）の活動を増やす。また、活動が定着で
きるような環境づくりに努める。
②継続
○関心のあることや得意なことを活かして、地域の中
で役割を持ち活躍できる人材育成に努める。

第4章 Ⅳ-⑤ ２　介護予防の推進

Ｃ

・制度の改正により二次予防事業が無くなり、一般介護予防
として出前健康講座等で、運動や口腔機能向上等について
専門職が話をする機会を持っている。また、総合事業対象者
については、運動機能向上の教室を定期的に開催している。
・地域包括支援センターでは地域の関係機関からの相談も
増え、地域に根差した活動ができつつある。介護予防事業
は、令和元年12月現在で、100歳体操は市内44か所で開催
中。
・今年度より地域支えあい推進員を各まちづくりセンターに配
置し活動を始めたばかりであり、具体的なサービスの整備に
は至っていない。
・居宅介護支援事業所に委託している135件のケアプラン等
について全て確認を実施し評価と助言を行うことで、自立支
援に基づく視点が持てている。

・出前健康講座
・喜楽楽々教室
・いきいき百歳体操
・こなんTHEボイスプロジェクト
・地域支えあい推進員設置
・地域支えあい推進会議設置
・支えあい推進会議設置
・介護予防給付にかかるマネジメント

継続 ②継続
継続して実施する。
②継続
○高齢化が進むにつれ、介護予防は重要となるため、
介護予防事業を充実させる。
②継続
○地域包括支援センター等を拠点として介護予防を推
進し、来たる2025年問題に備える。
②継続
○自立支援に資するケアマネジメントを展開することで
サービスが不要となり、住み慣れた地域での生活に活
動の場をシフトできるよう、予防給付の実施を進める。

第4章 Ⅳ-⑤ ３　介護サービスの充実

Ｃ

・地域密着型の事業所が、2018年度に１か所開設した（第７
期介護保険事業計画では、日枝中学校区に1か所の開設を
挙げていたが、石部中学校区での開設であった）。
・連絡調整会議や主任勉強会でケアマネジャー対象の研修
を実施。自立支援型地域ケア会議は専門職からの助言を受
け自立支援に向けたケアマネジメント強化の機会としてい
る。
・湖南市介護保険事業者協議会への参与や、地域密着型
サービスの運営推進会議に参加することで、事業所の質の
向上に努めた。
・認知症サポーター養成講座や啓発講座を実施し、認知症
への理解を深める取り組みを行うと共に、市内事業所に委託
した認知症カフェや介護者のつどいを実施することで、認知
症の人を介護する家族の支援も行った。

・地域密着型サービス等の整備、充実
・居宅介護支援事業者連絡調整会議（月１回）
・自立支援型地域ケア会議（月１回）
・個別地域ケア会議（随時）
・主任介護支援専門員勉強会（有志参加 月１回）
・介護保険事業者協議会
・地域密着型サービス運営推進会議
・認知症予防啓発講座
・認知症サポーター養成講座
・認知症あんしん相談員設置事業
・認知症カフェ

継続 ②継続
○引き続き、日枝中学校区での地域密着型サービス
等の事業所開設に取り組む。
○引き続き、ケアマネジャーの研鑽の場を提供し、自
主的に学ぶ機会を設けながら、ケアマネジメント強化を
図る。
○今後も継続して実施する。

第4章 Ⅳ-⑤ ４　地域ネットワーク体
制の整備

Ｃ

・在宅医療安心ネットワークの構築により、自宅での看取りに
ついて、家族や主治医が安心して関わることができるように
なった。
・高齢者の見守りや支援ができる地域体制の整備について、
民生委員をや区長をはじめ市民や社会福祉協議会等と協働
しながら進んできた。
・継続して地域総合センターでサービス等を提供できた。
・圏域で権利擁護、総合相談についてぱんじーと見直しがで
き、市の要綱見直しにてネットワークの見直しができた。

・在宅医療安心ネットワーク
・在宅医療介護連携推進協議会
・訪問看護/薬剤師各情報交換会
・認知症サポーター養成講座・啓発講座
・生活支援体制整備
・安心応援ハウス補助事業
・老人クラブ補助事業
・各種サークル活動
・デイサービス等地域交流活動
・給食サービス
・湖南市虐待防止対策推進協議会設置要綱の改
正

継続 ②継続
○地域住民の高齢化が進む中、高齢者の交流と、居
場所づくりのために必要な事業と考える。
②継続
○自分らしく生きるという事ができるようなまちづくり
（医療、介護保険サービス、地域との関わり等） 。
②継続
○生活支援体制整備の推進、地域で気軽に集える場
づくりを進める。
②継続
○今後成年後見制度の中核としてぱんじーを計画で
位置づけ、虐待防止対策ネットワークの充実を図る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-⑥ 地域福祉の推進
3

第4章 Ⅳ-⑥ １　人権の尊重とノーマ
ライゼーションの理念の
浸透

Ｂ

・毎年、市主催や人権まちづくり会議との共催の人権啓発講
座を、平均７回開催している。
・人権まちづくり会議や他の課との共催を増やすことにより、
参加者が増加した。
・啓発冊子の作成など、人権に関する法律等についての広
報を行った。
・各地域総合センターで、地域交流促進協議会と共に、人権
セミナー等を開催した。
・12月の障害者週間にあわせ、市広報誌へ障がい者への理
解や社会参画について掲載し、周知した。
・広報こなんポルトガル版を発行している。平成27年度より毎
月広報こなん「やさしい日本語」版を発行している。
・学校からの依頼により、保護者との懇談などへ通訳を派遣
した。夏休みの学習支援事業にも、学校教育課や国際協会
とも連携して通訳派遣を実施している。

・発達障がいについて理解を深める講座
・障がいを理解し知識を深める講座
・成年後見制度に関する講座
・人権啓発講座の開催
・人権まちづくり会議の活動の推進
・人権まちづくり懇談会の開催の推進
・人権セミナー
・広報誌の作成
・市広報誌で周知
・広報こなんポルトガル語版
・広報こなん「やさしい日本語」版
・学習支援事業（すまいりー事業）
・保護者懇談会への通訳派遣

継続 ②継続
○人権の尊重とノーマライゼーションの理念の浸透
は、ともに支えあい、助け合える地域づくりには欠かせ
ない取り組みであるため、継続して取り組む。
②継続
○お互いのありのままの姿にふれる交流の場や地域
でのつながりを広げることによって、正しい理解と知識
を得ることで差別をなくす。

第4章 Ⅳ-⑥ ２　市民協働による地域
福祉活動の促進

Ｂ

・地域のイベントへ共同作業所等の出店や協力を行うことが
できた。
・地域まちづくり協議会や区・自治会に対して、行政情報の伝
達や意見交換の機会を設けた。
・まちづくり協議会ごとに地域支えあい推進員を設置し、推進
員を中心とした推進会議を開催し話し合う場を持つことがで
きた。
・社会福祉協議会に委託し障がい児ホリデースクール事業を
実施した。運営委員会方式で地域との関りを重視した中で行
うことができた。
・各課（保険・医療・福祉）の窓口で相談を受け付けた場合、
市民が必要とする適切なサービス利用につなげるべく、連携
を図った。
・避難行動要支援者システムを新たに構築し、対象者から同
意を得て個別支援プランの作成を進めることができた。

・ボランティアまつり
・老人福祉センターまつり
・障がい児ホリデースクール事業
・地域まちづくり協議会会長会議の開催
・定例区長会の開催
・定期区配布の実施
・地域支えあい推進員設置事業
・障がい児ホリデースクール事業
・避難行動要支援者システム構築
・個別支援プランの作成

継続 ②継続
○行政の地域支援体制を確立するよう進める。
②継続
○身近な地域で共通のボランティアや趣味の活動を通
して、お互いの人権を尊重し合うつながりをつくる。
地域の困りごとを我が事と捉え、地域が丸ごと支えるし
くみづくりをつくる。
②継続
○継続して実施することで長期休み等の障がいがある
子どもたちの余暇活動の充実を図っていく。
②継続
○各制度（保険・医療・福祉）ごとの相談支援を総合的
にコーディネートし、チームとして取り組む相談体制づ
くり。

第4章 Ⅳ-⑥ ３　ボランティア活動の
振興

B

・ボランティアセンターでは、登録サークルと地域の声をマッ
チングさせ、イベント等への派遣することができた。
・災害ボランティアの養成講座、その後の訓練と実践に向け
て取り組むことができた。

・社協ボランティアグループの活動
・災害ボランティアの活動

継続 ②継続
○社会福祉協議会を中心に、だれもが自分に合った
参加しやすい方法で活動・体験できるボランティア活動
の場や活動の調整機能などを充実させる。
ボランティア活動について、「支援を必要とする人」と
「支援できる人」を結ぶサポートシステムの確立を図
る。

第4章 Ⅳ-⑥ ４　多様な福祉サービス
の確保・育成

B

・甲賀・湖南両市の介護・障がい事業者の福祉人材確保の
ため年２回の就職フェアを行い、就職につなげることができ
た。また就労定着をさせるため、年数別にわけた研修会を行
い、他分野の意見などを取り入れ学ぶ機会をもち、人材育成
を行うことができた。
・福祉活動を行う者や関係団体からの相談に応じ、適切な指
導と寄り添った支援に努めた。事業実施に必要な事項があ
れば協力しながら取り組んだ。

・福祉人材確保・定着事業
・福祉の就職フェア
・３～５年目職員向け研修会
・現場主任（係長級）職員向け研修会
・当事者団体への活動費補助金の交付

継続 ②継続
○介護・障がい事業者の就職フェアを行い確保に努め
る。また、福祉事業所の孤立を防ぎ、就労定着するよ
う学習会や意見交換の場を設ける。
②継続
○安定して活動ができるような適切な補助を行ってい
く。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-⑥ ５　ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりの推進

B

・誰もが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に基づく申請
の際に、おもいやり駐車場の設置などを指導することができ
た。

・誰もが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に
よる特殊施設の新築等届出書

継続 ②継続
○ユニバーサルデザインの考え方や福祉のまちづくり
に関する啓発を推進する。また、「だれもが住みたくな
る福祉滋賀のまちづくり条例」や「いきいき条例」を関
係者・事業者をはじめ、市民に周知し、意識の啓発に
努める。

第4章 Ⅳ-⑥ ６　自立支援・相談体制
の強化

B

・相談者の相談内容を傾聴し、優先順位を検討したうえで、
当室担当の施策および関係機関（例えば就労であれば「チャ
ンスワークこなん」等）への連携を行っている。
・相談者の自立できない要因を的確に把握し、当室の施策お
よび関係部署との連携により、生活の支援を進めることがで
きた。

・生活困窮者自立支援相談
・家計改善支援事業
・一時生活支援事業
・住居確保給付金
・学習支援事業

継続 ②継続
○生活困窮者自立支援事業の任意事業を充実させ
て、相談者一人ひとりの状況にあった適切な支援を行
い、また、関係部署との連携も行なうことにより生活の
支援を進める。

第4章 Ⅳ-⑥ ７　生活困窮者への支
援

B

・様々な困難を抱えた孤立しがちな人を地域で見守れるよ
う、民生委員児童委員が自治会などと協力し見守り、関係機
関へつなぐことができた。

・民生委員児童委員の見守り活動
・命のバトン配布事業
・歳末助けあい募金運動事業（社協）

継続 ②継続
○一人暮らしや夫婦だけの高齢者、子育ての不安に
悩む親、対人関係をうまくつくれないために引きこもっ
ている人など、ともすれば孤立しがちな人を地域で見
守れるよう、民生委員児童委員や自治会、健康推進
員、ボランティアなどが連携した見守り体制をつくる。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-⑦ 危機管理体制の整備
3

第4章 Ⅳ-⑦ １　危機管理体制の整
備 B

・危機管理マニュアル作成、避難所開設・運営マニュアル作
成、福祉避難所開設・運営マニュアル作成、業務継続計画
の見直しを行った。

・各種マニュアル作成、見直し事業 継続 ○各種マニュアルなどの見直しを行い、マニュアルに
基づく訓練を実施する。

第4章 Ⅳ-⑦ ２　防災体制の充実

B

・2017年度に湖南市公式アプリ「こなんいろ」を開発し、2018
年４月から防災情報の提供を行っている。また、アプリの中
で市民から情報提供してもらえるシステムを構築した。
・消防団と甲賀広域行政組合消防本部と連携した訓練や協
議は定期的に開催できた。
・また、湖南市総合防災訓練で各43区と連携した訓練を実施
することができた。
・各地域の一時避難場所を把握するとともに、出前講座等で
地域ごとに啓発を実施した。
・災害時に自力での避難が難しく支援を必要とする人のリス
ト（障がい者・高齢者）を登録、同意を得た名簿を作成し、区・
自治会・民生委員児童委員等の避難支援関係者に情報を提
供し、個別計画の作成を行うことができた。
・地域の災害リスクに応じた出前講座の実施により市民の防
災意識の向上が図れた。

・観光・地域情報アプリ事業
・消防訓練
・総合防災訓練
・出前講座、ＤＩＧ研修の実施
・避難所開設・運営マニュアル作成
・避難行動要支援者システム構築
・個別支援プランの作成

拡充
・

継続

①拡充
○引き続き、情報通信技術の進歩に合わせ有効な手
段について検討する。

②継続
○アプリの登録者数の増加。
○市民からの情報収集方法について、アプリのカメラ
投稿機能の活用。
○継続的な訓練の実施に加え、地域の特性に応じた
地区防災計画の作成を支援し、地域防災力向上に努
める。
○引き続き、対象者の同意を得て、個別プランを作成
する。

第4章 Ⅳ-⑦ ３　防災施設の整備

B

・基本構想を基に、東庁舎および周辺施設のあり方を検討
し、保健センターや市民交流機能を複合化した、防災拠点と
しての機能を有する複合庁舎整備の基本計画、基本設計を
策定した。
・備蓄管理システムの導入と更新計画の策定により食料等
備蓄品の適正な維持更新が図れた。
・計画的に消火栓の整備が図れた。
・民間宅地開発については、事前協議にて付加要件として必
要な場所に設置するよう指導した。

・庁舎整備事業
（庁舎建設及び周辺整備計画策定業務委託)
(複合庁舎整備基本設計業務委託）
（複合庁舎整備実施設計業務委託）
・計画策定
・防災倉庫備蓄品更新事業
・消防水利設置事業

継続 ②継続
○東西庁舎ともＩs値が0.6を下回っており、また、築40
年以上が経過し老朽化が進んでいる。さらに、庁舎の
狭隘化や分散化など、多くの課題を解決するため、社
会情勢や、財政状況を慎重に見極めながら、行政施
設の集約化複合化を図った庁舎の建替え事業を継続
する。
②継続
○備蓄資機材については、更新計画に基づき、適正な
維持更新に努め、災害時における市民の安心安全の
確保に努めていく。また、消火栓については、毎年度2
ケ所設置に加え、民間宅地開発時にも設置を検討す
る。防火水槽についても、区・自治会からの要望また
は大規模開発の際に設置を検討する。

第4章 Ⅳ-⑦ ４　災害の未然防止

B

・土砂災害ハザードマップの更新、啓発の実施。
・県事業（河川事業、治山・砂防事業）の推進。

・土砂災害（特別）警戒区域の公表
＜県事業＞
・由良谷川河川改修工事
・榎川支流砂防事業
・笹路川支流砂防事業

継続 ○今後も継続し、地域と協力しながら土砂災害危険区
域について、土砂災害ハザードマップの更新や防災訓
練など啓発活動を行う。
○引き続き、河川事業や砂防事業を県と連携し推進を
図る。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第4章 Ⅳ-⑧ 安全な地域づくりの推
進

3

第4章 Ⅳ-⑧ １　防犯体制の強化

B

・防犯情報のタウンメールによる周知、関係機関からの情報
収集。
・各地域の地域安全連絡所を拠点に、地域独自の防犯活動
を実施。

・こなん市防犯自治会事業 継続 ②継続
○今後も継続して、警察署等の関係機関との連携を密
にし、防犯活動に取り組む。

第4章 Ⅳ-⑧ ２ 消費者市民社会の形
成

B

・継続的な啓発を行い、消費者被害を事前に防ぐことが出来
た。
・子ども向け消費学習会についても新規団体からの依頼が
あった。
・継続的な啓発を行う事により、相談件数が年々増えてい
る。

・市HPへの記事掲載
・広報こなんへの掲載（毎月）
・行政区への組回覧啓発（毎月）
・子ども向け消費学習会
・消費者パンフレットの配布
・出前講座の実施

継続 ○今後も引き続き、悪質商法や消費生活に関する情
報提供の啓発活動に努めます。

第4章 Ⅳ-⑧ ３　交通安全の推進

B

・道路整備計画及び交通安全プログラムに基づき順次整備
を進めている。また突発的な、危険個所に対しても、維持管
理費（交通安全対策費、道路維持費）において、日々対策を
行っている。
・危険個所のカーブミラーの修繕や新設を実施し、市内の交
通事故発生件数削減に貢献できた。
・県で策定された「自転車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例」の内容を中心に依頼のあった学校等で交通安全教
室の開催や関係機関と連携して交通安全啓発を実施。
・令和元年には、県内の交通事故による死者数が50人を超
える中で、年間の交通事故による死者数０人を達成できる見
込み。

・市道吉永山手線道路新設工事
・市道甲西駅美松線道路新設工事
・市道狐谷線歩道整備委託
・市道桐山1号線歩道整備委託
・市道三雲畑線歩道設置委託
・湖南市道路整備計画策定業務委託
・交通安全対策工事（予算9,000千円）
・道路側溝補修及び舗装補修工事（予算50,000千
円）
・交通安全施設整備事業（カーブミラー新規設置・
修繕工事）
・交通安全対策事業（交通安全教室、交通安全啓
発活動、交通立番）

継続 ○施設に対する修繕計画を策定するとともに、地域か
らの危険個所の連絡に速やかに対処できるよう、維持
管理費については今後も確保する。
○交通安全施設の修繕、復旧については、施設の老
朽化が進んでおり、地域からの要望も多数あるため継
続する。
また、交通安全教室を始めとする交通安全啓発につい
ては、地域や学校からの需要が多数あり、変化する事
故情勢に対応する必要があるため継続する。

第4章 Ⅳ-⑧ ４　総合的獣害対策

B

・他団体と連携してプロジェクトに取り組むことはなかったが、
対象地域において継続的な獣害対策を実施している。
・駆除や地元要望に基づいた防止柵の設置支援を計画的に
実施している。
・甲賀地域獣害対策協議会の活動に参加し、獣害対策を継
続している。

・中山間地域等直接支払交付金交付事業
・獣害対策協議会事業
・個体数調整捕獲
・農業等未来づくり事業

継続 ○自然豊かな里山風景を維持するため継続する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 - いきいきとした暮らしを
つくろう

第5章 Ⅴ-① 人権教育の推進
3

第5章 Ⅴ-① １　人権教育・啓発の推
進

B

・各校独自で行う人権研修と人権教育ネット事業と連携して
行う人権研修を合わせると、多くの校園で研修を実施でき
た。
・平成28年度から毎年、各区からの推薦で、人権まちづくり
推進員を委嘱し、説明会や研修を通して、各区年２回の懇談
会の開催を依頼している。平成30年度は43会場で延べ人数
1648名の参加があった。
・就学前教育においては、意図的に飼育・栽培活動を行い、
いのちの大切さについて学ぶ機会としている。また、学校教
育においては、体験型学習を各教科等に組み入れることで、
ねらいを明確にし、充実を図っている。
・各中学校区において、校区連携研究会を年間２回以上開
催することができた。保護者啓発用人権ネット通信を各中学
校区年間２回以上発行できた。
・平成28年度から毎年、各区の推進員を対象に、市内４～５
か所で説明会兼研修会を開催し、各区年２回の懇談会の開
催を依頼している。30年度から参加しやすいよう、昼間にも
開催している。
・主査以上の職員が、事業所内公正採用・人権啓発推進班
員として県から任命され、年間200社以上の企業を訪問、公
正採用や人権についての啓発を行った。また、湖南市企業・
事業所人権啓発推進協議会では、新規採用者や企業幹部
を対象とした人権研修の他、街頭での啓発も行った。

・人権教育ネット推進事業
・各区での人権まちづくり懇談会の開催
・人権啓発講座の開催
・人権まちづくり会議の活動
・やまのこ事業
・フローティングスクール
・たんぼの子
・ホールの子
・校区研究会の実施。
・校区連携人権・同和教育授業（保育）研究会の
実施
・人権ネット通信の発行
・人権まちづくり懇談会説明会の開催
・人権啓発講座の開催と関係団体への広報
・市の広報誌やホームページでの広報
・企業訪問

継続 ○すべての校園でより充実した人権研修を実施するこ
とにより、参加者の数を増やす。
○人権教育・啓発の推進は、すべての人々が地域で、
自分らしくいきいきと暮らすために必要。
○すべての校園で意図的に飼育・栽培活動および体
験型活動を実施することにより人権学習を意識する。
○校区で連携して子どもを育てるという意識を高める。
○引き続き、「事業所内公正採用選考・人権啓発推進
班員」と「湖南市企業・事業所人権啓発推進協議会」に
よる啓発に努める。

第5章 Ⅴ-① ２　職員研修の推進

B

・職員人権研修(職階別研修、職員人権研修他）の実施およ
び外部研修参加。
・事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員事前説明会と
併せて人権研修を行うことで、多くの推進班員に研修の機会
を提供することができた。
・地域活動やボランティア活動のための休暇制度を設けてお
り、参加しやすい体制を整えている。

・職員人権研修(職階別研修、職員人権研修）
・企業訪問
・職員からの相談対応

継続 ②継続
○研修が平素の職務の負担になることを避ける。特に
働き方改革の指標として取り上げられる時間外勤務時
間数には注意を要する。組織におけるワークライフバ
ランス意識の状況を見ながら、研修受講可否の判断を
試みる。

②継続
○企業訪問に先立ち、事業所内公正採用選考・人権
啓発推進班員への研修を行っており、今後も引き続き
実施する。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-② 就学前教育・学校教育
3

第5章 Ⅴ-② １　教育内容の充実

B

・各校独自で行う人権研修と人権教育ネット事業と連携して
行う人権研修を合わせると、多くの校園で研修を実施でき
た。
・平成28年度から毎年、各区からの推薦で、人権まちづくり
推進員を委嘱し、説明会や研修を通して、各区年２回の懇談
会の開催を依頼している。　平成30年度は43会場で延べ人
数1648名の参加があった。
・就学前教育においては、意図的に飼育・栽培活動を行い、
いのちの大切さについて学ぶ機会としている。また、学校教
育においては、体験型学習を各教科等に組み入れることで、
ねらいを明確にし、充実を図っている。
・各中学校区において、校区連携研究会を年間２回以上開
催することができた。保護者啓発用人権ネット通信を各中学
校区年間２回以上発行できた。
・平成28年度から毎年、各区の推進員を対象に、市内4～5
か所で説明会兼研修会を開催し、各区年２回の懇談会の開
催を依頼している。30年度から参加しやすいよう、昼間にも
開催している。
・主査以上の職員が、事業所内公正採用・人権啓発推進班
員として県から任命され、年間200社以上の企業を訪問、公
正採用や人権についての啓発を行った。また、湖南市企業・
事業所人権啓発推進協議会では、新規採用者や企業幹部
を対象とした人権研修の他、街頭での啓発も行った。

・縦割り活動、色別活動、ペア学年活動
・５・５交流（５歳児・５年生）
・５歳児と１年生との交流
・中・高生が小学生を教える取り組み
・高校・大学生が中学生を教える取り組み
・市学力向上委員会
・湖南市ワーキンググループによる授業公開
・学校図書館を活用した授業推進
・らくらく勉強会
・「夏季教職員全員研修会」
・「教師力アップセミナー」
・「湖南市現職教員アドバンス研修」
・学びの礎ネットワーク推進事業

継続 ○明日の湖南市を担う子どもを育てるため、引き続き
「子どもの育つ力を信じ、夢と志を育て、『生きる力の
根っこ』を太くする」をスローガンに取り組む。「生きる
力の根っこ」は自尊感情であり、そのために、「学力向
上プロジェクトによる学力保障」、「こころの教育の推進
による仲間づくり」、「地域との協働によるふるさと意識
の醸成」を取り組みの三本柱として推進する。

第5章 Ⅴ-② ２　就学前教育

B

・公立・私立園のこども園化を図った。
・保育士が研修を受けたり、園内研究を深めたり自己研鑽
し、質の高い保育をめざした。

・公立園3園のこども園化
　菩提寺こども園
　平松こども園
　下田こども園
・私立園3園のこども園化
　光星学園水戸幼稚園
　光星学園ひかり幼稚園
　菩提寺優愛保育園モンチ
・各種研修への参加

継続 ②継続
○既存の公立園や、民営化された私立園のこども園
化を図り、園児の受け入れ幅を広げる。
②継続
○公私連携する中で、保育士の質の向上をめざし、各
種研修を計画し実施していく。

第5章 Ⅴ-② ３　教育環境の充実

B

・非構造部材の残っていた体育館の工事を完了、石部小と
甲西中の改築工事で市内小中学校の耐震化、市内小中学
校の全ての普通教室および特別教室に空調整備が計画ど
おり完了した。
・計画通りに市立小・中学校の授業用ノートパソコン等を更新
するとともに、２校にタブレット型パソコンを新規で導入した。

・岩根小学校体育館非構造部材撤去工事
・石部中学校体育館非構造部材撤去工事
・石部小学校改築工事
・甲西中学校改築工事
・中学校空調機設置工事
・小学校空調機設置工事
・ICT環境整備賃借

継続 ○築35年を経過した学校も多く、経年劣化による修繕
が増加している現状がある。今後はさらなる発生が見
込まれ、早急な老朽化対策が必要である。また、施設
の老朽化対策とあわせて教育内容・教育方法などの
変化や社会的変化に対応した施設の機能向上も必要
である。

第5章 Ⅴ-② ４　外国人児童生徒へ
の学習支援

B

・交流会では、地域の方々や卒業生の協力を得て文化交流
や進路のワークショップなど、児童生徒の自尊感情の高揚に
つながる取り組みができている。通訳や母語支援員と連携し
たり、翻訳機器を配置することで児童生徒により添いながら
学習支援ができている。
・入級者の増加に対して定員を増やし、支援員を増員するこ
とで一人ひとりにきめ細かな指導ができるようになった。
・関係機関や地域のボランティアとの連携を通して児童生
徒、保護者支援が充実してきてはいるが、児童生徒数によっ
て通訳や母語支援員数が異なるため、一人ひとりへの支援
には学校によって差が出る。
・市で把握できている範囲では不就学はゼロである。

・日本語教室担当者会
・外国にルーツをもつ児童生徒交流会
・通訳や母語支援員の配置
・翻訳機器の配置
・定員の拡充
・支援員の増員
・すまいりー水戸
・保護者会の実施
・通訳の派遣
・家庭訪問による就学確認
・電話連絡による就学確認
・文書送付による就学確認

拡充 ○日本に定住する児童生徒、保護者が今後ますます
増える中、進路補償も見据えた上での学習指導が必
要となってくる。急な転出入に対応できる組織体制はも
ちろん、多言語化が予想される児童生徒へ支援や保
護者対応のできる体制の構築が求められる。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-② ５　特別支援教育の推
進

B

・平成30年度の個別の指導計画作成率は小学生19.6％、中
学生16.9％であり、必要な児童生徒について作成が進んで
いる。
毎年３月実施の中高引継ぎ会において、個別の指導計画・
支援移行計画の引継ぎを継続して行っている。
・平成30年度、石部中学校区に巡回相談担当者を配置した
ことで、全中学校区への配置が叶い、より充実した巡回相談
体制が整った。毎年、今日的課題に応じた特別支援教育研
修会を実施している。
・各種会議を定期的に実施し、関係機関相互の情報共有や
連携を図ると共に、学校との連携を進めている。平成29年度
にことばの教室石部教室を開設。よりニーズに応えられる体
制が整った（教室通級生H27年度末255名→H30年度末355
名）。読み書き教材の開発等、学校と連携した取り組みも充
実している。継続した取り組みの結果、H30年度の長欠児童
生徒在籍率（1.74％）は過去10年間で最も低い数値となっ
た。
・巡回相談員、合理的配慮推進員が基礎的環境整備や合理
的配慮について各学校への助言や研修会を行い、インク
ルーシブ教育システム構築に向けて取り組んでいる。

・個別の指導計画、個別の教育支援計画作成・実
践・評価
・個別の支援移行計画作成と引継ぎ
・LD/ADHD巡回相談員の配置
・特別支援教育研修会
・巡回相談担当者会議
・不登校ネット会議
・不登校ネット推進会議
・特別支援教育コーディネーター会議
・合理的配慮推進員、協力員の配置
・研修会の実施、講師派遣
・特別支援教育コーディネーター会議
・関係機関が連携してのケース会議実施
・発達支援関係課会議
・発達支援センター会議
・「KIDS」の運用・研修会

継続 ②継続
○さらに効果的な支援提供のため、「湖南市発達支援
システム」の一環として特別支援教育の推進体制を強
化し、個別のケースへの対応やニーズの把握、指導計
画・教育支援計画の作成・実践・評価の充実を図る。ま
た、中学校卒業時での個別支援移行計画の作成と引
継を継続して行う。
②継続
○特別支援学級での指導と、通常学級における特別
支援教育のさらなる充実のために、専門家による巡回
相談と職員研修の充実を図る。
②継続
○適応指導教室やことばの教室での取り組みを充実
させるとともに、関係機関と学校・園との連携した指導
をさらに推進し、就学支援の充実を図る。
②継続
○インクルーシブ教育システム構築のため、基礎的環
境整備と合理的配慮の提供を行う。
②継続
○各ライフステージ間において支援の引き継ぎが円滑
にできるように、個別調整会議や個別ケース会議を重
視するとともに、ＩＴネットワーク「ＫＩＤＳ」を活用し、関係
機関が連携して継続的に支援する体制をつくる。

第5章 Ⅴ-② ６　問題行動への対応と
相談事業の充実

B

・研修会やいじめをなくそうサミット等の充実と共に、児童生
徒の個別のケースについて、関係機関が連携して相談・指
導体制を充実させてきた。平成30年度長欠児童生徒在籍率
1.74％に減少。
・H30年度に石部中学校区にも巡回相談担当者を配置し、全
ての中学校区のニーズに応えられるよう態勢を整えた。ま
た、毎月巡回相談担当者会議兼不登校ネット会議を開き、適
応指導教室と巡回相談担当者等との連携も進めている。
・H30には中学校区単位で同じSSWの配置を行い、小中学校
の連携を深めてきた。教員一人一人がSSWの役割を理解
し、活用を進める目的で、配置していない小学校にも中学校
より年間８時間派遣を行っている。

・いじめをなくそうサミット
・巡回相談担当者会議兼不意登校ネット会議
・不登校ネット推進会議
・特別支援教育研修会
・LD/ADHD巡回相談員の配置
・巡回相談担当者会議
・不登校ネット会議
・ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の配置
・SSW連絡会（年10回程度）

継続 ②継続
○生徒指導およびきめ細かな相談・指導体制のさらな
る充実を図り、不登校やいじめなどの未然防止と問題
行動への対応の充実に努める。

②継続
○巡回相談の活用をさらに進め、問題行動を早期発
見早期対応できるように努めるとともに、適応指導教
室（ふれあい教育相談室）の充実に継続的に取り組
む。
○ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の配置を継続
し、学校教育に福祉の視点を取り入れながら諸問題に
対応する。

第5章 Ⅴ-② ７　学校・園、地域の安
全性の確保

B

・課業時間内の教職員による校舎内のパトロール、各学校へ
のセコム配備など一定の防犯体制が取れている。
・予告なしの避難訓練を学校によっては実施し、突然の自然
災害などに対して適切行動が取れるよう取り組んでいる。
・各学校や関係機関と連携し１年に１回通学路の合同点検を
実施している。スクールガードの配置による児童の安全な登
下校が推進されている。

・教職員による校舎内のパトロール
・セコム配備
・避難訓練
・警察や消防署との連携
・予告なしの避難訓練
・避難訓練のモデル校の配置
・通学路の合同点検
・スクールガードの配置
・中学校１年生のための自転車交通安全教室

拡充
・

継続

➁継続
○通学路の合同点検については、2020年度から未就
学園児の通るルートも点検箇所に含めて実施をしてい
く。
防犯の観点からも、人度通りの少ない場所や見通しの
悪い場所は常に把握し、児童生徒や保護者への啓発
や地域住人への協力を依頼していく。

①拡充
○自然災害に対する備えとして避難訓練を、これまで
以上に実際の場面を想定したものとして実施する。

第5章 Ⅴ-② ８　家庭・地域との連携

B

・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の実施により、地
域とともにある学校づくりができた。地域協働本部（市内小中
13校において設置）により、地域ぐるみで学校を支える特色
ある活動が実施できた。

・学校運営協議会の運営支援
・地域学校協働活動推進事業

継続 ○地域学校協働活動推進事業の継続と市内全小中学
校の学校運営協議会（コミュニティ・スクール）設置に
向けての体制づくりをしていく。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-③ 若者の社会参画
3

第5章 Ⅴ-③ １　青少年の健全育成

B

・少年センターでは、「ネットワークと高度な支援」を活動目標
にあげている。連携により、少年支援のスキルアップと機関
の特色を生かした役割分担により、きめ細かな支援が可能
になった。
・補助金の交付や相談、情報提供などで活動を支援し、連携
を図っている。また、少年センターでは街頭補導活動の充実
と地域の点検活動を実施している。
・少年センターにおいて、市内店舗71か所への立入調査によ
る有害環境の浄化活動を行っている。

・少年センター業務全般
・市民会議が市からの委託事業の一環として７月
の青少年の非行・被害防止強調月間に合わせた
街頭啓発の実施（補導委員会と連携）
・少年補導委員と少年センター所員の合同街頭補
導活動
・立入調査

継続 ○青少年を取り巻く環境がますます深刻化している中
で、生きにくさを感じて社会で生活している青少年も増
加していることから、今後も継続が必要。

第5章 Ⅴ-③ ２　若者の社会活動へ
の参加の促進

B

・青少年育成市民会議が中心となり、各学区民会議とも連携
し青少年の体験活動への参加促進をきめ細やかに図ってい
る。
・青少年育成団体の活動を補助金交付や相談、情報提供な
どで活動を支援している。
・各事業を通して、地域の大人との交流したり、リーダーとし
ての役割や手法を学んだりする機会を創出できた。
・地域ｲﾍﾞﾝﾄにおいては地元中学生が参画し、高校生につい
ては政策提案事業に参画するなど着実に若者のまちづくり
への参画機会と郷土愛の意識の向上が生まれつつある。
・中学生の参画は進んでいるが、高校生・大学生の参画は少
ない。

・青春祭（青少年育成大会）
・県中学生広場への参加
・青少年と共に育むまちづくり事業（青少年育成市
民会議に委託）
・補助金交付
・成人式実行委員会
・子ども交流事業
・政策ｱｶﾃﾞﾐｰ
・中学生ｱｲﾃﾞｱｷｬﾝﾌﾟ
・まちづくりｾﾝﾀｰまつり
・各種まちづくり協議会事業

拡充
・

継続

②継続
○青少年に活動の場をつくり、今後の地域リーダーと
なる人材を育成する大切な施策であり、今後も継続し
て取り組む必要がある。

①拡充
○令和元年度まで、ＪＫ課ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、政策ｱｶﾃﾞﾐｰ、中
学生ｱｲﾃﾞｱｷｬﾝﾌﾟと若者によるまちづくりの取り組みを
進めてきたが、令和２年度からは、これらの事業を発
展的に一つの若者まちづくりﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄとし、留学ﾌｪﾛｰ
ｼｯﾌﾟ（滋賀ﾗﾎﾞ）の大学生たちが取り組んでいる「滋賀
ｷｬﾝﾌﾟ」も連携しながら、若者自らが実行委員会形式
で、市の政策提案や地域参画、自主企画も含めた取り
組みを進める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-④ 社会教育の推進
1.8

第5章 Ⅴ-④ １　生涯学習環境の充
実

Ｄ

・平成30年度から市や関係機関が主催する講座や教室情報
を市民大学情報誌に一元化し、掲載をしている。
・まちづくりセンターの事業について「こなん市民大学」等で
情報提供に努めた。
・令和元年度は第２期教育振興基本計画の策定作業をして
おり、生涯学習も盛り込んだ内容となっている。
・地域の人材育成も目的の一つであるこなん市民大学は仕
組みづくりを進めているところである。

・市民大学情報誌の発行（情報誌は市HPにも掲
載）
・こなん市民大学
・第2期教育振興基本計画の策定
・生涯学習ボランティア登録制度

継続 ○地域づくりのための人材育成や仕組みづくりが重要
視されるなか、今後の生涯学習が果たす役割を考えて
いくために今後も継続して取り組む必要がある。
○今後も「こなん市民大学」にて情報提供を進める。

第5章 Ⅴ-④ ２　図書館の機能充実

Ｃ

・図書館単独事業の「図書館講座」等を継続的に実施し、他
課との連携事業としても、「プレイステーション」事業を継続実
施し、乳幼児健診時のブックスタートや読み聞かせについて
も職員を派遣し実施協力した。また、2019年度には「世界ア
ルツハイマーデー」関連事業を共催した。
・ほぼ毎年1万冊前後の資料を受入れ市民に提供している。
・チラシ、HPにより活動をPRし、夏休み等には子ども向けの
ブックリスト等も作成し、提供している。
・継続的な利用促進には努めているが、利用増にはつながっ
ていない。
・各まちづくりセンター、保育園・幼稚園・こども園及び、小学
校に巡回している。
・一般書籍の流通ルートにのらない資料の収集に努め、パン
フレットやリーフレット類についても組織化し、利用に供してい
る。

・「図書館講座」の実施
・他課との連携としては、「プレイステーション事
業」「ブックスタート事業」等の実施
・「人権ポスター・メッセージ展」、「セントジョンズ
市湖南市児童生徒絵画展」の連続実施
・世界アルツハイマーデー関連事業の共催等
・図書館運営事業
・移動図書館車巡回事業

継続 ○今まで同様、市民の読書の要求に応え、知る権利と
読む自由を保障する、資料と情報の提供を行う機関と
して運営していくとともに、市民の学習ニーズにこたえ
るサービスの展開とPRを図る。

第5章 Ⅴ-④ ３　生涯学習拠点の整
備

Ｄ

・全てのまちづくりｾﾝﾀｰにおいて、地域まちづくり協議会によ
る指定管理が導入できたことにより、各地域の特性に合った
管理運営ができた。制度導入から３年以上経過し、地域の特
色ある運営が始まっている。
・地域づくり、人づくりを目指した生涯学習の仕組みの構築を
進めているところである。

・まちづくりｾﾝﾀｰ指定管理事業
・こなん市民大学

継続 ○ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽを進める「先進ﾓﾃﾞﾙ事業交付金」は
令和元年度で終了となるが、引き続き各地域の特性を
生かしたｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾟﾈｽが進められるよう、新たな交付
金を設け、収益性のあるﾋﾞｼﾞﾈｽが展開できるよう、取り
組みを支援する。
○生涯学習拠点の運営において、既存施設の活用、
各施設の連携、効率的な運営をどのように進めていく
のか地域づくり、人づくりの視点から検討する必要が
ある。
○地域づくりのための人材育成や仕組みづくりのなか
に生涯学習がどのように関わっていくのかを考えていく
ために継続して取り組む必要がある。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-④ ４　地域学習環境の整
備

Ｂ

・子どもの自尊感情ややる気を育てるための保育士・教職員
の関わり方について学ぶ研修会を開催することができた。
・特に、幼小連携を意識した子ども育てについて学ぶ機会を
持てたことが成果である。
・保護者の特性に応じた内容や講師を招き、研修を行うこと
で成果があった。
・児童生徒の自尊感情を育てるための教職員の関わり方
や、仲間づくり学習の視点から研修会を開催することができ
た。
・地域における家庭教育支援事業により、保護者向けの講
演会を開催することができた。また、待機型や訪問型の家庭
支援実施の研修、交流会を実施し、連携できるようになっ
た。
・年４回の家庭教育講座を実施し、子育てサポーター養成講
座では新たなサポーター登録者ができた。
・市民大学情報誌の発行により、市や関係機関が主催する
講座や教室情報の周知を図っている。生涯学習ボランティア
の登録は６人にである（生涯学習ボランティアの利用はな
い）。

・湖南市内幼稚園・保育園・こども園全員研修会
・湖南市保育士・教職員全員研修会
・保育園・幼稚園では、保護者対象の研修を年に
一度実施
・子育て支援センターでの保護者対象の様々な講
座実施
・湖南市いじめをなくそうサミット
・湖南市保育士・教職員全員研修会
・地域における家庭教育支援基盤事業
・家庭教育講座
・子育てサポーター養成講座
・生涯学習ボランティア登録制度
・市民大学情報誌の発行

継続 ○「先生が元気になることで、子どもも元気になれる」
を基本理念に、子どもの自尊感情を育むための保育
士・教職員の研修会の開催を継続する。
○児童生徒の自尊感情を育むための保育士・教職員
の研修会の開催ならびにいじめをなくそうサミットの開
催を継続する。
○地域における家庭教育支援事業を継続するととも
に、未実施校についても実施できるような体制づくりが
必要である。
○地域の人材を循環させるうえでは効果が期待できる
事業であるため継続していく。

②継続
○各施設が連携していく中での研修会の開催。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-⑤ スポーツの振興
2.7

第5章 Ⅴ-⑤ １　施設利用環境の充
実

Ｃ

・指定管理者制度の導入継続により、効率的な施設管理が
できた。
・各スポーツ団体およびスポーツ推進委員が、各々の強みを
生かしつつ活動、連携、協働することで、地域でのスポーツ
環境の充実が図れた。
・滋賀国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会会場内
定施設を中心に計画的に施設の改修を進める予定。

・指定管理者による施設管理
・施設管理形態・単位の検討と指定管理者の公募
（令和元年度）
・スポーツ団体（スポーツ協会、スポーツ少年団、
総合型地域スポーツクラブ）の活動支援
・スポーツフェスティバル（スポーツ団体との協働
事業）
・スポーツ推進委員事業（各関係団体連携事業含
む）
・学校施設開放事業
・滋賀県国スポ・障スポ大会課および滋賀県剣道
連盟との連絡調整会議の開催

継続 ○「個別施設計画」を策定し、それに基づき計画的な
改修を進めます。また、効率的な施設管理のために適
切な施設管理形態について検討する。
○「第２期スポーツ推進計画」に基づき、引き続き地域
やスポーツ団体と協働でスポーツ環境の充実に努め
る。
○「個別施設計画」を策定し、それに基づき計画的な
改修を進める。また、滋賀国民スポーツ大会や全国障
害者スポーツ大会開催に向けて、会場内定施設の整
備を進める。

第5章 Ⅴ-⑤ ２　スポーツ活動の支援

Ｂ

・スポーツ推進委員がスポーツ協会事業において準備体操
指導や大会運営支援を行うほか、ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡ
Ｙの運営および指導、出前講座として小中学校や地域でス
ポーツ行事の指導を行っている。
・子どもから大人までを対象にした月２回のスポーツデーや、
総合型地域スポーツクラブによる事業展開が継続して実施さ
れた。
・障がい者スポーツ部へは補助金交付や事業運営の形で協
力している。
・ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡＹやスポーツフェスティバルにつ
いてはニュースポーツを含めて事業を展開し、障がいの有無
に関わらずスポーツに親しめるイベントにしている。

・スポーツ推進委員事業（各関係団体連携事業含
む）
・スポーツ団体（総合型地域スポーツクラブ、ス
ポーツ協会、スポーツ少年団）の活動支援
・スポーツ少年団事務局支援
・ＫＯＮＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＤＡＹ
・スポーツ推進委員事業
・総合型地域スポーツクラブ活動支援
・市スポーツ協会障がい者スポーツ部事業支援
（こなん交流いきいき風船バレーボール大会、
ボッチャ大会、スポーツ吹き矢大会の開催）
・スポーツフェスティバル
・スペシャルオリンピックス開催支援

継続 ○「第２期湖南市スポーツ推進計画」に基づき、各関係
団体と連携しながらスポーツ推進委員とともにスポー
ツ振興を進める。また、各スポーツ団体の支援を継続
する。
○引き続き、スポーツに携わるさまざまな機会づくりを
推進する。
○「第２期湖南市スポーツ推進計画」に基づき、今後も
継続して障がいのある人のスポーツイベントへの支援
を行う。

第5章 Ⅴ-⑤ ３　身近な健康づくりの
場の充実

Ｂ

・総合型地域スポーツクラブやスポーツ推進委員による健康
づくり事業への取り組みが継続的に実施されている。
・2019ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ＆健康まつりの参加者数の増加。
・健康まつりとｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙを一体的に運営するととも
に、知名度の高い企業との健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施や健康への
無関心層を惹きつけるためにｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰを活用した事業の実
施。中学生が開発したﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂや市の特産品を活用した
健康食の啓発を行い市民の参加者数の増加に貢献した。
・出前講座については年齢や体力にあわせてプログラムや
種目を考案し、実施している。また、スポーツフェスティバル
の事業において親子で楽しめるプログラム「親子ふれあいリ
ズム体操」等を実施している。

・総合型地域スポーツクラブ活動支援
・スポーツ推進委員事業（いきいき健康ウォーキ
ングなど）
・健康寿命延伸事業
・BIWA-TEKU登録会
・健康まつり
・スポーツ推進委員出前講座
・スポーツフェスティバル

継続
・

継続

②継続
○「第２期スポーツ推進計画」に基づき、部署を超えて
の横断的な連携により、市民の健康づくりを支援する。
○「第２期スポーツ推進計画」に基づき、引き続き、だ
れでも気軽にできるスポーツ機会の充実と年齢・体力
に応じたスポーツやニュースポーツを推進する。

②継続
○地方創生推進交付金で財源が担保されている３年
間で無関心層を取り込むような魅力ある事業を集中的
に推進する。
地域健康ﾘｰﾀﾞｰの育成を中心に事業の組み立てを
行っていく必要があるが、健康政策を所管する部局で
の検討が必要となる。

②継続
○BIWA-TEKUを推進することにより、継続してウォー
キング等の健康づくり活動を実践している人を増や
す。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-⑥ 歴史文化の継承と活用
2

第5章 Ⅴ-⑥ １　歴史文化遺産の保
存と活用

Ｃ

・埋蔵文化財調査（試掘・確認）。三雲城遺跡については、平
成27年度に県の史跡に指定された。
・特集展示は２か月に１回実施した。
・入門編と中級編にわけて開催した文化財講座について、受
講者数は増加した。

・ウツクシマツ自生地保全活用計画策定に伴うウ
ツクシマツ台帳整備
・開発予定地における埋蔵文化財包蔵地の調査
・特集展示の実施
・社会科見学の受け入れ
・文化財講座の実施
・三雲古文書解読

継続 ○文化財の保全活用のため必要。
○市内の文化財や文化財保護の啓発のため、事業を
継続する。

第5章 Ⅴ-⑥ ２　歴史文化遺産の周
辺環境の整備と情報提
供

Ｃ

・継続して文化財講座を実施した。
・歴史のまちづくりに取り組むにあたり、地域の歴史や文化を
市民がより理解しやすくするためのツールを設置した。しか
し、伝統行事や歴史資源をネットワーク化し、ルートを確立す
るまでには至っていない。
・観光地の説明看板について、地域おこし協力隊の技術を活
かし、４コマ漫画を活用し歴史やエピソードをわかりやすく可
視化したQRコードを付加した。
・2018年に甲西駅南口のウツクシマツ案内看板を整備した。
・2016年に英語版湖南三山パンフレットを作成し、2017年に
市内ハイキングマップを作成するなど、用途に応じた観光情
報のパンフレットは作成しているが、中高生を対象とした観
光ボランティア講座などは実施できていない。

・文化財講座
・観光ルート、ネットワーク整備事業
・地域文化芸術振興事業
・地域資源を生かした観光交流事業
・観光情報の発信事業
・市民交流イベント事業

継続 ②継続
○市民が地域の歴史や文化財を知る機会は大切。
○引き続き、必要に応じて適切な案内看板や施設など
を順次整備する。

②継続
○市民が地域の歴史・文化や魅力を語ることが出来る
よう、各施設や団体および地域と協力して地域の埋も
れた資源、伝統行事を掘り起こしや巡回ルート、観光
ルートを確立する。
②継続
○用途に応じて媒体を選定した観光情報のパンフレッ
トなどを作成する。また、中高生や退職者に地域へ興
味をもってもらい、市内外の人と積極的に交流してい
ただける仕組みづくりを行う。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第5章 Ⅴ-⑦ 文化芸術活動の振興
2.5

第5章 Ⅴ-⑦ １　文化芸術活動への
支援

Ｃ

・文化ホールなどにおいて、市民企画による事業や市民が運
営に関わる事業を実施した。
・様々な事業を実施することで、市民が文化芸術にふれ学ぶ
機会を確保している。
・年２回文化協会発行の「こなんと文化」を各区や施設に配
布。また、文化協会加入団体の一覧も各まちづくりセンター
等に配置している。
・文化芸術関連情報を市内施設にチラシを配置するなどして
提供している。
・市民からの要望に応じて活動場所の確保に向けて支援し
た。

・文化ホール事業（指定管理）
・湖南市文化祭（文化協会委託事業）
・湖南市美術展（実行委員会委託事業）
・文化ホール事業（指定管理）
・美術展実行委員パフォーマンス事業の実施
・文化祭協会チャレンジ講座の実施
・市民生涯学習講座の実施
・「こなんと文化」配布
・文化協会加入団体一覧の作成と配置
・文化芸術関連情報提供
・文化協会活動支援
・市民生涯学習講座の実施

継続 ○引き続き、市民との協働による文化芸術振興を推進
する。
○市民が優れた文化芸術にふれ、学ぶ機会の確保で
きるよう努める。
○情報提供に努める。
○市民の文化芸術活動に対し、支援に努める。

第5章 Ⅴ-⑦ ２　新たな文化の創造

Ｂ

・助成金事業は各まちづくり協議会で、地域の実情に応じて
自主的に取り組まれ、啓発事業として定着しつつある。
・国際協会では水戸まちづくり協議会と連携してワールドフェ
スタこなんを開催し、地域住民と外国人市民との交流と異文
化への理解を促進した。
・全てのまちづくりｾﾝﾀｰにおいて、地域まちづくり協議会によ
る指定管理が導入できたことにより、各地域の特性として地
域文化の発信を行う取り組みができた。制度導入から３年以
上経過し、地域の特色ある運営が始まっている。
・青少年育成市民会議・学区民会議が地域の実情に合わせ
て活動し、地域文化に接する機会ともなっている。
・各種団体が発行する広報誌紙を、収集、受入、保存し、利
用に供している。また、記録誌等も資料として受入れし、保
存、利用に供している。

・人権まちづくり会議地域活動助成金事業
・会館による地域交流促進事業
・国際協会によるワールドフェスタの開催
・外国人相談窓口設置事業
・まちづくりｾﾝﾀｰ指定管理事業
・先進モデル事業交付金
・青少年育成市民会議支援
・図書館運営事業
・図書等整備事業

継続 ②継続
○引き続き多様な文化を認め合う人権文化のまちづく
りと、外国人市民を含め地域住民の交流促進に取り組
む。
○さらに地域の特性を生かした取り組みを進めるとと
もに、地域課題の解決に向けたｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの推進
を支援する。
○引き続き、情報発信を推進し、より多くの人が地域
文化と接する機会を広める。
○引き続き、各種団体が発行する紙誌を収集、受入、
保存、提供していく。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第6章 - 明日を拓くしくみをつくろ
う

第6章 Ⅵ-① 効率的な行財政運営の
推進

2.3

第6章 Ⅵ-① １　行政改革の推進

C

・行政改革大綱実施計画の進捗管理において目標値に達し
ていないが、目標値に近い成果が見られ、経常収支比率の
抑制につながっている。

・行政改革大綱実施計画の進捗管理
・投資的事業等調査

継続 ○健全な財政を維持していくためには、これまでと同
様に社会情勢の変化等に対応した行財政改革に取り
組み、絶えずその成果と課題を検証しながら、より一
層行財政改革の推進を図る。

第6章 Ⅵ-① ２　迅速かつ柔軟に対
応できる組織づくりと
サービスの向上

C

・行政ニーズに的確に対処できうる体制を整え、執行中であ
る。
・公共施設等総合管理計画に掲げている公共施設の総量削
減目標（H28～R７）を達成できる見込みである。
・定員適正化計画（令和３年度以降実施予定分）は、令和元
年度策定予定である。

・定員適正化計画（令和3年度以降実施予定分）
は、令和元年度策定予定
・人事異動ヒアリングの実施
・職員採用計画の策定
・公共施設の最適化（再編・統廃合、長寿命化等）
・定員適正化計画（令和３年度以降実施予定分）
は、令和元年度策定予定

継続 ②継続
○多様な行政ニーズに対応できるように、そして、計画
性を持って持続的に施策展開を行うことができるよう
部署間の連携を深める。

②継続
○本市は数多くの公共施設を保有しており、かつ老朽
化も進んでいる。少子高齢化が進む中、将来世代に重
い負担を残すことのないように、将来ニーズに対応し
つつ、本市の身の丈に応じた公共施設の再編整備に
引き続き取り組む。

第6章 Ⅵ-① ３　地方分権化に対応し
た人材の育成

B

・研修は計画どおり実施できている。
・外部研修やOJTを充実させることにより、法令関係事務等
における自律的な意識・能力向上に努めている。
・育成人事考課による事務処理能力向上や公務に関する意
識向上を図るっている。

・育成人事評価
・各種職員研修(職員人権研修(職階別研修、法制
執務研修、土木建築等専門研修）

拡充 ①拡充
○単に評価に留まらず、人材育成により組織の能力向
上を目指す。それに加えて、研修を充実させることによ
り政策立案能力の向上等を図り、組織運営意識の向
上等、自律的な姿勢向上に資するべく全体的な底上げ
を図る。

第6章 Ⅵ-① ４　湖南市統合型マネジ
メントシステムによる事
務事業の改善

C

・毎年、主要事業の進捗管理および業務手順の見直し等を
通して統合型マネジメントシステムを運用し、、継続的に事務
事業の見直し・改善も図っている。
・事務事業の改善については、AIなどを活用した効率化の面
など、一部成果が得られていない状況にある。
・毎年、外部評価委員会を開催し、行政改革大綱実施計画
の進捗管理を実施している。
・政策的事業について、投資的事業等要求調査を通しての
評価を実施している。

・主要事業の進捗管理
・業務手順書の継続的見直し
・行政改革の進捗管理（外部評価委員会の開催）
・投資的事業等要求調査

継続 ○これまでと同様に各種事務において社会情勢や市
民のニーズに照らし、その必要性、有効性、成果を評
価しつつ、またRPAやAIなどを活用した電子自治体の
推進を図り、より一層効率的な行財政運営を図る。

第6章 Ⅵ-① ５ 自治体クラウドの推
進

B

・参加団体と業務ごとに事務の標準化を実施し、クラウドシス
テムを実現させた。クラウド化により、構築費および運用経費
について割勘効果が大きく発生した。
・基幹システムのクラウド化により、当初作成される各種業務
の通知について用紙作成から印刷までの作業を共同におい
てアウトソーシング実施した。

・基幹システムクラウド事業
・戸籍・コンビニ交付システムクラウド事業
・福祉システムクラウド事業
・帳票アウトソーシング事業
・帳票アウトソーシング（選挙入場券）事業

継続 ○システムのクラウド化の効果は経費削減、事務の効
率化にはとても有効な手段でもあることから事業につ
いては今後も継続する。

第6章 Ⅵ-① ６　財政の健全化

C

・投資的事業等要求調査を通し、事業評価と実施時期の調
整を行い、予算の平準化に取り組んでいる。
・新地方公会計制度に基づく財務書類などを作成し、市ホー
ムページに掲載することで透明性の高い行政運営を図って
いる。
・持続可能な行財政運営を図るための新たな財源の確保に
までは至っていない。
・令和３年度以降実施見込みの新規定員適正化計画は、令
和元年度中の策定を目指す。

・投資的事業等要求調査
・事務事業見直し調査
・統一的基準に基づく財務書類作成
・事務事業見直し調査（→物件費、人件費の抑
制）
・使用料の見直し（平成30年４月～）
・不用市有財産の処分（売却）
・令和元年度中に定員適正化計画策定

継続 ○人口減少や少子高齢化が進む中で、将来ニーズに
対応した持続可能な行財政運営を進めていくために
は、電子自治体の推進などを通し、事務の効率化・組
織のスリム化等を一層図るとともに、併せて全庁的に
必要な財源の確保に向けて取り組む。
○多様化する行政ニーズに応えるべく業務改善やAI
化を庁内に呼びかけ、それが効率化や簡素化につな
がるように努める。
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目標・方針・施策 評価 評価理由・成果 実施した主な事業名 今後の方向性と内容

第6章 Ⅵ-② 広域連携と推進
2.5

第6章 Ⅵ-② １　近隣市町との連携の
推進

B

・甲西駅の行き違い設備を滋賀県草津線複線化促進期成同
盟会の最重点要望として要望活動を年1回実施している。草
津線利用客は平成10年のピークから横ばいであり、利用客
の増加がなければ、草津線複線化は見込めない。
・国道１号バイパス（菩提寺～石部緑台区間）の平成27年度
中の暫定供用が計画どおり実施（平成28年３月）し、交通の
渋滞解消、緩和に貢献している。
・野洲市及び竜王町とは、野洲・湖南・竜王総合調整協議会
を設置、栗東市とは、栗東・湖南広域行政協議会を設置、平
成30年度から甲賀・湖南広域行政協議会を発足している。
・クラウド協議会を設立した（クラウド団体が８市）。
・災害時に情報システムに被害が生じた場合の協力体制を
整えるため、システム業者およびデータセンター業者と災害
協定を締結した。

・要望活動を年1回西日本旅客鉄道株式会社に
対して実施
・栗東水口道路整備工事
・栗東・湖南広域行政協議会の開催
・野洲・湖南・竜王総合調整協議会の開催
・甲賀・湖南広域行政協議会の開催
・おうみ自治体クラウド協議会設立
・おうみ自治体クラウド災害協定書締結

継続 ②継続
○西日本旅客鉄道株式会社に要望活動を実施すると
ともに、沿線市において、駅からの２次交通の利便性
向上による観光客の入込客の増加、駅を中心としたコ
ンパクトシティの構想や企業、学校等の誘致を促進す
る。

②継続
○今後は、全線四車線化の早期実現に向けて、粘り
強く国・県に要望する。
○野洲・湖南・竜王については、道路要望だけでなく、
希望ヶ丘の新たな活性化について検討を進める。
○栗東・湖南については、共通の資源として旧東海道
が掲げられることから、東海道連携を検討する。
○甲賀・湖南については、総会において６項目が掲げ
られたことにより、それぞれの担当部局を中心に検討
を進める。
○システムの共同利用は経費の削減、事務の効率化
において非常に有効な手段と考えています。今後も近
隣市と情報を共有し自治体クラウド事業を継続して進
める。

第6章 Ⅵ-② ２　新たな広域自治の
検討

C

・栗東、野洲、竜王の各市町との広域的な協議会を通じて、
情報共有等を進めているが、広域連合や広域自治について
は検討に至っていない。

・栗東・湖南広域行政協議会の開催
・野洲湖南竜王総合調整協議会の開催

継続 ○今後も、新たな広域自治の可能性について、注視し
ていく必要があり、各種協議会を通じて、周辺市町との
連携を図る。
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資料4-2

評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 １．働く場の創出プラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 １ 産業力の強化 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（１）産業力の強化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

3

職場体験や講師招聘につい
ては、湖南市の企業を活用し
たり、地元の講師を招聘した
りすることで地域と連携した取
組がなされている。そのことに
より、地域へボランティア活動
をするなど、地域で活躍する
中学生が増えている。

「職場体験学習」だけに終わら
ず、さらにそれを充実させること
で、子どもたちの視野を広げ、
可能性に気づく取組を進める必
要がある。

学校教育
課

1

インターンシップ実施企業は
あまり多くない。

市内には中小企業が多く、なか
なかインターンシップに取り組め
ないところも多い。

商工観光
労政課

■起業の支援② 3

湖南市産業振興戦略推進会
議
平成30年度　2回開催
平成31年度　3回開催予定
産業振興ビジョン策定につい
ては平成31年度内を目標とし
ている。

ビジョン策定後、定期的に進捗
管理を行っていく必要がある。

商工観光
労政課

■起業の支援③ 3

当支援計画による創業者数

平成27年度　4人
平成28年度　13人
平成29年度　10人
平成30年度　12人

　創業支援補助金の制定など、
市で創業機運を醸成する取組
が弱い。また、市での窓口相談
はほとんどなく、湖南市商工会
に頼りっきりになっている。

商工観光
労政課

■起業の支援④ 3

　湖南市においては女性起業
家が増えつつあり、特に主婦
業や育児をしながら自らの趣
味や能力を活かした創業が多
い。

　関係団体が行う事業について
広報活動程度の関わりしかでき
ていない。 商工観光

労政課

■起業の支援⑤ -

事業未着手である。 該当なし

商工観光
労政課

評価の凡例（施策の目標達成状況）

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

　国・県・その他関係機関から寄せられる有益な情報を効果的に
発信し、創業機運の醸成を行う。
　近隣市町の取組を参考に、補助金制度の制定や創業支援事業
に係る予算を要求し、湖南市独自の支援事業を実施する。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

○ストリーミングなどによるキャリア教育の
実施
職場体験などを通じて「働く」ことの意義の
理解やイメージを深めたり、市内産業への
関心を喚起する。

市内全ての中学校で職場体験を実施。小学校においては社
会科や総合的な学習の時間において会社・工場見学を実
施。また、夢作文を書いたり夢先生を招聘したりするなど、小
学校段階からキャリア教育を充実させている。
また、「職業人なりきりカード」を活用した教職員への研修を
平成30年度実施し、一部学校においてそれを活用した授業
が展開されている。

②継続
キャリア教育を小学校から始め、充実させていくことは、子どもの
「夢」や「志」を創る取組であるため継続していきます。

インターンシップに関するチラシを配架・配布し、周知を行っ
たが、具体的な事業は行っていない。

中小企業など小規模な事業所では人的な余裕がなく、インターン
シップなどの就業体験に取り組めていないのが現状である。
国・県や関係機関からの情報や近隣市町での取り組みなど、有
益な情報の提供を行い、支援する。

■起業の支援①

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

○女性企業家ネットワーク形成促進事業
女性企業家、女性経営者、起業をめざす女
性を対象に行われる交流会、勉強会などを
支援し、情報共有、ネットワークづくりを促
進する。

　湖南市商工会や市内のＮＰＯ法人が行う交流会、勉強会に
後援し、広報誌やＳＮＳなど各媒体を用いた情報発信を行
い、起業を志す女性のネットワーク形成を行っている。

　女性の起業は、起業家同士のネットワークを構築することでお
互いが刺激しあい、助け合いながら相乗効果が生まれる傾向が
ある。関係団体の事業を紹介するだけにとどまらず、市が軸と
なって、ネットワーク形成の場を提供する。

○外国人起業支援事業
地域を拠点とする新たなビジネス創出、国
際人材の定着を促進する。

該当なし 　2018年、経産省では、外国人起業家を支援する意欲のある地
方公共団体が策定する「外国人起業活動管理支援計画」を認定
し、法務省とともに、外国人が起業しやすい新たな制度を開始し
た。認定された計画に基づき地方公共団体が管理・支援等を行う
外国人起業家は、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在
留することが可能となる。当計画の策定も視野に入れながら、外
国人起業希望者への支援体制を整備する。

○産学のニーズ＆シーズのマッチング
学などが保有する技術や知識と、地域産
業が有する経験をマッチングすることで、あ
らたな産業を創造する。

平成30年３月「湖南市地域産業振興基本条例」を制定。この
条例に基づき、市内産業団体の長や教育・金融関係の方、
また市内創業者、学識経験者による「湖南市産業振興戦略
推進会議」を開催しており、湖南市産業振興ビジョン策定に
向けて協議を重ねている。

市内の地域産業の振興に関する基本理念を定め、地域産業に関
わる事業者の皆さまの役割を明らかにし、地域産業の総合的な
振興を推進し、多様で活力のある地域経済の活性化及び市民生
活の向上を図ることが目的。目的達成に向けた定期的な進捗管
理、ビジョンの見直し等を行っていく。

○創業支援事業
金融機関や商工会との連携を図り、起業を
望む人が市内での起業を実現するまで
に必要な支援を総合的に実施するしくみを
整える。

　平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づ
き、「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の
認定を受けました。地域内の創業を促進させるため、認定連
携創業支援事業者である湖南市商工会や滋賀県産業支援
プラザなど関係機関と連携し、創業希望者に対して、窓口相
談、創業塾、ビジネスマッチングの実施による支援を実施。

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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資料4-2

政策パッケージ
（１）産業力の強化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

■起業の支援⑥ -

事業未着手である。 該当なし

学校教育
課

■事業継承の支
援①

3

　湖南市伝統野菜を用いた商
品開発、イベント出店など積
極的に事業活動を行っていた
だいている。

　市内小規模事業者にとって事
業承継や後継者問題は喫緊の
課題。一店舗だけではなく、他
商店街も含めて継続的な支援
策が必要。

商工観光
労政課

■農業の活性化
①

3

集落営農組織の法人化状況
2016年度（農）平松ファーム
2017年度（農）菩提寺ファーム
（農）未来ファームなつみ

集落における組織化状況
2019年度ファーム阿星の郷
（東寺）

・法人化できていない団体が１
団体ある。
・営農組織のない集落、担い手
の少ない集落における担い手
育成
・担い手の高齢化、離農

産業立地
企画室

■農業の活性化
②

3

新たな商品開発
目標：3商品 実績：7商品
連携する団体
目標：10団体 実績：10団体

【2017年度～2019年度】
・特産品等マーケティング支
援事業を実施し、地域の農産
物等を稼げる商品とするため
事業者の販売力強化を支援し
た。
・産学官連携事業を実施し、
地域性に富んだ新たな特産
品の創出に向けて大学、事業
者と連携した取り組みを行っ
た。

・生産者と加工者のマッチング
や意識醸成の取り組み
・生産体制の強化
・販売促進に向けた商品PR

産業立地
企画室

■農業の活性化
③

2

体験農園の来客者
2019年度　目標：4,200人

市民農業塾参加者数
2019年度13名
チャレンジ農園参加者数
2019年度10名

・観光客の誘客
・就農者育成

産業立地
企画室

■農業の活性化
④

3

平成27年末における転作面
積
目標：0.25ha　実績：1.39ha

・農業者の意識醸成
・農産物のブランド化に伴う産
地育成
・生産に向けた技術指導

産業立地
企画室

○作物適性環境調査・マップ作成事業
⇒新規就農の促進と新たな特産品の創出
を図るため、市内の土壌や水質などを調査
し、それぞれの地域に適した農作物を図面
情報として整理する。

【商品作物増産に向けた土質調査事業】
　市民産業交流促進施設への出荷を見据え、戦略的（ブラン
ド化、高付加価値化、伝統野菜生産維持・技術継承）に収益
性の高い農作物の生産拡大に繋がり、作物転換の契機とな
る成果があった。

　収益性の高い農作物への栽培転換や複合化を図ることで、安
定した農業経営を実現するため、園芸品目の栽培技術や設備の
支援を行うとともに、具体的な生産作物の推奨を図りながらブラン
ド化を目指していく。

○農業観光地域活性化拠点ブランディング
および販路開拓事業
農業・観光の地域活性化拠点として、市民
産業交流促進施設（物産館）を開設するに
あたり、市場のニーズのマーケティング調
査や地域特産品開発、流通販路開拓、地
域農産物の出店者の拡大を行う。

【農業観光地域活性化拠点ブランディングおよび販路開拓事
業】
　市内の農産物を活用し、出店拡大や集客につながる商品
開発として目標３商品を上回る７商品についてグループイン
タビュー等によりマーケティング調査を実施できた。
　また、農業関係団体だけでなく、観光協会、商工会、工業
会、元気合同会社等の２次、３次産業を中心とする団体とも
連携することで、高付加価値化、６次産業化に取り組む体制
づくりが図れた。

　引き続き新たな付加価値を生み出す6次産業化に取り組み、地
域において伝統野菜等歴史的価値がある農産物の保存、活用を
図る。また、地域の農産物の特産品開発を行い、担い手確保や
販路拡大を推進する。

○市民とつくる体験農園・農業振興拠点
⇒体験農園を整備し、収穫体験など各種
農業体験、調理体験のプログラムを実施
し、観光客の誘客を図るとともに、農業振
興による地域活性化を図る。

【市民農業塾事業】
　園芸作物の栽培実習を通じて、市民が農業に関心を持ち、
農業の裾野を広げる取り組みを行った。また、収穫祭を開催
し、塾生が育てた野菜を市内外の人に収穫体験してもらっ
た。
【みらい公園湖南チャレンジ農園実践事業】
　ビニールハウスを活用した栽培を通年体験することで就農
への意欲を高める機会となった。また、参加者自らが育てた
野菜を市民産業交流促進施設の直売所へ出荷した。

　市民が参加する事業の実施は行ったが、観光客の誘客まで
至っていない。みらい公園湖南全体の取り組みの中で農園を活
用しながら観光客向けに地元農産物をPRできる仕組みを構築し
ていきたい。

○中小企業事業継承支援事業
地域の商店街のにぎわいを取り戻すため、
空き店舗の実態および活用可能な空き店
舗の調査の実施、モデル的な空き店舗活
用を支援する。

　地方創生先行型交付金を活用事業として、商店街等の空
き店舗対策をモデル的に支援することとし、商店街自身によ
る誘致や受入体制の整備に取り組み、空き店舗対策の実施
に意欲のあった下田商店街の空き店舗を活用し、牡蠣小屋
をオープン。

　湖南市商工会や湖南市空き家サポートセンター、地域との情報
交換、連携を図り、創業希望者と空き家所有者とのマッチングを
支援する。

○集落営農担い手育成事業
集落営農の担い手を育成し、小規模農家
を統合することで、経営体の安定性を向上
させる。

【集落営農等法人化支援事業】
　集落営農組織の法人化を支援することで、集落内の農地を
有効活用し農地保全と農業生産力の向上が図れるとともに、
農業経営の安定と適正な営農が実施できた。
　

　集落営農法人がいる集落でも組合員の高齢化や後継者がいな
いため将来において組織の存続が困難な状況にある。次世代継
承の取り組み等、関係機関と連携しながら組織強化に努める。

○小中学生起業教育事業
起業も職業の選択肢として、自ら課題を見
つけ、学び、行動する起業家精神を持った
人材の育成を行う。

該当なし 　児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しなが
ら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を
身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等
の特質に応じてキャリア教育の充実を図る。小学校段階から、、
起業家教育のみを行うのではなく、教育活動全体を通じて、基礎
的・汎用的能力を育む。
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資料4-2

政策パッケージ
（１）産業力の強化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

■企業誘致① 3

　滋賀県産業立地推進協議
会で、県外においてフォーラ
ム等を開催し、県外所在企業
に対し、誘致活動に取り組ん
だ。

・具体的な立地ニーズ等への対
応
・立地企業の技術向上や新規
産業の立地支援等テーマを
持った研究施設等との共同連
携

産業立地
企画室

■企業誘致② 1

　同時に実施している産業団
地や独自の支援策について
は、民間活力を活用した新産
業団地の開発や企業立地促
進奨励制度の創設等の一定
の成果が得られたが、公共に
よる物流ターミナルの整備は
複数の課題があり、事業実施
の目途が立っていない。

・市で施設整備および損失補填
が必要。
・既存物流網の再編が困難。
・取扱貨物量及び条件により
マッチングが困難。
※施設整備費…約２２．３億円、
損失補填…毎期３～４億円の可
能性有。
　今後は、国、県、港湾等との
広域的な連携を継続すると共
に、「ＡＩターミナル」や「スー
パー・メガリージョン」の形成
等、将来的な動向も見据え、時
代に適した事業内容の見直しを
行っていく必要がある。

産業立地
企画室

■企業誘致③ 4

・Ｈ２８：企業立地促進法の基
本計画策定
・Ｈ２９：地域未来投資促進法
の基本計画策定
・Ｈ３０：生産性向上特別措置
法の税制支援実施
・Ｒ１：企業立地促進奨励制度
の創設

・地域未来投資促進法の基本
計画に基づく支援措置の実施
・立地立地促進奨励制度を活用
した企業誘致、企業立地支援
・その他事業環境の整備等、総
合的な企業誘致・企業立地支
援を行っていく必要がある。

産業立地
企画室

■企業誘致④ 1

＜内陸型国際総合物流ターミ
ナル＞
　同時に実施している産業団
地や独自の支援策について
は、民間活力を活用した新産
業団地の開発や企業立地促
進奨励制度の創設等の一定
の成果が得られたが、公共に
よる物流ターミナルの整備は
複数の課題があり、事業実施
の目途が立っていない。
＜市民産業交流促進施設＞
・地域再生計画策定：Ｈ２７
・事業実施年度：Ｈ２７～Ｈ２８
・工事名：（仮称）市民産業交
流促進施設・JAこうか湖南地
区統括支所建設工事
・事業費：３７４，０５８，０００円

＜内陸型国際総合物流ターミナ
ル＞
・市で施設整備および損失補填
が必要。
・既存物流網の再編が困難。
・取扱貨物量及び条件により
マッチングが困難。
※施設整備費…約２２．３億円、
損失補填…毎期３～４億円の可
能性有。
＜市民産業交流促進施設＞
　魅力発信拠点施設と共に、み
らい公園全体として公園の目的
を達成するために必要な事業に
取り組んでいく必要がある。

産業立地
企画室

■商業の活性化
①

3

　ここぴあの指定管理者であ
るJAこうかにより、各地の特
産品を仕入れ、販売。月一回
開催している定例会にて販売
効果などを検証している。

市外での販路開拓がさらに必
要。なお、ここ滋賀での特産品
販売は、市や商工会のフォロー
のもと、各事業者が主導で行っ
ている。

商工観光
労政課

○国内と国際交流の双眼による産業融合
事業
内陸型国際総合物流ターミナルと市民産
業交流促進施設（物産館）の整備により、
第一次産業の転換、第二次産業の再生、
第三次産業の発展による産業の融合を図
る。

＜内陸型国際総合物流ターミナル＞
　ターミナル事業手法調査における採算シミュレーションや事
業スキームの検討を行ったところ、複数の大きな課題に直面
したことから、事業実施に至っていないため。
＜市民産業交流促進施設＞
　みらい公園湖南における核施設として、市民産業交流促進
施設はＨ２８の１１月に開設、魅力発信拠点施設はＨ３１の４
月に開設済。

＜内陸型国際総合物流ターミナル＞
・ヒト、モノ、カネ、情報を創造する流通全体の結節点として、産業
団地へのマルチ流通拠点施設の誘致等、立地促進制度や事業
環境の整備も併せ、総合的な企業誘致支援を行っていく。
・立地企業においては、地域の強みを活かした多様なものづくり
産業と、デジタル技術分野との融合に寄与する「物流効率化事
業」等、地域経済を牽引し公益に資する取り組みを促進し、連携
支援を行っていく。
＜市民産業交流促進施設＞
　施設の適正な管理運営により、魅力発信拠点施設と共に地元
農産物の生産・需要拡大、工場や研究農場とも連携した六次産
業化、農産品の販路拡大や工業製品・技術等の域外波及（１次
産業・２次産業・３次産業の融合と未来の創造）を創出する。
　また、市の魅力を地域内外へと発信していくために、農産物の
収穫体験を通じた「グリーンツーリズム」、湖南三山に代表される
市内の観光スポットへの起終点となるような「広域交流のゲート
ウェイ機能」、市内に立地するものづくり企業の工場見学を通じた
「産業ツーリズム」等、関係機関との連携協力による多種多様な
魅力を織り交ぜたイベントやモデル事業を通して、産業促進の取
り組みを地域全体に波及拡大させていく。

○海幸・山幸プロジェクト
市外から海の幸や山の幸の特産品を仕入
れ市内で販売し、市内の特産品を市外の
仕入れ先で販売することで相乗的な販売
促進を行う。

　市民産業交流促進施設「ここぴあ」において、友好交流都
市である鳥取県北栄町や北海道比布町、観光交流都市であ
る高知県室戸市・東洋町、そして三重県南伊勢町の商品を
仕入れ、販売している。
　また、東京・日本橋の首都圏情報発信拠点「ここ滋賀」にお
いて、湖南市特産品を販売している。

　市外での販路開拓を強化する。

○内陸型国際総合物流ターミナルの整備
内陸型国際総合物流ターミナルを整備す
ることで、近隣を含む地域内の企業の海外
展開を支援する。

　ターミナル事業手法調査における採算シミュレーションや事
業スキームの検討を行ったところ、複数の大きな課題に直面
したことから、事業実施に至っていないため。

・ヒト、モノ、カネ、情報を創造する流通全体の結節点として、産業
団地へのマルチ流通拠点施設の誘致等、立地促進制度や事業
環境の整備も併せ、総合的な企業誘致支援を行っていく。
・立地企業においては、地域の強みを活かした多様なものづくり
産業と、デジタル技術分野との融合に寄与する「物流効率化事
業」等、地域経済を牽引し公益に資する取り組みを促進し、連携
支援を行っていく。

○企業誘致制度の整備
地域産業を強化するために新しい分野に
挑戦する企業や新製品を研究開発する企
業などを誘致する制度を整備する。

　産業振興施策の基盤となる計画を順次策定し、各種制度を
活用した支援措置を行うと共に、独自の支援策となる企業立
地促進奨励制度を創設したため。

　産業団地への企業誘致、立地促進に関する支援、みらい公園
湖南に関する取り組み、事業環境・操業用地に関する支援、設備
投資に関する支援、規制に関する支援、情報に関する支援、人材
確保・育成等に関する支援等を通して、特色ある産業を生かした
本市ならではの企業誘致・企業立地支援を進めていく。

○成長分野の企業や本社機能の立地の促
進
企業の本社や研究所などを誘致し、既存
企業との技術融合などによる相乗効果を
発揮する。

 県や市町等関係団体からなる滋賀県産業立地推進協議会
において、企業誘致施策全体に関する情報共有・提供・意見
交換を行ったため。

　事業環境の整備や新たな事業創出のための設備投資支援等を
通して、特色ある産業を生かした本市ならではの企業誘致・企業
立地支援を進めていく。
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資料4-2

政策パッケージ
（１）産業力の強化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

■商業の活性化
②

-

実施できていない。

商工観光
労政課

■商業の活性化
③

-

　指定管理における業務仕様
書や申請書に基づき、計画的
には位置付けがなされている
が、実効レベルには至ってい
ない。

　指定管理者との具体的な協議
や数値データの共有を密にし、
詳細な分析を行う必要がある。

産業立地
企画室

■商業の活性化
④

-

実施できていない。
商工観光
労政課

○賑わいある駅前づくり支援事業
駅前の賑わいや活性化を目的に、飲食店
を中心とした創業・起業の支援を行う。

　ＪＲ草津線石部駅・甲西駅・三雲駅前の賑わいや活性化を目的
に出店する創業者に必要な経費の一部を助成する等といった、
創業希望者が必要としている制度の構築・整備を行いたい。

○地域商店街再生活性化事業
市内の複数の店舗連携にストーリー性を
持たせ、市外の消費者の市内への流入を
促進する。

　 全国商店街振興組合連合会の補助金を活用するなどし、商店街
が地域コミュニティを強化するための地域住民のニーズ調査や地
域住民との交流事業等を支援していきたいと考える。

○マーケティングリサーチデータなどの
オープンデータの活用
市が保有する情報のうち、マーケティングリ
サーチやシミュレーションなどに活
用されることにより、新規創業や新たな
サービスの開発などにつながるものを公
開する。

　市民産業交流促進施設における指定管理者のノウハウを
活用し、売れ筋分析、顔認証システムによる来店者層の分
析、顧客情報の収集等を行うことにより、部門別・品目別・出
荷者別等の調査結果を公開することが、マーケティングリ
サーチやシミュレーションにつながると考えられるが、現在、
数値データに関しては収支の全体把握の段階で滞っている
ため。

　市民産業交流促進施設における出荷者や消費者等との交流を
深め、ニーズに合った情報提供や収集を積み重ねることにより、
蓄積された保有データの更なる活用を通して、新規創業や新たな
サービスの開発等につながるよう取り組んでいく。
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 １．働く場の創出プラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ２ 多様な雇用・働き方の実現 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（２）多様な雇用・
働き方の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■若者・女性の雇
用の確保①

-

各企業・事業所にはそれぞれ
の採用システムや採用方針
があり、また高校生の就職に
ついては滋賀県独自のルー
ルがあるため、事業は行えて
いない。

各企業・事業所にはそれぞれの
採用システムや採用方針があ
り、また高校生の就職について
は滋賀県独自のルールがあ
る。これらをクリアし、地域の就
職システムの再構築は困難。

商工観光
労政課

■若者・女性の雇
用の確保②

3

出展数/来場者数/内定者数
㉘　26社/33人/4人
㉙　26社/28人/4人
㉚　（一般）66社/87人/23人
 （障がい者）12社/40人/9人
（㉚うち湖南市分）
　　 （一般）20社/-人/7人
 （障がい者）5社/-人/5人

参加者を増やすため、開催時期
の設定や広報についての検討
が必要。

商工観光
労政課

■若者・女性の雇
用の確保③

1

インターンシップ実施企業は
あまり多くない。

市内には中小企業が多く、なか
なかインターンシップに取り組め
ないところも多い。

商工観光
労政課

■若者・女性の雇
用の確保④

3

フォークリフトについては受講
者の全員が、その他の講座に
ついても受験者の半数以上が
検定試験に合格し、資格を取
得した。

就転職に有利な資格の見極め。

商工観光
労政課

■求職活動の支
援①

3

　　相談件数／就職件数

㉗　1,233件　／　46件
㉘　1,126件　／　47件
㉙　1,247件　／　62件
㉚　2,078件　／　74件

継続就労のための支援

商工観光
労政課

○女性再チャレンジ資格取得支援事業
出産により離職している女性の就労支援、
能力の向上を目的として資格取得を支援
する。

女性の社会復帰と就労機会の拡大のため、平成29年度から
女性を対象としたフォークリフト運転技能取得講座を開催し
た。
また、医療事務講座や調剤事務管理士資格講座、介護事務
講座、簿記講座、ファイナンシャルプランナー講座などの資
格取得講座を開催、就労支援や能力の向上を図った。

今後も、ビジネスシーンで求められている資格やスキルが取得で
きる講座を開催し、女性の社会復帰や就労機会の拡大に向けた
能力の向上を目指す。

○ハローワークと一体となった就職相談
ハローワークの持つ就業情報を最大限活
用し、さまざまな理由により“働きたいのに
働けない”人々の就職を支援する。

市役所東庁舎に設置されているハローワークの出先機関で
ある「チャンスワークこなん」について、平成30年度から、生
活保護受給者や就職困難者だけでなく、市の就労相談会で
の相談者も利用対象になったため、チャンスワークこなんの
利用者が増加、

今後も、就労相談員、就労情報コーディネーター、チャンスワーク
こなんや関係機関が連携し、就労支援に努める。

○合同企業説明会の実施
学生、移住希望者を対象とする市内企業
の合同企業説明会を大学に出向き積極的
に実施する。

若年者や障がい者を対象とした就職面接会を開催。
平成30年度からは甲賀市と共催し、合同就職面接会として
開催した。甲賀市と共催することで事業費を有効に利用で
き、学生や求職者が参加しやすい、交通の便のよい場所で
の開催が可能となった。

課題解決のための検討を重ねながら、引き続き合同就職面接会
を開催する。

○ストリーミングなどによるキャリア教育の
実施【再掲1】
職場体験などを通じて「働く」ことの意義の
理解やイメージを深めたり、市内産業への
関心を喚起する。

インターンシップに関するチラシを配架・配布し、周知を行っ
たが、具体的な事業は行っていない。

中小企業など小規模な事業所では人的な余裕がなく、インターン
シップなどの就業体験に取り組めていないのが現状である。
国・県や関係機関からの情報や近隣市町での取り組みなど、有
益な情報の提供を行い、支援する。

○企業と教育機関のマッチング事業
企業と高校、大学などのマッチングを行
い、本社一括採用システムなどで失われ
た、地域の就職システムを再構築する。

事業は行っていない 合同就職面接会の開催案内を教育機関あてに直接行うなど、就
職に関するアプローチの方法を模索するとともに、地元企業と教
育機関との結びつきを築くための検討を行う。

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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政策パッケージ
（２）多様な雇用・
働き方の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

■求職活動の支
援②

－

求職活動に特化したものでは
ないが、およそ月に１度の割
合で「子育てリフレッシュ事
業」を行っている。就学前の子
の育児を行っている保護者を
対象に、１回につき２～４時間
（申し込みにより延長も可能）
の託児を行い、時間を自由に
使っていただく事業。１回につ
き子供10人を上限としており、
ほぼ定員以上の申し込みが
ある。
また、この事業で保育を担っ
ている子育て支援サークル
は、独自に託児を請け負って
おり、広く活用されている。

託児を「求職活動時」と限定した
場合、ある程度の急性が求めら
れると考えられるため、子育て
支援サークルの人員確保や保
育場所の確保が困難となる可
能性がある。

商工観光
労政課

■テレワーク環境
の充実①

－

市がテレワークコーディネート
事業を行うには様々な課題が
あり、着手できていない。

市内事業所では、ものづくりを
中心とした中小企業が多いた
め、テレワークの実施に先立
ち、その内容や仕組みについて
の啓発や研修が必要。

商工観光
労政課

■テレワーク環境
の充実②

－

市の事業として、シェアハウス
などの整備に着手できていな
い。

シェアハウス整備のためには、
施設（建物）が必要であり、また
運営に関する知識などが必要
なため、他課（住宅室・地域創
生推進課等）との連携が必要。

商工観光
労政課

■テレワーク環境
の充実③

－

市の事業として、コワーキング
スペース支援事業は行えてい
ない。

コワーキングスペースに関する
要望などの市場調査が必要。

商工観光
労政課

■多様な働き方
の実現を支援①

3

シルバー人材センターの積極
的な活用を図り、また技術講
習などの情報発信を行った。

支援内容やその方法について
の検討が必要。

商工観光
労政課

○コワーキングスペース支援事業
シェア工房などにおける、異業種間交流、
ビジネスマッチングを促進するため、コワー
キングスペースの活動を支援する。

事業は行っていない 現在、民間事業者がコワーキングスペース事業に着手・運営して
いる。民間事業者や関係機関とも連携し、活動への支援を図る。

○テレワークコーディネート事業
育児の隙間時間など、個人の都合に応じ
た就業を可能とするテレワーク環境を充実
させることで、多様な人材の活躍を促進す
る。

○高齢者の就労支援や技能の活用
働く意欲のある高齢者の就労を支援するこ
とで、技術の継承や活用を促進する。

高齢者の就労や技能の活用・継承を目指し、シルバー人材
センターの活動を支援している。

今後も、シルバー人材センターの活動を支援していく。

事業は行っていない 国等から得た情報を発信し、企業・事業所や求職者への周知を
行ったり、また、テレワークに関するセミナーや研修を行うことで、
「テレワークという働き方」についての理解を深めるよう努める。

○シェアハウスなどの整備
起業を目的とする若者の経済的負担の軽
減、同じ志を持つ者同士が切磋琢磨、相互
協力することによる知識や技術の習得など
を可能とする、シェアハウスなどの整備を
推進する。

事業は行っていない 民間事業者や関係機関と連携し、事業を加速させたい起業済み
の方、これから起業予定の会社員、大学生、いつか親の事業を
引き継ぐ後継者など、各自が互いに刺激を与え合い、目標の実
現を加速させることをコンセプトとしたシェアハウス整備にむけた
検討を行う。

○求職活動託児サービス
求職活動時の託児サービスを提供すること
で、“働いていないから保育サービスを利
用できない、保育サービスを利用できない
から働けない”という状況を解消する。

求職活動時に限定した託児サービスは行っていない 「子育てリフレッシュ事業」については、子育て中の保護者からの
ニーズがあることから、引き続き行っていく。
また、その他の託児（保育）サービスについては、市内の子育て
サークルの活動を周知するなどの支援を行い、求職活動の一助
を図る。
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政策パッケージ
（２）多様な雇用・
働き方の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

■多様な働き方
の実現を支援②

3

障がい者の就労に関する情
報発信だけでなく、相談業務
も多い。就労件数については
毎年５件前後となっている。
企業と作業所を繋ぐ役割を担
い、一定の成果をあげてい
る。

支援体制が脆弱な福祉作業所
が、情報センターを頼りすぎる
傾向にある。業務の切り分け、
線引きがあいまいになるので、
その点をどうしていくか、検討が
必要。

商工観光
労政課

○障がい者就労情報センター
障がい者の就労に関する情報を発信する
など多方面から障がい者の就労を支援す
る。

　一般相談　／　作業所相談　／　訪問相談　／　就職件数
㉗　116件　／　　  　977件　　／　　163件　　／　　3件
㉘　 90件　／　　　1,285件　　／　　246件　　／　　4件
㉙　 97件　／　　　1,370件　　／　　308件　　／　　5件
㉚　240件　／　　　1,454件　　／　　373件　　／　　4件

相談件数が年々増加しており、障がい者の就労支援の中で
担う役割は大きい。

チャンスワークこなんや働き暮らし応援センターなどの関係機関
や、庁内関係部局と連携しながら、障がい者等の就労に向けた
支援を行っていく。
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 ２．ひとへの投資プラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ３ ふるさとづくりの促進 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（３）ふるさとづくり
の促進

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■定住の促進① 3

区・自治会やまちづくり協議会
への交付金事業により充実し
た活動につながっている。

まち協と区との連携不足によ
り、まち協事業が地域課題を捉
えていない。 地域創生

推進課

■定住の促進② 3

地域おこし協力隊と地域との
連携により、地域活性化につ
ながった。

地域おこし協力隊員の定住率
が低い。

地域創生
推進課

■定住の促進③ 2

ﾀだじゃれ授業の実施におい
ては、Ｄ－１だじゃれｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
に出場するなどの成果につな
がった。

事業成果が見えにくい。

地域創生
推進課

■定住の促進④ 3

市の一般財源確保に貢献で
きた。また、本制度を通じて地
域の掘り起こしができ、市内
業者の販路が開拓され湖南
市の知名度の向上に寄与す
るとともに、本制度をきっかけ
に商品の認知度が高まり、寄
付以外での申し込みにつなげ
ることができた。

ふるさと納税についてはR元年6
月に制度改正があり、返礼品の
見直しを行ったため、寄付額が
減少することが見込まれる。

地域創生
推進課

■定住の促進⑤ 3

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの専門家であ
る地域ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰを招聘し、
従来の市民活動補助金の申
請を受け付ける「待ち」中心の
方法から、活動主体への「ｱﾌﾟ
ﾛｰﾁ」に転換することが可能と
なり、ﾋﾄとﾋﾄとをつなぐことで
市民主体のまちづくりを進め
ることができた。ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨ
ﾝｸﾞは直接的には資金集めの
ためのﾂｰﾙであるが、活動主
体がﾌｧﾝﾄﾞ事業の立ち上げを
通じて自らの活動を知ってもら
えるきっかけとなっている。ま
た、市の支援を受けることで
広報媒体への掲載やﾌｧﾝﾄﾞ手
数料の減額などの恩恵を受け
られる。

現在は地域ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰが長年
培ってきた経験による専門的知
見を活かし、ﾌｧﾝﾄﾞの構成や市
民活動の企画へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽなど
を行ってもらえている。専門的
知識を補うためには外部の専
門家の継続的な招聘が必要に
なる。

地域創生
推進課

○クラウドファンディングの活用
インターネットを通じて、事業目的に必要な
経費の協賛金を募る。

クラウドファンディング立ち上げ件数
H30年度：４件
R１年度（12月現在）：４件

クラウドファンディングを通じた地域活動への参加者数
H30年度：684人（目標70人）

②継続
ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞによる市民活動を支援するための広報支援等に
ついては継続して実施していくことはできる。
ただし、市民主体のまちづくりをさらに推進していくためには、外
部の専門家の力が必要になるため、継続的な招聘を続けていく
必要がある。

○心のインフラづくり事業
人を思いやり支えあう気持ちを通して人と
人の心をつなぐ各種の事業を実施する。

吉本興業との包括連携協定により、各種ｲﾍﾞﾝﾄ時の事業や小
学校におけるﾀﾞｼﾞｬﾚ授業が実施できたため。

事業成果が分かりにくいことから、官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ連携事業へ
移行する。

○ふるさと納税事業
地域を応援したいというかたの思いを生か
しながら、特産品の紹介など、地域の魅力
を発信する

ふるさと納税
H26年度　1,050,000円
Ｈ27年度2,973件 66,278,905円
Ｈ28年度3,020件 77,326,000円
Ｈ29年度3,111件 72,268,500円
Ｈ30年度6,901件160,534,020円
順調な伸びを示しているため

②継続
　ふるさと納税制度については財源確保と湖南市の知名度ｱｯﾌﾟ、
産業振興に効果的な手法であるため継続していく。

○区・自治会や地域まちづくり協議会の活
動充実
市内43区・自治会、７つの地域まちづくり協
議会による主体的な地域づくりの活動を支
援する。

区・自治会やまちづくり協議会の活動を充実させるための交
付金事業を実施したため。

区とまち協の連携を強化し、さらに充実した地域の実現をめざ
す。

○地域おこし協力隊事業
大都市圏の若者で、地域に溶け込み、地
域住民とともにまちづくりを担う意欲ある人
材の受入れを拡大する。

地域おこし協力隊事業の実施により地域活性化に寄与でき
たため。

地域おこし協力隊事業をﾛｰｶﾙﾍﾞﾝﾁｬ－事業に移行したため、起
業中心の事業による地域活性化を進める。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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政策パッケージ
（３）ふるさとづくり
の促進

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■定住の促進⑥ 3

毎年継続して実施しているこ
とで、交流事業への参加者総
数の増加に伴い認知度も
徐々に高まっています。

あくまで行政主導の状況を打破
できておらず、民と民で何かを
能動的にアウトプットするには
至っていません。

商工観光
労政課

■Ｕターンの促
進・支援①

-

各企業・事業所にはそれぞれ
の採用システムや採用方針
があり、また高校生の就職に
ついては滋賀県独自のルー
ルがあるため、事業は行えて
いない。

各企業・事業所にはそれぞれの
採用システムや採用方針があ
り、また高校生の就職について
は滋賀県独自のルールがあ
る。これらをクリアし、地域の就
職システムの再構築は困難。

商工観光
労政課

■Ｕターンの促
進・支援②

3

出展数/来場者数/内定者数
㉘　26社/33人/4人
㉙　26社/28人/4人
㉚　（一般）66社/87人/23人
 （障がい者）12社/40人/9人
（㉚うち湖南市分）
　　 （一般）20社/-人/7人
 （障がい者）5社/-人/5人

参加者を増やすため、開催時期
の設定や広報についての検討
が必要。

商工観光
労政課

■Ｊ・Ｉターンの促
進・支援①

3

ホームページのリニューアル
に合わせ、一元化した移住定
住サイトを開設した。

常に情報を更新し、最新の情報
を提供していく必要がある。

秘書広報
課

■Ｊ・Ｉターンの促
進・支援②

4

湖南市空き家バンク開始後、
平成30年度は利活用可能な
11件の登録空き家の情報を
発信し、内7件の成約実績を
得ている。

空き家バンクの運営を委託して
いる現在の手法では、空き家所
有者の同意がなければ、空き家
バンクに不動産情報を提供でき
ず、足かせとなっている。また、
2019年度が地域創生交付金の
最終年度となるため、次年度以
降は事業継続に係る予算確保
が必要となり運営手法の見直し
検討を要する。

土木建設
課住宅室

■Ｊ・Ｉターンの促
進・支援③

2

特定空家の除却及び利活用
可能な空き家のリフォーム補
助に関する制度設計について
令和元年度中に取りまとめ、
令和2年度より運用を開始す
る。

少なからず事業者の負担を伴う
ため、地域の担い手による小規
模多機能自治を推進するほど
の機運が高まるところまで至っ
ていない。

土木建設
課住宅室

○友好交流提携都市との交流事業
友好交流提携都市との人材の交流、イベ
ント事業などの相互参加、共同実施、民間
企業のマッチングを支援する。

毎年相互のイベントに出展するなどのほか、北栄町とはH29
年度より企業交流会を実施している。
また、区長会やまちづくり協議会など住民同士の交流も行わ
れている。

前期で認知度を高めたため、後期で理解から行動へ繋げます。
行政職員を筆頭に、個人と個人、企業と企業の交流を促進する
場を提供し、成果を積極的に発信することで有益性を実感してい
ただきます。

○空き家有効活用
空き家の活用方法とあわせて、地域に必
要なサービスを検討することで、地域の担
い手による小規模多機能自治を推進する。

湖南市特定空家等認定基準の作成及び、この基準に基づく
特定空家の判定や除却工事への補助金交付に係る制度設
計並びに地域の発展に寄与することを条件とする、空き家の
利活用に対する補助金制度の検討を行っている。

継続
国の空き家対策総合支援事業を活用し、特定空家を減少させる
と共に、空き家の利活用を促進させ、地域の発展に繋げていく。

○移住希望者向けの情報提供
「移住ナビ」を活用し、市内での就業や住ま
い、子育て支援施策・施設など、移住先の
検討に必要な各種の情報を一元化し、わ
かりやすく発信する。

2019年7月にリニューアルした市のホームページに移住定住
サイトを開設し、情報の一元化を図ったため

移住定住サイトの充実（わかりやすく、魅力のあるサイトの作成、
情報の更新）

○空き家バンク
古民家をはじめとする空き家情報を発信す
ることで、移住希望者が地域に溶け込みや
すい住環境を選択できる環境を整える。

平成29年3月に策定した湖南市空家等対策計画に基づき、
平成30年6月に湖南市空き家サポートセンターあきやナクス
を開所、同年9月から所有者と利用希望者とのマッチング成
約の実績を着実に積み重ねているため。

継続
湖南市空き家サポートセンターあきやナクスで培ったノウハウを
引き継ぎ、地域と連携を図りながら、空き家解決相談をはじめ、空
き家の発生予防を担う空き家サポート業務と空き家の所有者と利
用希望者とのマッチングを促進する。

合同就職面接会の開催案内を教育機関あてに直接行うなど、就
職に関するアプローチの方法を模索するとともに、地元企業と教
育機関との結びつきを築くための検討を行う。

若年者や障がい者を対象とした就職面接会を開催。
平成30年度からは甲賀市と共催し、合同就職面接会として
開催した。甲賀市と共催することで事業費を有効に利用で
き、学生や求職者が参加しやすい、交通の便のよい場所で
の開催が可能となった。

課題解決のための検討を重ねながら、引き続き合同就職面接会
を開催する。

○企業と教育機関のマッチング事業【再掲
6】
企業と高校、大学などのマッチングを行
い、本社一括採用システムなどで失われ
た、地域の就職システムを再構築する。

事業は行っていない

○合同企業説明会の実施【再掲6】
学生、移住希望者を対象とする市内企業
の合同企業説明会を大学に出向き積極的
に実施する。
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 ２．ひとへの投資プラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ４ 観光と交流による活性化 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（４）観光と交流に
よる活性化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■伝統産業の活
性化①

3

新たな商品開発
目標：3商品 実績：7商品
連携する団体
目標：10団体 実績：10団体

【2017年度～2019年度】
・特産品等マーケティング支
援事業を実施し、地域の農産
物等を稼げる商品とするため
事業者の販売力強化を支援し
た。
・産学官連携事業を実施し、
地域性に富んだ新たな特産
品の創出に向けて大学、事業
者と連携した取り組みを行っ
た。

・生産者と加工者のマッチング
や意識醸成の取り組み
・生産体制の強化
・販売促進に向けた商品PR

産業立地
企画室

■観光交流の活
性化①

3

魅力発信プロジェクトにおい
て、市のシティプロモーション
により発信するブランドイメー
ジを構築し、ホームページ内
にコンテンツを設置した。
また、市公式Vtuber「minami」
を立ち上げ、市内外へ市の情
報と魅力を発信するチャネル
を増やした。

情報発信の手段として、ソー
シャルメディアの進歩は目覚ま
しくこうした手段をどのように活
用していくか。
2019年3月にスタートした市公
式Vtuber「minami」をどのように
活用していくか検討が必要であ
る。

秘書広報
課

■観光交流の活
性化②

2

観光入込客数が2015年度か
ら24％増加し、こにゃん市や
湖南三山の認知度が高まって
いる。

シティーセールスに関する組織
の設置やブランドの方向性の統
一など未達成の部分が多い。

商工観光
労政課

■観光交流の活
性化③

3

市内公共施設および市内JR
各駅などと連携し紙媒体での
広報を実施。また、市公式
Facebookやホームページに加
え、2018年4月には市公式ア
プリ「こなんいろ」を、2019年3
月には市公式Vtuber
「minami」をリリースしオンライ
ンでの情報発信にも積極的に
取り組むことができた。

市公式のアプリ、Vtuber、SNS、
HPなどの関連性とターゲッティ
ングが曖昧なため、個々の機能
とそれぞれの媒体が連携するこ
とによる発信力が活用しきれて
いない。それぞれの役割を明確
にし、各イベントや観光情報に
適した媒体を活用することが課
題。

商工観光
労政課

■観光交流の活
性化④

2

2019年6月にびわこビジターズ
ビューローがスタートさせた「そこ
滋賀プロジェクト」において、京都
駅前の外国人専用観光案内所に
英語訳した湖南三山のパンフレッ
トを設置し、京都を訪れる外国人
観光客への情報発信を実施し
た。

湖南市を訪れた外国人観光客
が、どこを、何名、どのくらいの
時間滞在し、何に満足感を得た
のかなどの情報収集ができてい
ないことが課題。

商工観光
労政課

○湖南市ブランド化事業
ブランド化、シティセールスを推進する組織
を設置し、市のブランド化を推進する。

観光入込客数
H30：595,000
H29：626,000
H28：536,100
H27：478,700
H26：418,500
順調に増加しKPIを達成しているため

シティープロモーションについてプロジェクトチームを発足するな
ど庁内横断的な組織によって意思統一を図ります。また、庁内の
みに関わらず、市民や団体、近隣市町と連携し、未来の湖南市か
らバックキャストしながら認知度の向上と交流人口の増加を目指
します。

○観光情報の発信事業
図書館・まちづくりセンター・文化ホール、
市内外の拠点施設などとの連携やインター
ネットを含む多角的なメディアを通じて観光
情報を発信する。

2018年4月にリリースした市公式アプリ「こなんいろ」が3,900
インストールに達し、また、市公式Vtuber「minami」が誕生す
るなど、市内外へ湖南市の情報と魅力を発信するチャネル
が増加したため。

各イベントや観光情報に適した媒体をうまく活用し、最低限の費
用で最大限の効果を得る方法を追求する必要がある。そのため、
それぞれの情報発信媒体の役割を明確にし、また、情報の受け
手の確保を積極的に行うことで情報発信力を向上させ、誘客を促
進する。

○インバウンド観光情報発信事業
湖南三山の歴史文化、道の駅・市民産業
交流促進施設（物産館）の地域特産品など
の情報を発信し、外国人観光客の誘致、集
客の促進を行う。

2016年11月に英語版の湖南三山パンフレットを作成し、外国
人観光客が訪れそうなエリアに設置することで誘致、集客の
促進を行っているため。

市内在住の外国籍住民の方々など、多様な文化・視点を持って
いらっしゃる人材と関わりながら、湖南市ならではのインバウンド
観光を模索し、そのゴールイメージに適した情報発信を実施す
る。

○湖南市ブランド化事業
ブランド化、シティセールスを推進する組織
を設置し、市のブランド化を推進する。

市の魅力を市内外に発信し、この地域に住み続けたい、戻っ
てきたいと思う人を増やすことを目的に、2018年度に市民、
市職員による「湖南市魅力発信プロジェクト」を　　設置し、計
6回の話し合いを重ね、本市の魅力を発掘しながら、その魅
力をベースとしたブランドメッセージと湖南市で幸せになれる
人物像の作成し、2019年7月にリニューアルしたホームペー
ジに移住定住サイトというコンテンツとして掲載した。
また、市内外へ湖南市の情報と魅力を発信するチャネルとし
て2019年3月に市公式Vtuber「minami」を立ち上げた。

市の魅力を発信するためのツールや媒体について、情報の収集
を行い効果的な発信方法を検討し導入していく。
移住定住等のコンテンツの更新や新たな魅力発信のコンテンツを
作成する。

○農業観光地域活性化拠点ブランディング
および販路開拓事業【再掲3】
農業・観光の地域活性化拠点として、市民
産業交流促進施設（物産館）を開設するに
あたり、市場のニーズのマーケティング調
査や地域物産品開発、流通販路開拓、地
域農産物の出店者の拡大を行う。

【農業観光地域活性化拠点ブランディングおよび販路開拓事
業】
　市内の農産物を活用し、出店拡大や集客につながる商品
開発として目標３商品を上回る７商品についてグループイン
タビュー等によりマーケティング調査を実施できた。
　また、農業関係団体だけでなく、観光協会、商工会、工業
会、元気合同会社等の２次、３次産業を中心とする団体とも
連携することで、高付加価値化、６次産業化に取り組む体制
づくりが図れた。

　引き続き新たな付加価値を生み出す6次産業化に取り組み、地
域において伝統野菜等歴史的価値がある農産物の保存、活用を
図る。また、地域の農産物の特産品開発を行い、担い手確保や
販路拡大を推進する。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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政策パッケージ
（４）観光と交流に
よる活性化

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■観光交流の活
性化⑤

3

スケールメリットを活かした観
光ルートの提案により、湖南
市を含む周辺地域一帯での
団体客向けの日帰り観光ツ
アーなどで興味を持っていた
だける観光事業者が増加。
2019年はNHK連続テレビ小説
「スカーレット」で信楽が脚光
を浴びたことで湖南三山の入
山者数も増加した。

各市町でのコミュニケーションや
協議機会が少なく「こにゃん街
道」としてのブランド価値の向上
と広域観光ルートの整備に改善
の余地がある。 商工観光

労政課

■観光交流の活
性化⑥

3

平成30年度後半には大規模
リニューアルを実施し、利用者
数の更なる増加に寄与してい
る。また、2019年4月にはゆら
らを中心とした岩根山一帯を
活用し「滋賀湖南市十二坊ト
レイルラン＆ウォーク」が開催
されるなど地域資源を有効活
用した取り組みにより、県内
外への魅力発信および利用
促進を行った。

ゆららの入湯客のうち市内の高
齢者の利用が多くを占めている
ことから、温泉のみの利用促進
は難しいことがわかった。一方、
オートキャンプ場や多目的室で
実施されるヨガ教室などについ
ては休日・平日を問わず盛況で
あった。

商工観光
労政課

■観光交流の活
性化⑦

―

地域まちづくり協議会が中心
となってイベント実施されてい
る。

実施イベントでの収益性の確保
や企業協賛などの検討を進め
る。

地域創生
推進課

■観光交流の活
性化⑧

3

2019年11月に三雲城址と八
丈岩にゆかりのある「猿飛佐
助」をテーマとしたイベントを
実施した。

関係者間でのゴールイメージの
共有や関係者以外の市民を巻
き込む仕掛けが必要。また、長
期的に地域の魅力や観光資源
として発信していくために若い
世代を巻き込むことが課題。

商工観光
労政課

■観光交流の活
性化⑨

3

2015年度～2019年度実施
ポルトガル語Ⅰ　75名
ポルトガル語Ⅱ　78名
スペイン語　　　　93名

スペイン語は2クラスの要望が
強い。
ポルトガル語は現状の形を維持
していく。

人権擁護
課

■観光交流の活
性化⑩

―

天然記念物うつくし松につい
ては保全・活用に関する計画
を策定中。

地域の文化財や芸術を連携さ
せた観光イベントを開催してい
ない。 商工観光

労政課

○地域文化芸術振興事業
アール・ブリュット、天然記念物うつくし松、
東海道の歴史史跡との連携による観光客
誘致イベントの効果を高める利便施設を整
備する。

特に利便施設の整備をしていないため 文化財や芸術を連携させたイベント実施の支援を行う。施設の整
備に関しては必要に応じて実施する。

○地域資源を生かした観光交流事業
湖南市にゆかりのある歴史上の偉人の積
極的な活用や地域住民による地域固有の
魅力資源の観光資源化の取り組みを支援
する。

平成27年度に猿飛佐助実行委員会が発足し、2019年4月に
猿飛佐助のキャラクター制作に関するクラウドファンディング
に成功。オリジナルキャラクターおよびグッズの制作、テーマ
ソングとダンスの制作などを実施したため。

猿飛サスケのキャラクター、テーマソング、ダンスなどを活かし、
若い世代に馴染み深いサブカルチャー要素をPRに取り入れ、認
知度を高め協力者を増やす。また、既存の地域資源や新たな観
光資源とうまく関連性をもたせ、収益を生み出す仕組みを構築す
ることで地域内での経済効果を生み出す。

○グローバル人材育成事業
外国にルーツを持つ子どもたちが、母国語
や母国の文化を学ぶことなどを通じて、グ
ローバル人材の育成を図る。

外国にルーツを持つ子ども達の居場所として定着している。
申込希望者も多く、母語を学ばせたい保護者が増えてきた。

母語（ポルトガル語・スペイン語・日本語）の能力を高めてバイリン
ガルであることを活かし、保護者世代との交流や、日本人と外国
人市民との交流の担い手として育成する。

○十二坊温泉ゆらら活性化事業
健康施設と観光施設のコラボにより活性化
し、利用促進および情報発信を行う。

十二坊温泉ゆらら利用者数
H30年度 129,500人(施設リニューアルのため約３カ月休館期
間あり）
H29年度 150,500人
H28年度 150,000人
H27年度 143,000人
H26年度 129,500人
利用者数が順調に増加しているため

盛況のオートキャンプ場やヨガ教室のように「温泉」という要素に
「健康」、「美容」、「アウトドア」、「スポーツ」などという要素を掛け
合わせ、ゆららならではの価値を提供・発信します。また、「滋賀
湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク」によって整備したコースを
活かし、市民の健康促進や自然に親しむための取り組みを実施
します。

○市民交流イベント事業
市民が主体となって行うさまざまな団体と
の交流、行政と協働によるまちづくりイベン
トを支援する。

各地域まちづくり協議会において、各まちづくりセンターにお
けるセンターまつりを実施しているほか、「東海道みちくさコン
パス」「ぶらり石部あるき」「下田泥リンピック」など開催されて
いる。

各地域において収益性と継続性のある事業を地域まちづくり協議
会が実施できるよう市も支援を行う。

○観光ルート、ネットワーク整備事業
広域連携や専門家との連携による観光
ルートの整備に取り組むとともに、各種団
体との連携による人的ネットワークを確立
する。

2014年12月に調印した「竜王町観光協会・信楽町観光協会・
湖南市観光協会戦略的広域パートナーシップ協定」により誕
生した「こにゃん街道」のPRを、2015年度以降毎年度、観光
事業者向け商談会やイベント等で実施したため。

既存の広域観光ルートのブラッシュアップを進めるとともに、多様
な主体との連携を行い、広い視点からスケールメリットを活かした
観光ルートやプログラムを提案し、市外からの誘客を促進しま
す。
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 ２．ひとへの投資プラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ５ 若者への支援、希望の実現 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（５）若者への支
援、希望の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■結婚の支援① 3

　秋季・冬季にイベントを開催
し、延べ64人が参加。15組の
カップルが成立した。

　平成28年度に実施したが、そ
の他の年度では実施しておら
ず、単発的事業となっている。

商工観光
労政課

■妊活の支援① 2

・ママパパ教室
・母子手帳発行時資材の配布
・特定不妊治療のに対する費
用の一部助成
・妊娠届出時における支援プ
ランの作成

（企業との連携による不妊治療
と仕事の両立の支援）
企業との連携はしていない

健康政策
課

■出産・子育て支
援①

3

市内小学校全９校で実施でき
ていることは、大きな成果であ
る。土曜日や長期休業期間に
年間１０～２０回実施すること
ができた。

ボランティアの確保が課題に
なっているが、中学生の参加も
進めれてきている。 学校教育

課

■出産・子育て支
援②

3

市内小中学校全１３校で実施
できていることは、大きな成果
である。地域協働本部により、
組織的に学校へのかかわり
ができている。

学校運営協議会での熟議によ
り、地域の協力を得た活動を仕
組むことが重要である。学校運
営協議会未設置の１中学校２小
学校において、体制づくりが必
要である。

学校教育
課

■出産・子育て支
援③

3

　残っていた体育館棟におけ
る非構造部材の撤去が完了、
市内小中学校の耐震化が完
了し安心で安全な施設環境を
整備できた。また、熱中症対
策である空調整備を市内小中
学校で完了し、教育環境の充
実を図ることができた。

　安心で安全な施設環境を確保
するために耐震化は完了した
が、経年劣化による修繕が増加
しており、早急な老朽化対策が
必要である。また、トイレの洋式
化率が低い学校もあり、家庭生
活との乖離があることも課題で
ある。

教育総務
課

○学校支援地域本部事業
学校を支援するため、学校が必要とする活
動について地域のかたがたがボランティア
として活動する、地域につくられた学校の
応援団の活動を促進する。

市内小中学校全１３校で本事業を実施することができた。地
域人材の協力を得て、地域とともにある学校づくりを目指した
各学校ごとに創意工夫した取組を行うことができた。

①拡充
学校運営協議会と地域学校協働本部が両輪となって、地域ととも
にある学校づくりを行っていきたい。そのために学校運営協議会
未設置の中学校区においてその設置のための体制づくりが必要
である。

○学校環境整備事業
児童・生徒のよりよい学習環境の整備を行
う

　非構造部材の残っていた体育館の工事を完了、石部小と
甲西中の改築工事で市内小中学校の耐震化が全て完了し
た。また、市内小中学校の普通教室および特別教室に空調
整備を計画とおり完了した。

　築35年を経過した学校も多く、経年劣化による修繕が増加して
いる現状がある。今後はさらなる発生が見込まれ、早急な老朽化
対策が必要である。また、施設の老朽化対策とあわせて教育内
容・教育方法などの変化や社会的変化に対応した施設の機能向
上も必要である。

○土曜教室促進事業
地域人材の協力を得ながら、土曜日や春・
夏・冬の長期休業期間中の学びの機会と
場の創出を促進する

市内小学校全９校で本事業を実施することができた。地域人
材の協力を得て、学習会や体験など学校ごとに創意工夫し
た取組を行うことができた。

②継続
市内全ての小学校９校での実施を継続していきたい。中学校区で
の連携を深め、ボランティアの確保のための情報交換や中学生
のボランティアも進めていきたい。

○妊活支援事業
妊娠・出産に関する正しい知識の普及や不
妊治療に対する経済的支援、企業との連
携による不妊治療と仕事の両立の支援に
取り組む。

特定不妊治療助成申請者(滋賀県の不妊治療、支援事業の
助成を受けた人が対象者）の内妊娠した割合
Ｈ26.　12人（26％）
Ｈ27　12人（37.5％）
Ｈ28　17人（29.3％）
Ｈ29　11人（26.2％）
Ｈ30　16人（34％）

②継続
安心して妊娠、出産ができるよう、不妊治療に対する助成、妊娠
出産に対する正しい知識の普及、妊産婦の相談等の対応に取り
組みます。

○婚活（友活）支援事業
同窓会などの出会いの場や機会の創出を
促進するなど、結婚を希望する人を支援す
る。

　地域少子化対策重点推進交付金を活用し、平成28年度に
「恋活婚活応援事業」を実施。未婚の男女に出会いから交
際、結婚に必要なスキルの向上を目的とした学びの場と、男
女に出会いの場を提供し、高裁へ結びつける支援を行った。

　未婚化・晩婚化が進む背景の一つには、出会いの場の不足、異
性とのコミュニケーション能力不足や不安等が挙げられる。背景
にある課題を解決するための取組を継続的に実施する必要があ
る。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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政策パッケージ
（５）若者への支
援、希望の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■出産・子育て支
援④

3

平成25年４月より、「湖南市学
校教育きらめきサポーター事
業」を実施し、地元企業や団
体による学校支援の輪の拡
大に努めている。

学校教育きらめきサポーター事
業認証事業所として、毎年、特
定の企業が多いことから、さら
なる事業所数の拡大が課題で
ある。

教育総務
課

■出産・子育て支
援⑤

3

未就園の親子同士のつながり
が深まり、悩みを相談しあうこ
とにより、子育てに関する不
安が少しでも解消された。

支援センターに出向いてくれる
親子にとっては、子育ての大変
さを共有できる仲間ができ得る
ものも大きいが、参加するのが
難しい親子を集える場に呼ぶこ
とが今後の課題となってくる。

子ども政
策課

■出産・子育て支
援⑥

3

　市内公立私立園6園がこど
も園化され1号認定児の受け
入れが広がり、妊娠・出産でも
園を退園することなく保育が
受けられるようになった。

　6園がこども園化したものの、
特に3歳児の1号認定児の募集
が多数あり、抽選しての入園と
なった。 幼児施設

課

■出産・子育て支
援⑦

3

開園して間もないため児童数
が国基準満たなかったのは
H27年度のみで、H28年度以
降は、子ども・子育て支援交
付金の基準により、運営補助
金を交付している。

利用児童が増加傾向にある
が、学童保育所の指導員は慢
性的に不足している状況となっ
ている。 子ども政

策課

■出産・子育て支
援⑧

3

仕事を休みことができない保
護者にとって、安心して預けら
れる施設を整備し、事業を開
始した。事業が浸透し始め、
利用者も増加している。

保育園等での集団感染を予防
する効果もあるため、適切な保
育園等の利用について、当事
業の利用について周知を行う必
要がある。

子ども政
策課

■出産・子育て支
援⑨

3

乳幼児期、学齢期の支援体
制は従来から確立されていた
が、加えて義務教育終了後の
支援体制の整備ができた。引
き続き、成人期の生活・就労
に関する支援の充実が必要。
Ｒ２年度、６園が民営化される
にあたり発達支援システムの
啓発が必要。

従来の幼児期の支援の取組に
ついて新規の園にも協力を依
頼中。就労期の方が仕事につ
いたり働き続けたりできるよう
に、就労移行訓練や定着支援
などの支援体制整備を進めた
い。

社会福祉
課

■出産・子育て支
援⑩

3

フォークリフトについては受講
者の全員が、その他の講座に
ついても受験者の半数以上が
検定試験に合格し、資格を取
得した。

就転職に有利な資格の見極め。

商工観光
労政課

病気の回復期に至っていない「病児」や、病気の回復期の
「病後児」で、集団生活が困難な児童を保護者に代わって専
任の保育士や看護師が昼間の保育を支援するため、H29.10
より市内の医療機関２箇所（こうせい駅前診療所、のむら小
児科）に業務委託をしている。
（H30年度は延べ659名が利用）

今後も、病児保育室各所において、保育園等への案内や巡回支
援を行い、保護者が適切に保育を利用できるように努める。

○発達支援システム
保健・福祉・医療・教育・就労などの各分野
が一体となって、発達に支援が必要な子ど
もたちの自立を継続的に支援する。

発達支援にかかわる関係課の会議を年間6回、発達支援セ
ンター会議を年間4回開催し、各分野の役割を確認し、連携
をしながら、支援を行った。義務教育終了後の青年期成人期
の支援の充実をはかり、発達外来を石部診療所に開設する
ことができた。（Ｈ30年度）

これまでの取組を継続するとともに、実情に応じて特に幼児期、
就労期の支援方法、体制の整備を行い、各分野が今まで以上に
一体となって乳幼児期から学齢期、就労期までの切れ目なく、発
達に支援が必要な方の自立を継続的に支援する。

○学童保育運営事業
開設して間もないことなどにより、国や県の
補助が受けられない学童保育所に対して
運営費の補助を行う。

H27年度新規開園した民間学童保育所に対して、安定した運
営を行うため補助金を交付した。
利用児童推移　（5/1時点）
H27：6人　H28：35人　H29：33人　H30：17人　H31：20人

国基準に基づき、安定した運営を行うため、また地域の学童保育
ニーズを受け入れを行うため、補助金の交付を行う。

　○女性再チャレンジ資格取得支援事業
【再掲6】
出産により離職している女性の就労支援、
能力の向上を目的として資格取得を支援
する。

女性の社会復帰と就労機会の拡大のため、平成29年度から
女性を対象としたフォークリフト運転技能取得講座を開催し
た。
また、医療事務講座や調剤事務管理士資格講座、介護事務
講座、簿記講座、ファイナンシャルプランナー講座などの資
格取得講座を開催、就労支援や能力の向上を図った。

今後も、ビジネスシーンで求められている資格やスキルが取得で
きる講座を開催し、女性の社会復帰や就労機会の拡大に向けた
能力の向上を目指す。

○病児保育支援事業
突然の病気でも安心して子どもを預けられ
る施設の拡大を図る。

○認定こども園の普及事業
就学前の子どもに幼児教育・保育を提供す
るとともに、子育て支援機能を備える認定
こども園の普及を図る。

　公立保育園3園（平松・菩提寺・下田）と私立幼稚園、保育
園3園（光星学園水戸幼稚園・ひかり幼稚園・菩提寺優愛保
育園モンチ）がこども園化した。

　公立園が民営化され民間園の建て替えと同時にこども園化を進
めていきたい。

○学校教育きらめきサポーター制度
学校や幼稚園に対する寄付活動や施設修
繕などの支援活動を行う、企業や団体など
を「湖南市学校教育きらめきサポーター」と
して認証し、広く地域社会に周知することに
より、学校支援の輪を拡大する。

湖南市学校教育きらめきサポーター事業の取組を継続して
推進できている。
　Ｈ26年度・・・７件
　Ｈ27年度・・・１件
　Ｈ28年度・・・１件
　Ｈ29年度・・・３件
　Ｈ30年度・・・３件

これまでの取組を継続するとともに、地域・地元企業とのさらなる
連携促進に向けた仕組みづくりが必要である。

○子育て支援センター事業
子育て家庭の支援活動の企画、実施、子
育てに関する相談、子育てサークルなどへ
の支援、特別保育事業などの実施、情報
提供などにより、子育て家庭を支援する。

　子育て相談、年齢別による親子がつどえる場、講師やボラ
ンティアを招いての講演や実技等の事業を実施し、子育てに
関するヒントが得られるようにした。

　子育て支援センターやつどいの広場等の類似した事業を行う場
が多く存在するので事業の見直しをはかっていく。
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政策パッケージ
（５）若者への支
援、希望の実現

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■男性の家事・育
児へ参画促進①

3

男性の育児休業取得率が上
がり、ワーク・ライフ・バランス
推進への理解が進んでいる。

現状では、各企業での取組に
依拠しており、今後はこれを全
市的な取組につなげることが課
題となっている。

人権擁護
課

○男性の育児力の向上事業
企業と連携して男性の育児休業取得を促
進したり、育メン交流会を実施するなど、男
性の育児力の向上を支援する。

市内事業所における男性の育児休業の取得割合が平成27
年度4.6％であったものが、平成30年度8.9％と改善されてい
るため。

・男女共同参画に向けた男性のための講座の開催（男性の生活
的自立をめざす料理教室、介護教室、ママ・パパ教室など）
・男女のワーク・ライフ・バランス確立の支援
・多様な働き方を支援する環境の整備
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 ３．まちづくりプラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ６ 持続可能なまちづくり 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（６）持続可能なま
ちづくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進①

-

事業未着手。既存の市民活
動および企業の社会貢献活
動の現状についてほぼ把握
できていない。

市民活動及び企業の社会貢献
活動を把握していないので、ま
ずは情報収集をする必要があ
る。 商工観光

労政課

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進②

3

区・自治会やまちづくり協議会
への交付金事業により充実し
た活動につながっている。

まち協と区との連携不足によ
り、まち協事業が地域課題を捉
えていない。 地域創生

推進課

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進③

1

当初の目標とは方向性が変
わったため、改めて関係者と
協議を行った。

農業者と障がい者支援機関等
のスムーズなマッチング方法に
ついての検討が必要。

商工観光
労政課

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進④

3

・発達支援関係課長（年2回）・
担当者会議（年6回）を毎年実
施。
・農福連携事業対象の方がい
れば、その方と共に、現場を
見学・体験・フィードバックを
し、今後の就労に向けてどん
な力が必要か支援してきた。
・商工観光労政課主催の農福
連携研修会に参加
・臨時で、商工観光労政課・障
害者就労情報センターと連携
会議を設けて情報や課題の
共有をした。

・福祉的就労の選択肢として農
業や生産された農作物の加工
の作業を選ぶ方が増えていくと
よいと思うが、障がい特性から、
働くための基礎力となる「生活リ
ズムを整える」「自己理解を深
める」「ＳＯＳが出せる」等への
サポートの充実が課題。 社会福祉

課

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進⑤

3

まちづくりフォーラムを毎年開
催し、地域まちづくり協議会や
各区からの参加を得ることが
できた。

まちづくりフォーラム以外にも人
材育成につながる講座等を実
施していく必要がある。 地域創生

推進課

○まちづくりの担い手育成事業
身近で楽しく続けられるまちづくり活動に関
する情報の発信など、地域社会の一員とし
てまちづくりを担う人材の裾野拡大を図る。

毎年地域まちづくりフォーラムを実施し、地域人材の育成を
図っている。

今後もまちづくりフォーラムを継続し、地域人材の発掘育成につな
げていく必要がある。

○市民活動と企業の社会貢献活動のマッ
チング事業
既存の市民活動と企業の社会貢献活動の
連携による活動内容の充実、活性化や市
民などへの情報提供による企業の社会貢
献活動の拡大を促進する。

事業未着手のため。 　市内企業が公共施設に花のプランターを設置するなど、社会貢
献活動を行っている企業は存在している。まずは情報収集を行
い、マッチングの場を設けられるよう、検討する。

○区・自治会や地域まちづくり協議会の活
動充実【再掲10】
市内43区・自治会、７つの地域まちづくり協
議会による主体的な地域づくりの活動を支
援する。

区・自治会やまちづくり協議会の活動を充実させるための交
付金事業を実施したため。

区とまち協の連携を強化し、さらに充実した地域の実現をめざ
す。

○多様な活動主体によるマッチング事業
農業や生産された農作物の加工と福祉作
業所との連携を支援し、農業振興と福祉的
就労の場の確保を図る。

農作業や農作物の加工を行い、農業振興と福祉的就労の場
を確保するため、農業支援者を養成することがひとつの目的
であったが、福祉作業所との協議や試験的就農を行った結
果、湖南市の福祉事情等を鑑みて、農業を社会に出るため
の足掛かりとして活用する形が向いているのでは、という方
向性が見えてきた。改めて農業者や福祉関係者と協議を行
い、農作業と障がい者等のマッチングから始めることになっ
たため、当初の計画通りには進まず、目標を達成することが
できなかった。

今後、農業者や福祉関係者との協議を行いながら、農作業と障
がい者等のマッチングを進め、農作業を足掛かりとして、継続就
労に向けた支援を行っていきたい。

・社会福祉課発達支援室は、発達支援システムに基づき、商
工観光労政課や障害者就労情報センター、農業関係の機関
との連携を充実させ、支援者同士が顔のみえる関係づくりが
継続できているから。
・その方にあった「就労先」を探すために、継続的に農作物の
加工体験をされており、発達支援室も、その方へのサポート
と農業関係機関との連携をし、進捗状況や今後の課題等を
共有できているから。

②継続：社会福祉課 発達支援室としては、引き続き、商工観光労
政課や、農業や生産された農作物の加工に携わる機関と連携し
て、障がい特性にあった「働き方」を共に探し、体験、振り返り、定
着できるような「仕組みづくり」を探っていきたい。また就労期のサ
ポートが必要な方に対しては、働くための基礎力がつけられるよ
う支援体制を継続する。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート

- 15 -



政策パッケージ
（６）持続可能なま
ちづくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■多様な担い手
が主体となるまち
づくりの促進⑥

3

・JK課プロジェクトでは女子高
生ならではの視点で、動画の
撮影やラインスタンプの制作、
イベントへの参加により市の
魅力発信をすることができた。
・こなん政策アカデミーでは、
同志社大学との連携や市内
中学生、高校生や東京や京
都などの都市圏の大学生など
が参加し、若者ならではの視
点で政策提案が行われ、H30
には提案された２事業がR1事
業として予算化された。

・若者などが考えた企画立案を
行政が主体的に進めるのでは
なく、市民が自主的に実行して
いくことが必要である。そのため
には、運営主体を行政から市民
へ移行することが必要であり、
キーマンによる自立したまちづく
りを行える仕組みが構築できる
かが課題。

地域創生
推進課

■エネルギーの
地産地消①

4

〇発電による経済効果
　15,035千円
〇地域商品券配当による経
済効果
　11,040千円

再生可能エネルギー固定価格
買取制度の太陽光発電買取価
格の低減

地域創生
推進課

■エネルギーの
地産地消②

3

〇イモ空中栽培等に係る参画者
数
　H27  1,145名　　H28  3,260名
　H29  1,439名　　H30  1,653名
　H31  1,745名
ひきこもりの若者がイモ空中栽培
に取組むことにより、外へ出るこ
とができ、就労につながった。

障がい者の就農を含めた継続
的な取組支援

地域創生
推進課

■資源の循環、
効率的な利用①

2

関係者による協議会組織化 バイオエタノール事業における
取組事業中止

地域創生
推進課

■資源の循環、
効率的な利用②

3

新庁舎へのシステム導入検
討

庁舎建設のスケジュールと合わ
せた検討

地域創生
推進課

ウルトラパワーを核としたスマートエネルギーシステム導入事業
実施

こなんウルトラパワーによるガスコジェネシステムを保有した
エネルギー供給サービス事業展開のための協議を実施中で

ある。

○スマートエネルギーシステム導入促進事
業
地域エネルギーマネジメントシステム（エネ
ルギー使用に関する計画管理）と分散型電
源（太陽光発電、蓄電池、コージェネレー
ションなど）により構成する効率的なエネル
ギーシステムの導入を促進する。

○次世代のまちづくり参加促進事業
まちづくりへの関心が低い若い世代を巻き
込んで、新しい視点でのまちづくりを促進す
る。

・JK課プロジェクトによるまちづくりへの参画
　メンバー数　H28：11人　　H29：10人　　H30：8人　　R1：5人
・こなん政策アカデミーによる政策提案
　参加者数　H29：49人　　H30：44人　　　R1：41人

・新しい視点でのまちづくりを促進するためには、中学生・高校生
から社会人まで若い世代が進んで参加できる環境づくりや地域と
の関わりが持てる仕組みの構築が必要であり、まちづくりの担い
手育成事業との連携が必要になる。

○バイオマス発電所の設置、バイオエタ
ノール製造設備の導入、生分解性プラス
チックの製造工場設置
木質系資源（林地残材、間伐材）を活用し
て、木質バイオマス発電を実施、草木系資
源（稲わらなど）を活用し、バイオエタノール
精製、副産物として生分解性プラスチック
製品の製造などにより、地域のエネルギー
循環を推進する。

バイオエタノール製造においては、市内取組事業者の事業
中止により廃止検討とする。
木質系資源を活用した取組については、関係者による協議
会の組織化に至った。

木質系バイオマス資源を活用した燃料づくり製造プロジェクト実施

○市民共同発電事業
市民などの出資により地域の自然エネル
ギーを活用した発電事業を行い、地域内の
エネルギー自給力の向上や経済循環の活
性化を図る。

市民出資の地域商品券配当型太陽光発電が４基稼働し、地
域の自然エネルギーを活用した地域経済循環の一助の取組
となっている。
設備容量　166.38ｋW
発電実績（2019年度は推計値）　894,940ｋWｈ

地域新電力事業と連携した自家消費型の太陽光発電事業検討
実施

○地域自然エネルギーを活用した地域雇
用の創出
バイオマスやイモ発電を活用した地域自然
エネルギーの発掘活用により新たに障が
い者を含む雇用創出支援を図る。

イモエネルギー、木質バイオマス燃料づくりにおいて、高齢
者、障がい者の関わりの創出を生み出すことができた。

イモエネルギー：農福連携の取組推進
木質バイオマス：林福連携の取組推進
供給体制に合わせた設備導入検討実施
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政策パッケージ
（６）持続可能なま
ちづくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■経済の循環① 4

・Ｈ２８：湖南市企業ガイドの作
成
・Ｈ２９：地域未来投資促進法
の基本計画の策定
・企業立地促進奨励制度の創
設

・湖南市企業ガイドを活用した
マッチング・リクルートの促進
・地域未来投資促進法の基本
計画に基づく支援措置の実施
・立地立地促進奨励制度を活用
した企業誘致、企業立地支援
・その他事業環境の整備等、総
合的な企業誘致・企業立地支
援を行っていく必要がある。

産業立地
企画室

■経済の循環② 4

〇発電による経済効果
　15,035千円
〇地域商品券配当による経
済効果
　11,040千円

再生可能エネルギー固定価格
買取制度の太陽光発電買取価
格の低減

地域創生
推進課

○関連産業の集積促進
域内取引の増加、雇用の創出、転入増を
図るため、既存の企業の取引先、供給元な
ど関連企業の集積を促進

　様々な支援施策を通して、地域の特性を生かし、域内調達
や域内外への波及効果の大きい産業分野に挑戦する研究・
開発等の新たな事業化を支援することにより、関連産業の集
積促進に寄与したと考えられるため。

　産業団地への企業誘致、立地促進に関する支援、みらい公園
湖南に関する取り組み、事業環境・操業用地に関する支援、設備
投資に関する支援、規制に関する支援、情報に関する支援、人材
確保・育成等に関する支援等を通して、特色ある産業を生かした
本市ならではの企業誘致・企業立地支援を進めていく。

○市民共同発電事業【再掲20】
市民などの出資により地域の自然エネル
ギーを活用した発電事業を行い、地域内の
エネルギー自給力の向上や収支の改善、
経済循環の活性化を図る。

市民出資の地域商品券配当型太陽光発電が４基稼働し、地
域の自然エネルギーを活用した地域経済循環の一助の取組
となっている。
設備容量　166.38ｋW
発電実績（2019年度は推計値）　894,940ｋWｈ

地域新電力事業と連携した自家消費型の太陽光発電事業検討
実施
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評価

基本目標 4 計画の目標を超える成果を得ることができた。

基本方針 ３．まちづくりプラン 3 計画どおりに目標を達成することができた。

施策 ７ 安心して暮らせる基盤づくり 2 計画からやや変更はあったが、概ね目標を達成することができた。

1 計画から大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することができなかった。

－

政策パッケージ
（７）安心して暮ら
せる基盤づくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題

■移動の利便性
の確保①

2

甲西駅、三雲駅周辺の主要
事業であるバリアフリー化お
よび駅前広場整備等の交通
結節点の強化が図れた。石部
駅周辺計画の着実な事業採
択が図れるよう進めている。

駅前広場の交通対策として、安
全性に加え利便性の高い計画
が課題となる。

都市政
策課

■移動の利便性
の確保②

-

会長（滋賀県知事）と沿線市
町の首長、県会議員での年1
回の要望活動を実施。

草津線利用客の増加
都市政
策課

■移動の利便性
の確保③

-

甲西駅行き違い用地を湖南
市における圃場整備におい
て、先行取得を平成27年度か
ら実施している。会長（滋賀県
知事）と沿線市町の首長、県
会議員での年1回の要望活動
を実施。

草津線利用客の増加

都市政
策課

■移動の利便性
の確保④

－

国・県への要望については
行っておりますが、スマートイ
ンタ－の整備は未着手であ
る。

野洲市との連携が重要
土木建
設課

■移動の利便性
の確保⑤

2

地域独自の地域の特性を活
かしたデマンドタクシーをまち
づくり協議会で実施できた。

事業継続のための財源確保が
課題。 生活環

境課

■移動の利便性
の確保⑥

2

現在のコミュニティバスへの
要望を把握できた。

利用促進の観点から車両の更
新が必要となるが、財源の問題
もあり難しい。

生活環
境課

■快適で暮らしや
すい住環境①

3

JR草津線3駅周辺を「中心拠
点」、都市計画マスタープラン
に掲げる４つの地域生活拠点
を「地域拠点」として位置づ
け、さらに生活の利便性を高
める方向を目指します。

JR草津線3駅周辺を「中心拠
点」、都市計画マスタープランに
掲げる４つの地域生活拠点を
「地域拠点」として位置づけ、さ
らに生活の利便性を高める方
向を目指します。

都市政
策課

■快適で暮らしや
すい住環境②

3

屋外広告物については一定
の周知が図れ、景観づくりに
ついても、旧東海道沿道にお
いては地域住民の理解が高
まっています。

一部事業者においては周知不
足が認められるため、事業者・
地域住民への周知、理解を求
める必要があります。

都市政
策課

○集約促進景観形成の推進
良好な景観形成を推進する地域において、
地域資源に着目した魅力ある地域づくりへ
の支援を行い、地域の賑わいを創出する。

平成26年12月に湖南市景観計画を策定し、その後に平成28
年12月に三雲地域旧東海道沿道地区および令和2年4月に
石部地域旧東海道沿道地区を重点地区として指定し、景観
形成基準を策定しました。

今ある景観資源を最大限に生かし、市民と事業者と市が互いに
協力し合い地域の魅力を高める景観づくりのために、三社が一体
となって推進していく体制が必要だと考えます。

○コミュニティバス運行支援事業
コミュニティバスの利便性向上に向け、利
用者や市民のニーズ、地域づくりの動向を
把握し、運行支援を行う。

公共交通に関するアンケートを2千人対象に実施。
（平成30年6月）

計画的に車両を更新し、ユニバーサルデザインによる利便性の
向上を図る。

○コンパクトシティの促進
地域の活力を維持するとともに、医療・福
祉・商業などの生活機能を確保し、高齢者
が安心して暮らせるよう、地域公共交通と
連携してコンパクトなまちづくりを進める。

都市のコンパクト化を図るための施策として、平成29年3月湖
南市立地適正化計画を策定し、居住機能や福祉・医療・商業
などの都市機能の立地など包括的な計画を取り決めました。

人口減少社会のなかで、居住誘導区域内の人口密度の維持、コ
ミュニティーバスの乗降客の増加など、定量的目標値に限らず、
様々な視点から都市像を見据える必要があります。

JR草津線は、民間企業が運営しており、複線化の第1段階で
ある甲西駅の行き違い設備を沿線市町で構成する滋賀県草
津線複線化促進期成同盟会の最重点要望として要望活動を
年1回実施しているが、計画段階にも至っていない。

草津線利用客の増加を図るには、二次アクセスの利便性、駅を
中心としたまちづくり、企業誘致など多様な分野を推進する必要
があり、連携を図っていく。

事業未着手
・野洲市との連携が重要である

スマートインター整備については、アクセス道路のルート設定や
利用見込み、費用対効果の検証などを野洲市の意向も踏まえて
検討する。

○デマンド型タクシーの促進
交通弱者の移動手段を確保するため、交
通不便地域にデマンド型乗合タクシーを導
入する。

平成30年度　石部南学区まちづくり協議会　デマンド
タクシー実証実験開始

まちづくり協議会主体のデマンドタクシーの支援および、他の地
域でのデマンドタクシーの導入にむけての検討を行う。

○甲西駅行き違い整備
確保している甲西駅での行き違い用地を
活用し、甲西駅での電車の行き違いを可能
にする。

○菩提寺（ＰＡ）スマートインター整備
交通ネットワーク整備の観点から、スマート
インターの整備を行う。

○３駅周辺整備の促進
ＪＲ草津線市内３駅周辺において、交通結
節機能の強化を図るため、バリアフリー化
や駅前広場の確保を進める。

２駅（甲西駅、三雲駅）のバリアフリー化および駅前広場の整
備により、利便性の向上に加え、交通結節点の強化が図れ
た。石部駅については、令和元年11月に都市計画決定、現
在、西日本旅客鉄道株式会社と協議を行っており、国の事業
認可に向けての取り組みも進めている。

バリアフリーの円滑な推進を図るため、鉄道事業者は基より、関
係機関との基本合意に向けた協議を進め、計画的に事業が推進
できるように図っていく。

○草津線の複線化
公共交通の利便性の向上のためにＪＲ西
日本に働きかけ整備を行う。

JR草津線は、民間企業が運営しており、沿線市町で構成す
る滋賀県草津線複線化促進期成同盟会として要望活動を年
1回実施しているが、計画段階に至っていない。

草津線利用客の増加を図るには、二次アクセスの利便性、駅を
中心としたまちづくり、企業誘致など多様な分野を推進する必要
があり、連携を図っていく。

事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

評価の凡例（施策の目標達成状況）

第７章　人と地域とまちが輝く３つのプラン

事業未着手

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

第二次湖南市総合計画 前期基本計画 進捗評価シート
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政策パッケージ
（７）安心して暮ら
せる基盤づくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■快適で暮らしや
すい住環境③

3

市道甲西駅美松線道路新設
工事については令和元年度
完了予定であり、令和2年4月
供用開始を目標として整備中
である。

若干工程が台風の影響により
遅れており、年度内完了を目指
しているが、できなかった場合
の他課との調整を事前にしてお
く必要がある。

土木建
設課

■医療・保健の充
実①

3

・地域包括支援センターを北
と南の2チームに分け、地域
や関係者から高齢者の相談
があった時には対応がスムー
ズにできた。
・高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施について、
2020年度からの本格的な実
施に向けてはワーキングとし
て取り組んだ。

・地域包括支援センターの在り
方について検討が必要。
・高齢者の保健事業と介護予防
の一体的実施は、健康政策課
にある健診状況の分析を踏ま
え、具体的な事業を展開してい
く必要がある。

高齢福
祉課

■医療・保健の充
実②

3

「こなん在宅医療安心ネット
ワーク（看取りの代診システ
ム）」が2016年4月から立ち上
がり、市内訪問診療実施診療
所間での横のつながりができ
た。しかし湖南市では、他圏
域への通院者も多いのが現
状である。

市内医療機関、圏域内医療機
関との連携強化には取り組めて
いるが、圏域外の医療機関とは
取り組めていないのが現状であ
る。またかかりつけ医の啓発に
ついても年数回しか実施できて
おらず十分とは言い難い。

高齢福
祉課

■医療・保健の充
実③

2

安心ネットワーク協力医療機
関間の連携を少しずつICTに
て取れるようにできていたが、
2018年「あさがおネット」が病
院協会運営の「びわこメディカ
ルネット」と統合し「びわこあさ
がおネット」となった。しかし移
行作業がうまくできず、協力医
療機関のほとんどで新システ
ムに入れ替えることができな
かった。

ICTによる連携は、安心ネット
ワーク協力医療機関での環境
整備が必要。

高齢福
祉課

■福祉の充実① 3

乳幼児期、学齢期の支援体
制は従来から確立されていた
が、加えて義務教育終了後の
支援体制の整備ができた。引
き続き、成人期の生活・就労
に関する支援の充実が必要。
Ｒ２年度、６園が民営化される
にあたり発達支援システムの
啓発が必要。

従来の幼児期の支援の取組に
ついて新規の園にも協力を依
頼中。就労期の方が仕事につ
いたり働き続けたりできるよう
に、就労移行訓練や定着支援
などの支援体制整備を進めた
い。

社会福
祉課

高齢者については地域包括支援センターを中心に、心身の
健康の維持増進に努め、保健・医療・福祉の各機関と連携会
議等を持つことで強化が図れた。このことにより、高齢者に必
要な支援や相談対応がスムーズにできている。
また、高齢者への訪問の中で、家族に不登校の児童がいた
り、精神的に不安定な人等がおられれば、担当する課や機
関と連携し、家族を包括的に支援している。

・地域包括支援システムの充実を図るために、地域包括支援セン
ターの在り方を第8期介護保険事業計画の中で検討する。
・地域住民の心身の健康維持、保健、医療、福祉の連携を強め、
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を進めていく。

○発達支援システム【再掲17】
保健・福祉・医療・教育・就労などの各分野
が一体となって、発達に支援が必要な子ど
もたちの自立を継続的に支援する。

発達支援にかかわる関係課の会議を年間6回、発達支援セ
ンター会議を年間4回開催し、各分野の役割を確認し、連携
をしながら、支援を行った。義務教育終了後の青年期成人期
の支援の充実をはかり、発達外来を石部診療所に開設する
ことができた。（Ｈ30年度）

これまでの取組を継続するとともに、実情に応じて特に幼児期、
就労期の支援方法、体制の整備を行い、各分野が今まで以上に
一体となって乳幼児期から学齢期、就労期までの切れ目なく、発
達に支援が必要な方の自立を継続的に支援する。

○地域医療体制充実事業
在宅医療コーディネーターの配置や広域を
含めた医療機関の連携強化、かかりつけ
医の普及・定着による地域医療体制の充
実に取り組む。

2015年10月より高齢福祉課に在宅医療コーディネーターを１
名配置。在宅医療介護連携に関する相談窓口としている。
2018年には「湖南市在宅医療介護連携推進協議会」を立ち
上げ、市内の医療機関の連携強化に取り組んでいる。また、
市内事業所の住民向け啓発講座に協力したり、出前講座等
を通してかかりつけ医の普及に努めている。

・課題である他圏域の医療機関について、優先順位をつけながら
連携強化に取り組む。

○交流促進のための道路整備
観光資源へのアクセス道路など、資源の魅
力向上や活用を図るソフト事業とあわせて
内外の交流の拡大を促進する道路を整備
する。

市道甲西駅美松線道路新設工事を執行しており、当該路線
は国の天然記念物である『うつくし松』へのアクセス道路とし
て甲西駅からダイレクトにつながる道路となる予定であり。本
市ウツクシマツプロジェクトと調整を行いながら、地域の活性
化を図る道路整備事業を行っている。

市道三雲畑線の歩道整備を予定しており、三雲駅から県道草津
伊賀線までの三雲畑、堂の上、三雲ヶ丘等の約400世帯ほどの住
居地域までの区間を結ぶ路線である。
本市の都市政策課事業において、湖南市都市計画マスタープラ
ンに基づき、三雲駅周辺の整備を進めてきており、継続事業とし
て空き地の開発、三雲駅の利用者の増加等や生活道路の確保を
目指し歩道整備を行うもので、地域の交流及び活性化を図りま
す。

○在宅ケアシステム創設事業
関係医療機関相互の連携強化とＩＣＴの活
用による患者情報の共有により在宅ケアシ
ステムの実現、地域で見守る体制づくりに
取り組む。

「こなん在宅医療安心ネットワーク」が立ち上がったのをきっ
かけに、「訪問看護」「薬剤師」「訪問介護」の専門部会も立ち
上げることができ、地域の関係機関の大きなつながりを作る
ことができた。しかしICTの活用による患者情報の共有にまで
は至っていない。

・「こなん在宅医療安心ネットワーク」の関係医療機関の連携強化
と、市民に向けて在宅ケアシステムの周知を図る

・ICT活用に向けて、「びわこあさがおネット」の環境整備を継続し
て行う。

○地域包括支援システムの充実
高齢者をはじめ地域住民の心身の健康の
維持，保健・福祉・医療の向上と増進のた
めに必要な支援、相談対応などを包括的
に担うシステムの充実を図る。
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政策パッケージ
（７）安心して暮ら
せる基盤づくり

①具体的事業の目標達成状況（2015年度～2019年度） 担当課

主な事業 評　価 事業に係る成果および現状
事業に係る未達成の課題

および新たな課題
事業内容 評価の理由 今後の「事業」の方向性

②第一期総合戦略期間（2015年度～2020年度）における
「具体的事業」の現状と課題

③第二期総合戦略期間（2021年度～2025年度）における
「具体的事業」の方向性

■防災体制の充
実①

3

地元防災訓練等に消防団が
積極的に参加し、地域防災力
の向上に努めているほか、地
域の防災訓練に計画段階か
ら参画し、地域の防災リー
ダーとして活躍している防災
士が増えてきている。また、防
災士のネットワークや意識・知
識の向上を図るための防災士
連絡会設立の支援を行った。

近年激増している風水害を想定
した訓練を実施し、甲賀広域行
政組合消防本部湖南中央消防
署と消防団のさらなる連携を深
めるとともに、市と防災士連絡
会が連携を密にし、すべての防
災士が地域で活躍できるよう環
境を整えていく必要がある。

危機管
理・防災
課

■防災体制の充
実②

2

こなんアプリを立ち上げ、防災
のコンテンツを設置した。災害
時において、タウンメールの
情報がアプリに反映するよう
にしており、同時に情報を入
手することができる。要支援
者への対応の実効性は確認
できていない。
・市公式ｱﾌﾟﾘ登録者　3,162人

アプリの充実。
要支援者への対応も含め情報
発信のソーシャルメディアは進
歩しており、特定の手法にこだ
わるのではなく、目的に応じて
有効な手段を導入していくこと
が必要と思なる。

秘書広
報課

■防災体制の充
実③

危機管
理・防災
課

■防災体制の充
実④

3

市の広報、交通量調査など多
目的に活用することで、災害
時に操作可能な職員が増え
た。

今後も継続してドローンの操
作・運用に習熟した職員を確保
する必要がある。

危機管
理・防災
課

○先進的なドローン活用事業
災害業務での活用にあわせて、災害業務
以外での先進的な有効活用を図る。

平時から観光資源開発、シティセールス、学校教材の撮影、
道路状況把握など幅広い部署による活用を行い、有事に対
応できる職員を増やすことができたため。

継続して災害業務以外での活用を図ります。

地域防災力の向上を図るため、南海トラフ地震や琵琶湖西岸断
層帯の大地震、毎年頻繁に発生している台風、集中豪雨を想定
した訓練を実施し、市、消防団、ふるさと防災チーム等の連携を
密にしていきます。

年間５回実施する火災防御訓練を通じて甲賀広域行政組合
消防本部湖南中央消防署との連携強化を図るとともに、意
見交換会等を開き互いの意見を共有し、関係性をより強固な
ものとした。
また、地域防災力向上のため、防災士を毎年度計画的に育
成した。（現在約260名）
自主防災組織については、ふるさと防災チーム育成支援補
助金制度を活用し強化を図ることができた。

○防災強化事業
甲賀広域消防と連携しながら消防団の強
化と自主防災組織や防災士の育成と活用
を図る。

0

○防災情報アプリ事業
新たな情報提供システムや要支援者の対
応などの実効性の確認などを含むアプリの
開発と運用を行う。

2018年度にこなんアプリをスタート。アプリ内に防災のコンテ
ンツを立ち上げた。避難所マップ、浸水想定マップ、気象など
の情報を提供している。

要支援者等への対応も含め情報発信のためのソーシャルメディ
アは常に発展しており、特定の手法にこだわるのではなく、目的
に応じて有効な手段の導入を進めます。
また、災害対応について、有効な情報手段等について調査を進
めます。

※具体的な詳細は危機管理防災課で記入

今後は、現在地の浸水想定深を表示する機能、最寄りの避難所
への避難経路案内など、防災に関するコンテンツを充実させ、新
庁舎の建設時に併せて、防災情報アプリ、全国瞬時警報システ
ム（J-ALERT）、湖南市防災行政無線、湖南タウンメール、各種Ｓ
ＮＳへの防災情報の一括配信を図るなど、迅速・確実な情報提供
に向けて検討を進めます。

- 20 -


